
放射能放射能
とのとの闘い闘い

第3章

─リスクコミュニケーションの専門家から、放射能も怖いが、
もっと怖いのは無知、無関心と偏見であり、そして、科学の力で
風評被害と闘うことの大切さを提示された。すなわち、医療人が
社会に貢献するための基本姿勢、客観的データで、正しく解決す
るという姿勢である。
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冠省
　3月11日に発生した巨大地震と引き続いて発生した津波による甚大な被害、また東京電力福島第一原子力発
電所損傷による放射性物質拡散にはご心配のことと存じます。
　福島県立医科大学の建造物や諸設備には被害は殆ど発生しませんでしたが、水道供給が止まり、病院機能は
一時的に制限せざるを得ませんでした。その後、3月18日には水道も復旧し、22日からは病院機能はほぼ回復
します。教育研究設備には損害は生じておらず、大学が所在する福島市の被害は小さく、市民生活はほどなく
回復するものと思われます。現在大学の力を結集し、本学の教職員および学生は勿論のこと、全国から応援に
駆けつけた医療チームとともに一丸となってこの災害に立ち向かい、力を尽くしているところです。
　本学に課せられた使命はこのような未曽有の災害、とりわけ原発災害を医学・医療の面から科学的に検証し、
世界に向けて情報を発信し、次世代を守り、日本の将来の創造に貢献することと考えています。本学教職員の
士気は高く、学生の皆さんには最善の教育を、研修医・専攻医の皆さんには最善の研修を保証すると共に、危
機災害を乗り越えた先にはすばらしい将来が皆さんの前途にあることを心から信じています。
　現時点で、見通しは明確ではありませんが、専門家によれば（資料）、放射性物質によって健康被害が生じ
る可能性は無いということです。学生・研修医・専攻医と保護者の皆さまには冷静にご対処くださるようお願
い申し上げます。なお、ご質問やご相談は下記にご連絡いただければ、対応させていただきます。
� 平成23年3月22日　

【問い合わせ先】
新入生・在学生の問い合わせ

学生課　教務係（医学部担当）　024－547－1095　e-mail：gakuseik@fmu.ac.jp
　　　　　　（看護学部担当）　024－547－1806　e-mail：kyoumu2@fmu.ac.jp

研修医・専攻医の問い合わせ
福島県立医科大学　医療人育成・支援センター　024－547－1047　e-mail：CMECD@fmu.ac.jp

福島県立医科大学新入学生と保護者の皆さまへ
福島県立医科大学在学生と保護者の皆様へ
福島県立医科大学新臨床研修医・専攻医と保護者の皆様へ
� 福島県立医科大学　学長　菊地　臣一

　福島県定点および福島県立医科大学における環境
放射能測定結果（表1）を見ると、平成23年3月11
日に発生した東北・関東大震災の後、3月12日の20
時に初めて南相馬市において環境放射能が17μSv／
時と上昇し、21時に20μSv／時とピークになり、23
時に10μSv／時を切り、以後徐々に低下して、現在
は3μSv／時となっています。いわき市においては、
3月15日1時に4μSv／時と上昇が見られ、4時に
24μSv／時とピークを迎え、5時には10μSv／時を切

り、現在は1μSv／時まで低下しています。両市に
おいては環境放射能が10μSv／時以上となった時間
は3～4時間でした。これに対し福島市においては、
3月15日16時より2μSv／時と上昇しはじめ、17時
に20μSv／時を超え、3月16日1時までの7～8時
間、20μSv／時前後が続きました。以後、徐々に低
下傾向を示していますが、現在においても屋外では
8μSv／時程度の濃度です。（表2）。これら屋外に
おける測定結果に対し、屋内においては明らかに低
く、0.2～1μSv／時です。
　図1は、福島県立医科大学医学部自然科学講座物
理学教室（4階の屋内）にてNaⅠシンチレーション

カウンターにて放射能を測定したものです。福島県
の発表と同様に、地震発生後しばらくは平常値を維
持していましたが、3月15日18時頃から計数率（1000
カウント／時≒1μSv／時）が上昇し、2000カウン
ト前後が約8時間持続して、以後指数関数的に低下
しています。原子炉事故で検出される放射性ヨード
の半減期は、ヨード131が8.05日、ヨード132が2.3
時間、ヨード133が20.8時間です。3月16日2時以降、
その半減期に近似して減衰しており、それ以降は新
たに放射能汚染がないことがわかります。
　図2は、IRSN（フランス放射線防護原子力安全
研究所）が行ったセシウム137（放射性ヨードもほぼ
同様に拡散すると考えられます）の大気中拡散シ
ミュレーションの結果を示しています。3月15日の
15時頃に福島市周辺に飛来し、18時から21時にかけ

て福島市上空に停滞しました。このころ天候は雨か
ら雪となり、放射性ヨードが地表に落下し、それが
残存したため、20μSv／時前後が7～8時間続いた
ものと思われます。
　今後新たな汚染がなければ、ほぼ半減期にした
がって放射性ヨードは減少し、4月中旬には屋外に
おいても1μSv／時を切ると考えられます。
　仮に現在の状況が持続したとして、1年間8μSv
／時屋外にずっといた場合の被曝量は約70000μSv／
時（70mSv）、1年間1μSv／時の屋内にいた場合の
被曝量は約9000μSv（9mSv）です。1年間に受ける
自然放射線被曝量は世界平均で2400μSv（2.4mSv）、
赤道直下においては10000μSv（10mSv）です。また、
CT撮影1回分が20000μSv（20mSv）です。

福島県における環境放射能の推移
� （平成23年3月21日現在）

表1　福島県内における環境放射能測定値の推移

表2　福島県内各地方　環境放射能測定値（暫定値）（第133報）
福島県対策本部　平成23年3月21日6時現在

月／日　時 県北保健福祉
事務所（福島市） 郡山市 会津若松市 南相馬市 いわき市 福島県立

医科大学
3/12��20:00 − − − 17.08 − −
3/13��20:00 0.05 0.05 0.07 − − 1.0
3/14��20:00 0.07 0.05 0.06 2.85 − 0.9
3/15��20:00 22.00 3.48 1.18 4.62 1.12 6.9
3/16��20:00 16.40 2.91 0.44 3.57 1.67 3.5
3/17��20:00 12.20 2.93 0.51 2.94 1.13 5.8
3/18��20:00 10.80 2.46 0.42 5.44 1.00 4.3
3/19��20:00 9.40 2.63 0.35 2.70 0.85 2.2
3/20��17:00 8.47 2.37 0.36 6.78 0.83 1.9

（単位　μSv／時）

単位：μGy/h≒μSv/h（マイクログレイ／時間≒マイクロシーベルト／時間）

月日 測定
時刻

県北
地方 県中地方 県南地方 会津地方 南会津

地方
相双
地方

いわき
地方

福島市
県北保
健福祉
事務所
事務局
東側駐
車場

郡山市県
中合同庁
舎3階

白河市県
南合同庁
舎駐車場

会津若松
市会津合
同庁舎新
館2階

南会津町
南会津合
同庁舎2
階

南相馬
市南相
馬合同
庁舎駐
車場

いわき市
いわき合
同庁舎駐
車場

玉川村
福島空
港

飯舘村
飯舘村
役場

いわき
市中央
台北小
学校

田村市
船引田
村総合
体育館

田村市
常葉行
政局駐
車場

備考

平常値 0.04 0.04−0.06 0.04−0.05 0.04−0.05 0.04−0.06 0.05 0.05−0.06 − − − − −
3月21日
（月） 6:00 7.84 2.38 1.80 0.29 0.09 2.93 1.16 0.61 11.90 − 0.82 0.79

測定装置 サーベイ
メータ

サーベイ
メータ

サーベイ
メータ

サーベイ
メータ

サーベイ
メータ

サーベイ
メータ

サーベイ
メータ

サーベイ
メータ

可搬型
MP

可搬型
MP

可搬型
MP

サーベイ
メータ

1Fからの
方向及び

距離

北西
約61㎞

西
約58㎞

南西
約81㎞

西
約97㎞

西南西
約115㎞

北
約24㎞

南南西
約43㎞

西南西
約58㎞

北西
約40㎞

南南西
約40㎞

西
約40㎞

西
約35㎞

※留意点　　麓山公園　→　3月14日　10：00から県中合同庁舎3階（屋外）
会津合同庁舎駐車場　→　3月16日　0：20から会津合同庁舎新館2階（屋外）
南相馬合同庁舎駐車場　→　3月14日　5：00から可搬型モニタリングポストに切替
　　　　　　　　　　　→　3月21日　5：00からサーベイメータに切替
南会津合同庁舎屋上（4階建）　→　3月16日　9：00から南会津合同庁舎2階
飯舘村　→　3月20日　13：00から可搬型モニタリングポストに切替

※胃のX線集団検診1回当たりの放射線量は、600マイクロシーベルト／回ですが、本日の測定値のうち、最も高い飯舘村の測定値は、
これを十分下回っており、健康に影響ないレベルと考えられます。

福島県立医科大学公式ホームページ　2011年3月23日掲載
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福島県立医科大学新入学生と保護者の皆さまへ

図1　福島県立医科大学医学部自然科学講座（物理学）教授室　NaⅠシンチレーションカウンター4時間毎の全計数率

3月11日（金）14時46分「東北地方太平洋沖地震」発生　地震発生前後の時系列

図1　福島県立医科大学医学部自然科学講座（物理学）教授室NaＩシンチレーションカウンター4時間毎の全計数率

3月11日（金）14時46分「東北地方太平洋沖地震」発生　地震発生前後の時系列

図2　フランス放射線防護原子力安全研究所（IRSN）によるセシウム137大気中拡散シミュレーション

福島県立医科大学構内環境放射線測定結果と屋外活動について

（平成23年4月28日現在）
　平成23年3月11日の東日本大震災、それに続く太
平洋岸の津波災害、さらには東京電力福島第一原子
力発電所の原子力災害に対し、福島県立医科大学は、
医学部、看護学部、附属病院が一丸となり対応して
参りました。
　福島県立医科大学および附属病院は、震災による
物的損害は軽微でした。医学部・看護学部は、避難
地区からの退避患者の救護活動や、避難所における
医療・保健活動等を行うとともに、大学構内の環境
放射線量のモニタリングを実施して参りました。ま
た、附属病院は、高次災害医療を提供するため、震
災直後は平時の主要目的である高度医療を一部制限
しておりましたが、3月下旬には災害対応がほぼ終
了し、4月からは全診療科において外来、入院とも
に通常の診療体制に復帰しております。
　福島県定点における環境放射能測定結果を見る
と、福島市（屋外）の放射線量は、平成23年3月15
日に24μSv／時とピークになり、その後は徐々に低
下し、4月15日には2μSv／時を切り、4月28日現
在の放射線量は1.6μSv／時と、最大値の6.7％まで

低下しています。
　福島県立医科大学医学部自然科学講座物理学教室

（4階の屋内）においてNaIシンチレーションカウン
ターにて環境中γ線量を測定した結果を図1に示し
ます。地震発生後しばらくは平常値を維持しました
が、3月15日に計数率（1000カウント／秒≒1μSv／
時）が突然約2000カウントまで上昇し、その後は徐々
に低下しています。4月28日現在のカウントは平時
の1.73倍、最大値の20.9％まで減衰しており、半減
期は16.1日です。
　福島県立医科大学構内の屋内・屋外において、学
生が活動すると考えられる場所を31地点選定し（図
2）、平成23年4月11日と27日に、NaIシンチレー
ションカウンターを用いて地上あるいは床より100
㎝における環境中放射線量を計測しました（表）。
屋外では、講堂や講義棟が面する中庭では1.8μSv／
時から1.5μSv／時に、学生駐車場では1.0μSv／時か
ら0.9μSv／時に、陸上競技場では3.0μSv／時から2.0
μSv／時に、野球場では2.3μSv／時から2.1μSv／時
に、それぞれ低下していました。屋内は0.1−0.3μ
Sv／時と低く、屋外のおおよそ1／10でした。今後

福島県立医科大学公式ホームページ　2011年5月2日掲載



第
3
章

放
射
能
と
の
闘
い

FU
KU

SH
IM

A
 

い
の
ち
の
最
前
線

168 169

福島県立医科大学構内環境放射線測定結果と屋外活動について

図2　福島県立医科大学大学構内放射線量測定結果（2011.4.11 & 27）

〈大学構内放射線量測定ポイント〉

表　福島医大構内放射線測定結果（平均値μSv／hour）
地上100㎝におけるNaⅠシンチレーションによる測定

4月11日 4月27日

屋外

陸上競技場 3.0 2.0
中庭 1.8 1.5
野球場 2.3 2.1
テニスコート 2.2 2.2
看護学部前駐車場 1.3 1.3
丘駐車場 1.4 1.2
学生駐車場 1.0 0.9

屋内

医学部玄関ホール 0.3 0.3
体育館 0.2 0.2
学生食堂 0.1 0.2
2F学生ホール 0.1 0.1
看護学部実習室A 0.2 0.2

4月11日 4月27日

屋内

看護学部実習室B 0.1 0.1
看護学部実習室C 0.1 0.1
看護学部S301 0.1 0.1
修士講義室 0.1 0.1
チュートリアル室 0.1 0.1
第一講義室 0.1 0.1
第三講義室 0.1 0.1
3階実習室 0.1 0.1
4階実習室 0.1 0.1
5階実習室 0.1 0.1
第一臨床講義室 0.1 0.1
第二臨床講義室 0.1 0.1

とも、継続して構内における環境放射線量を測定す
る予定です。
　一般的には、放射線被曝量が年間100mSv以下なら、
健康への影響はないとされています。国際放射線防
護委員会（ICRP）は平成19年（2007年）の勧告で、一
般の人が許容される年間被曝量を、非常事態時は20
−100mSv／年、非常事態が収束した後では1－20mSv
／年としています。文部科学省は平成23年4月19日、
児童生徒等（15歳以下の小児）の校舎・校庭等の利
用判断における暫定的な目安を1－20mSv／年とし、
今後できる限り受ける線量を減らしていくことが適
切であるとしました。その上で、1）現在の放射線
量が今後も継続、2）1日屋外活動が8時間、3）
残りは木造家屋内で過ごす（放射線量を屋外の0.4
とする）との厳しい想定で、学校での屋外活動を制
限する放射線量の基準を、1時間当たり3.8μSv以

上と示しました。基準を超えた学校は、環境放射線
量が基準値を十分に下回るまで、屋外活動を1時間
程度にするなど校庭での活動を制限するよう福島県
教育委員会に通知しています。
　福島県立医科大学は、構内環境放射線量測定結果
と文部科学省通知に鑑み、今後の状況に悪化がない
限り、構内における屋内・屋外活動に制限を設けな
いことと致しました。したがって、新学期の授業や
クラブ活動等は平常通りです。なお、福島県放射線
健康リスク管理アドバイザー山下俊一先生による放
射線障害に関する講演会と質疑応答を、新入生とそ
の保護者を対象として5月6日の入学式後に、在学
生を対象として5月13日15時と16時に、開催いたし
ます。
� 平成23年5月2日　福島県立医科大学　

福島県放射線健康リスク管理アドバイザー 山下俊一先生が答える 放射線Q&A（公立大学法人福島県立医科大学）掲載

放射線Ｑ＆Ａ
� 福島県放射線健康リスク管理アドバイザー　山下　俊一

Q1　地域の環境放射線は一時間あたり数マイクロ
シーベルトとなっていますが、数週間、数ヵ月
この環境に住み続けることで、蓄積した結果、
数ミリシーベルトを超えることもあるかと思わ
れます。子供への影響やおなかの赤ちゃん、ま
たは将来妊娠した場合のリスクはどのくらいな
のでしょうか？

A1　報道されている値はあくまでも屋外での空間
線量です。それが屋内では一般的には2～10分
の1くらいに減りますので、実際の被ばく線量
は少なくなります。もちろん、蓄積されてどう
なるか、を心配されるのはごもっともですが、
現在の減少傾向が継続すれば、健康リスクが出
ると言われる年間100ミリシーベルトまで累積
される可能性はありません。そして、同じ100
という線量でも、1回で100受けるのと、1を
100に分けて受けるのとでは影響がまったく違
います。少しずつならリスクははるかに少ない
のです。

　　　妊娠しているお母さんが特に心配されるのも
当然です。長崎では妊娠初期に被ばくした場
合、小頭症の例が増えたのは事実ですが、しか
し原爆とは被ばく線量が桁違いですので、現在
の福島の被ばく量でしたら、なんら心配はいり
ません。また、チェルノブイリでは、事故当時
0～5歳の子供を中心に甲状腺ガンの発生率は
増加しましたが、その時お腹にいた子供の中で
の増加の報告はありません。将来の妊娠に対し
ても全く心配はいりません。

　　　お子さんに対しても、現在の減少していく線
量の環境で影響が出ることはありません。

Q2　現在妊娠しています。飲み水も味噌汁にまで
もミネラルウォーターを使っています。

　　　野菜を洗うのも怖いのですが、どう対応すべ
きでしょうか？

A2　基準値以上の放射性ヨウ素が検出された水は
飲まない、飲ませない、というのは賢明な選択
でしょう。ただし、それでも、数回飲んでしまっ
たからといって心配する必要は、今の放射線レ
ベルならまったくありません。また、ミネラル
ウォーターがないから、水を飲ませない、ミル
クをあげられないというのは、逆に乳幼児の健
康によくありません。また、野菜を洗ったり、
顔を洗ったり、お風呂に入ったり、と生活用水
に使うのは規制内なら心配いりません。

Q3　小学生の子供がいます。外で遊ばせても大丈
夫なのでしょうか？　4月から学校が始まるの
ですが、普通に通学させるのも心配です。洗濯
物も外で干していいのでしょうか？　家には24
時間換気システムがついているのですが、切っ
た方がいいのでしょうか？

A3　1時間当たりの環境線量が10マイクロシーベ
ルト（その後3.8マイクロシーベルト）以下であ
れば、もう外で遊ばせて大丈夫です。

　　　もちろん普段通りの通学も問題ありません。
ただし、指についた土をよく洗わせたり、着て
いた上着のホコリを払わせたりしたほうがよい
かもしれません。

　　　洗濯物についても、取り込む時に少し丁寧に

福島県災害対策本部主催
講演会での代表的なQ&A

　このリーフレットは、チェルノブイリ原発事故の被ばく研究において世界的第一人者の研究者である、
福島県放射線健康リスク管理アドバイザー・山下俊一先生の講演会および報道取材にて行われた質疑応答
を元に構成したQ&A集です。
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放射線Q&A

ホコリを払う程度で問題ありません。布団干し
も同様に大丈夫です。換気についてもシステム
を切ったりナーバスになる必要はありません。

Q4　万が一これからまた環境線量のレベルが上
がってきたら、どのくらいで気をつけるべきで
しょうか？　また、どれくらいで避難するべき
でしょうか？

A4　国の指標では、放射性物質の放出による被ば
く線量の累積値が、外部被ばくで10～50ミリ
シーベルト、内部被ばくで100～500ミリシーベ
ルトになる可能性がある場合に、国が屋内退避
又は避難を指示することとされています。

　　　このため、一時的な環境放射線量で判断する
ことはできませんが、国や県が公表している放
射線量のデータの推移に注意するとともに、屋
内退避や避難については、国・県・市町村の指
示に従って行動してください。

Q5　20㎞圏内の退避指示の地域から避難していま
す。まさかこれほど長期の避難生活になるとは
思っていなかったので、身の回りの物しか持っ
てきていません。家の中のものを取りに帰って
もいいのでしょうか？　何時間くらいであれ
ば、20㎞圏内にいても健康への問題がないので
しょうか？

A5　20㎞圏内は、退避指示が出ていますので、国
から許可があるまでは絶対に入らないでくださ
い。

Q6　テレビでは、被ばくを防ぐために、マスクを
する、手を洗う、帰宅したら衣服をビニール袋
に入れる、などという防護策が語られていて、
過敏になっています。被ばくを防ぐために手を
洗う、マスクをする、衣類をビニール袋に入れ
る、雨に濡れない方がよい、濡れた傘も洗う方
がよい、など言われていますが、外出する際は
どの程度の防護策を講じたらよいのでしょう
か？

A6　マスクには、放射性物質を防ぐ効果は実はあ
まりありません。外出した際の上着は、家に入
るときに軽くホコリを払う程度でよいでしょ
う。ビニール袋に詰めてしまう必要はありませ
ん。部屋の中に掛けておいて問題ありません。
雨も、多少濡れた程度ではまったく問題ありま
せんが、念のために傘をさすほうが、心理的に
安心が得られるでしょう。傘も玄関先に立てか
けておいて問題はありません。手を洗ったり、

髪を洗ったりするのも、帰宅直後にすぐにしな
いといけないという訳でありません。

Q7　飲料水について、浄水器で放射性物質がきれ
いに除去できるのでしょうか？　沸騰させると
よいとも聞きますがどうでしょうか？

A7　まずセシウムについては、浄水場で濾過（ろ
か）される際に吸着されるので、水道水には出
てきません。ヨウ素については、水道水に出て
きてしまいます。浄水器では残念ながら濾過さ
れないと思われます。また、ヨウ素の沸点は高
いので、沸騰させてもあまり蒸発しないでしょ
う。

Q8　被ばくは移るのですか？
A8　被ばく自体は移りません。放射性物質をチリ

のようなものだと考え、それをきちんと衣類な
どから払い落とせば、移ることはありません。

Q9　「ただちに健康には影響ない」という言い方
をよく聞きますが、「ただちに」をどう理解し
たらよいのでしょうか？

A9　基準値は、そのレベルの放射線量の食品（ま
たは水）を1年間食べたら影響が出る可能性が
あるので、摂取しないほうがよいでしょう、と
いう目安です。ですので、この場合の「ただち

に影響はない」は、数回または1週間などの短
期間、基準値を多少超えた食品を食べたとして

も影響はありません、ということを意味してい
ます。

NHK〔ニュースウオッチ9〕（23.04.01 OA）
「原発周辺現地の悲鳴 現地に入る医師」中継

飯舘村訪問時のインタビューより（抜粋）

──きょう飯舘村に入って、多くの人と言葉を交わしてい
るが、どのような印象を持ったか？
　農家では、外で働く時間が長く、特に不安が大きい。高
い放射性物質を検出した土への不安も重なる。健康への影
響は大丈夫と考えるが、土については、さらに多くのデー
タが必要。

──健康への不安を訴える人も多いが、専門家として、ど
う伝えているのか。
　現時点で、健康に影響を与える年間100ミリシーベルト
という被ばく線量にまったく達していない。不安を感じる
のは理解できるが、正しく怖がって。

──放射線は目に見えないだけに、住民の人達は不安を感
じているようだが、どういったことを伝えていくべきか。
　現時点で放射線被ばくの健康影響はほとんどない、とい
うことを伝えている。政府などが正しい情報を出し、メディ
アが正しく伝え、市民が正しい行動をするという3つのど
れもが欠けてはいけない。パニック状態を鎮めるために、
正確に伝えることに注力している。

──山下さんは、チェルノブイリ原発事故のあと、周辺に
住む人たちへの診療を続けている。今回の事故が起きてか
ら、チェルノブイリ事故は、しばしば比較として出される
が、違いはどういった点か。
　チェルノブイリは、炉心がさらけ出されて、大量に放射
性物質が放出された。今回は、圧力容器の中にあり、異な
る。
　一方で、放射線の人体に与える影響はチェルノブイリの
ような事故を教訓に国際機関や、各国の様々な研究機関が
データを蓄積してきた。実際の被ばくの例は少ないので、
貴重なデータになる。

──それでは、今回はまず、どういったことを見ていけば
いいのか。
　子供の甲状腺のがん。放射性ヨウ素は、子どもに必要な
甲状腺ホルモンを作る材料として取り込まれ、成長期の子
供に大きく影響する。
　実際に、チェルノブイリでは事故当時15歳未満の中から
事故後20年間で、およそ5000件発生した。
　しかし、当時は全く摂取制限もなかったが、日本の場合、
基準値を超えるものは出回らない点で大きく異なる。
　実際、子供の放射線量の調査が福島県内で行なわれてい
るが、非常に低い値が出ている。したがって、大きな心配
はいらない。

──「ただちに健康に影響がない」という言葉を、多く聞
いてきたが、その根拠となるものはあるのか。
　一つはデータ。チェルノブイリ事故後の放射性セシウム
の放出された量。非常に広範囲に拡がった。しかし、放射
性セシウム137は体内に入ると筋肉に入るが、筋肉のがん
は一例も出てない。今回の福島第一原発の事故でも放射性
セシウムが放出されたが、今回の被ばく線量では問題ない
と考えられる。

──山下さんは、福島県にリスク管理のアドバイスをする
立場だが、どういった提言をしているのか。
　まもなく学校が始まるが、校庭で子供たちが遊んでいい
か。しっかりとグラウンドの土のデータを集める必要があ
ると伝えている。

──今後、わたしたちは、どのような点に注意していけば
よいのか。
　福島県では、地元で頑張ろうという人たちが多い。そう
した人たちを支えていくために、いたずらに風評に左右さ
れることなく、放射線への正しい判断をして、福島県を支
援していかなければいけない。

（2011.05発行）
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� 福島県立医科大学　神経解剖・発生学講座　八木沼　洋行

総合科学系・生命科学社会医学系教職員による放射線モニタリング活動の記録

（1）24時間環境放射線モニタリング
　3月16日（水）午後、大学災害対策本部から、総合
科学系・生命科学社会医学系教職員に対して、環境
放射線量を24時間モニターし大学構成員に知らせる
業務を担当するように依頼があった。これは、前日
15日の夕刻から医大周囲も含めた福島市全域におい
て環境放射線量の顕著な上昇（最大24μSv／h程度）
が認められたことから、さらに放射線量が上昇した
場合にいち早く対処できる態勢を作ること（いわゆ
るコードレッド）と、大学構成員にリアルタイムに
環境放射線量を知らせることで無用な不安を払拭す
ることを目的としたものであった。環境放射線量の
計測は、3月13日午前10時から16日午後5時までは、
放射線部の大葉技師が個人的なボランティアとして
業務の合間に行っていたものであった。この計測を
引き継ぐ形で総合科学系・生命科学社会医学系教職
員による放射線モニタリングがスタートすることと
なった。各所属の連絡要員の教員に集合してもらい、

24時間の輪番体制を組
み、16日の午後6時から
の計測を担当することと
なった。計測は初め放射
線部の電離箱式線量計
（左図）を用いて病院守
衛室前の玄関の外で行わ

れた。3月18日以降は、後述するようにweb配信の
体制が出来たためこのシステムを使って行われた。
測定結果は医療情報部に直ちに伝えられ、デスク

ネッツや電子カルテに掲載された。その後、原発の
事態が落ち着くにつれ測定頻度は毎正時から一日6
回（3月18日から）、3回（3月22日から）、2回（4月1日
から），1回（5月12日から）と減り、これ以降はRI施
設教職員が平日を担当し総合科学系・生命科学社会
医学系教職員が休日を担当することとなった。さら
に6月からは休日の測定が無くなり、計測はすべて
RI実験施設職員に引き継がれた。測定値はデスク
ネッツに掲載されている。http://cello.cc.fmu.ac.
jp/background/background.pdf

（2）環境放射線量リアルタイムモニタリング値のイ
ンターネット公開

　3月17日（木）、細胞科学研究部門の和田教授から、
Webカメラで測定器の値を配信すれば24時間環境
放射線モニタリングの負担が減らせるのではないか
という提案と機器の提供の申し出があった。実証実
験を行ったところ、使用可能であることが判明した
ので、3月18日のモニタリングから使用することと
した。測定器は和田教授所有のガイガーカウンター
方式サーベイメータ−であった。この計測器を学術
情報センター事務室の中庭側の窓際に設置し、情報
システム担当の佐藤主査と佐久間主任主査らが画像
配信システムをセットアップした。当初、時折サー
バーがダウンするなどのトラブルがあったが、改良
の結果、3月24日には安定した配信が可能となった。
そこで、この測定値の画像をインターネットで広く
公開することを災害対策本部に提案し、了承が得ら

　2011年3月11日の地震発生後、限られた水や食料の備蓄を節約し大学病院の機能を維持するため、総合
科学系・生命科学社会医学系教職員は最小限の連絡要員を除いて自宅待機体制となっていたが、原発から
の放射能の漏出が起こるなど、事態が深刻化するなか、放射線量モニタリングの任務にあたることになっ
た。総合科学系・生命科学社会医学系教職員が担当したのは（1）24時間環境放射線モニタリング、（2）環
境放射線量リアルタイムモニタリング値のインターネット公開、（3）病院来院者に対する放射能汚染サー
ベイランスと病棟内モニタリングであった。筆者は当時副医学部長として大学災害対策本部会議や全体会
議に出席し、総合科学系・生命科学社会医学系教職員への連絡・分担の調整等を担当したので、以下にそ
れらの詳細について記録しておく。

れたため、3月25日（金）に公開した。このwebサイ
トには、福島第一原発と福島県立医科大学の位置を
示す地図と福島市内の線量の推移を示すグラフを添
付され（右上の図）、日本語と英語の説明文が付け
られた。英語の説明文の作成は免疫学の関根教授（当
時は講師）が担当した。このころ、放射線量のデー
タをリアルタイムで公開しているところは少なく、
公開後webサイトへのアクセス数は急激に増え、一
日のユニークアクセス数が1万件を超えることも
あった。配信は今も続いており、2012年8月3日現在
でのべ3千万件以上のアクセス数となっている（下
の図）。http://www.fmu.ac.jp/home/lib/radiati
on/

（3）来院者のサーベイランスおよび病棟内モニタリ
ング

　水道が復旧したため、連休明けの3月22日（火）か
ら病院外来が再開されることとなった。これに伴い
放射線部技師が本来の業務に復帰することとなり、
それまで行っていた来院者の放射能汚染サーベイラ
インスと病棟内モニタリングは、総合科学系・生命
科学社会医学系教職員が担当することとなった。来
院者の放射能汚染サーベイラインスとは、原発から
20km圏内からの来院者を入り口で振り分け（この
作業は看護学部教員が担当）、放射能汚染の度合を
GMカウンターで測定することであった。測定は自
衛隊の化学防護部隊隊員（原子力緊急事態宣言に即
応して医大に派遣されていた）と総合科学系・生命
科学社会医学系教職員、さらに学生ボランティアが
チームを作って対応した。作業は病院玄関が開く朝

7時から玄関が閉まる夜8時まで（後に夜6時半まで
に変更）行われ、総合科学系・生命科学社会医学系
教職員は分担して対応した。来院者サーベイランス
は3月22日（火）から25日（金）まで行われた。
　入院患者の被ばく量の把握のため病棟内のモニタ
リングが行われた。放射線に感受性が高いと考えら
れる小児がいるNICU（3階）と小児科病棟（4階西）
および外気を取り入れている人工呼吸器の使用が多
いICU（3階）と救急科（4階東）内に定点を決め、
NaIシンチレーションカウンターによる測定を行っ
た。測定は3月22日から3月24日までは一日3回、3月
25日以降は一日1回行った。また、4月18日以降は、
平日の測定はRI施設教職員で対応することとなり、
総合科学系・生命科学社会医学系の教職員は休日を
担当することになった。さらに5月11日以降は測定
を週2回平日に行うこととなりRI施設教職員がすべ
て対応することとなった。

　以上の活動の他に、4月以降、長期にわたって定
期的に学内各所の環境放射線量を計測する必要があ
るという判断から、医学部長の元に放射線量測定
チームが設けられて活動が始まった。その詳細につ
いては、測定チームの小林恒夫教授が福島医学会シ
ンポジウム（平成23年7月18日開催）において報告し
ている。
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2011年5月26日 第428回福島医学会学術研究集会 発表

� 公立大学法人福島県立医科大学　医学部自然科学講座（物理学）教授　小林　恒夫

福島医大における自然放射線の 東北地方太平洋沖地震後の推移

1 

はじめに

地震前後自動測定していた
自然放射線の推移を紹介

空気中ガンマ線

空気中ラドン

二次宇宙線

検出器

2 

二次宇宙線 シンチレーション 以上

屋内ラドン

大気中ガンマ線 シンチレーションカウンター

福島県立医科大学医学部自然科学講座（物理学）教授室 ＮａＩ シンチレーションカウンター４時間毎の全計数率

3月11日（金）14時46分「東北地方太平洋沖地震」発生地震発生前後の時系列

地震発生
3/11 14:46

計数値上昇開始

3/15 18:00 頃

計
数
率

[c
ou

nt
s/

se
co

nd
]

地震発生以降しばらくは平時の値を維持

5/11 6:00
最大値の20.4%
平時の1.68倍

3/16 2:00
最大値

平時の9.3倍

長半減期 67日

全体としての半減期 31.7日

3 

シンチレーションカウンター

4 

非線形回帰
nls(y ~ a * 2.^( - t/Ta) + b * 2.^( - t/Tb),  data = Aptec,  
  start = list(a = 1500., Ta = 4., b = 100., Tb = 25.), trace = T) 
 

Parameters: 
         Value   Std. Error   t value  
 a  1237.22   7.92469  156.122 
Ta     3.29692  0.0455543   72.3734 
 b   242.547   6.42595   37.7449 
Tb    66.5014   4.59195   14.4822 
Residual standard error: 19.2476 on 334 degrees of freedom 
 
> A <- Aptec.nls$parameters[1.];  B <- Aptec.nls$parameters[3.] 
> B/(A + B) 
         b  
 0.1639093 
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気圧

二次宇宙線
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二次宇宙線

6 

ＲＩ物理実験室の空気中ラドン
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空気中ラドン測定器

9 

まとめ

空気中ガンマ線
急上昇と２つの指数関数的減衰

空気中ラドン
実験室における急上昇

教授室における微上昇

二次宇宙線
はっきりはせず
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物理学教授室の空気中ラドン
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福島県立医科大学HP〈2011年7月11日〉掲載

�福島県立医科大学器官制御外科学講座　乳腺・内分泌・甲状腺外科部長　教授　鈴木　眞一

原発事故後の福島県内における甲状腺スクリーニングについて

はじめに
　東日本大震災に続発して起こった東京電力福島第
一原発の事故は、福島県のみならず日本および北半
球の大気に広範な放射線汚染をもたらしました。原
発の事故のレベルとしてはチェルノブイリと同等の
レベル7とされています。その際に最も話題となっ
ているのは、チェルノブイリでの事故で唯一健康被
害として明らかになった放射性ヨウ素の内部被ばく
による小児甲状腺がんです。原発事故時に0歳から
15歳であった子供たちに5年後から急に甲状腺がん
の発症を見たものです。このような状況から、今回
の福島第一原発事故による大気中の放射線汚染が生
じた福島県内でも、「甲状腺」が話題となっています。
しかし、チェルノブイリと福島では被ばくの線量も
様相も全く異なっています。
　そこで、無用な心配と混乱を避ける為に、甲状腺
を専門とする講座を主宰するものとして県民の皆様
の最も身近にいるものとして、甲状腺に関する見解
をお知らせ致します。

一般の甲状腺がんについて
　甲状腺がんは頻度が高く、その予後（がんの成績
です。生存、再発、死亡など）は良好です。甲状腺
がんの約90％を占める乳頭がんの10年生存率は95−
6％と極めて予後良好で、固形癌のなかで最も予後
が良いとされています。また甲状腺がんの進行は極
めて緩徐です。また最近では、超音波検査機器の向
上から10㎜以下の微小癌が多数発見されるように
なってきましたが、極めて予後が良いものが多いた
めに、甲状腺被膜外浸潤、リンパ節転移、遠隔転移、
遺伝性甲状腺がんなどが否定される場合には直ちに
手術をせず経過観察をおこなうこともあります。成
人の乳頭がんの約半数にBRAFの遺伝子変異が認め
られます。

小児甲状腺がんについて
　頻度は14歳以下0.3％、19歳以下1％と全甲状腺
がんに占める割合は極めて少ない割合です。本邦、
欧米とも年間発生率は人口10万人あたり約0.2名と
されています。予後は成人例とはやや異なります。
すなわち、遠隔転移とくに肺転移例が多く認められ
ます。甲状腺全摘が多く施行され、術後に131Ⅰ内
照射治療も必要になることがあります。しかし、成
人例に比べ再発は多いものの生命予後に関しては成
人に比較して良好とされています。従って、命には
かかわらないものの術後長期のフォローが必要とな
ります。成人とは異なり小児例ではRET／PTC遺伝
子の再配列が多く認められ、チェルノブイリでの小
児甲状腺がんでもこの遺伝子異常が多く認められ、
放射線誘発の甲状腺がんにも認められる異常とされ
ています。
　チェルノブイリでも過去25年間で6000人以上の放
射線関連甲状腺癌（事故当時乳幼児から学童）が手
術されましたが、死亡例は約15名（0.25％）と非常
に少ないものでした。しかも、死亡例の多くは当初
稀である小児甲状腺がんが大量に発見され、手術や
術後治療に慣れていない施設での両側反回神経麻痺
などの術後合併症に起因し、現在では進行がんも問
題となっています。
　広島・長崎の原爆による被ばくでは甲状腺がんは、
1Svの外部被ばく線量で甲状腺がんのリスクが1.5
倍に増加しております。被ばく量が高いほどまた被
ばく時の年齢が低いほど癌の発生が増えておりま
す。100mSv以上でリスクの増加が認められています。

チェルノブイリと福島の違い
　チェルノブイリでは、放射性ヨウ素により汚染さ
れたミルクを飲んだ子どもたちに甲状腺内部被ばく
をもたらしました。一方、福島の子どもたちは食の
安全が確保されていますので状況は全く異なりま

す。さらにチェルノブイリは内陸に位置し、いわゆ
るヨード欠乏地域であり、地方病性甲状腺腫の後発
地域でした。本邦では周囲を海に囲まれ、日本国内
ではどこでも海産物の摂取は可能となり、世界的に
も高ヨード摂取地域とされています。甲状腺の検査
で131Ⅰを投与して画像診断や治療を行うことがあ
ります。日本人では投与前1−2週間の厳格にヨー
ド制限を施行しないと、131Ⅰを投与しても甲状腺
に取り込まないという事実があります。従って、通
常、わかめのみそ汁や昆布ダシ、ひじきさらに魚等
ヨード含有量の多い日本食を食している場合、放射
性ヨードの甲状腺への取り込みはチェルノブイリに
比して少なくなることが容易に予想されます。

現在の注意事項
　現在の空間線量では急性放射線障害は考えられま
せん。また、殆どの県民には現在の微量慢性的な被
ばくによって甲状腺がんが発症することは考えられ
ません。しかし、県民の皆様の不安を解消するため
に、県と医大では県民健康管理の一環として、震災
後3年目から震災時県内全域に居住していた小児

（震災時0歳から15歳）に対し、甲状腺超音波検査
を施行する予定です。
　甲状腺がんは被ばく後すぐには発症しません。ま

た、お家の方が頚部にしこりを気づいた時点でも治
療は可能です。むしろ小児甲状腺がんを過度に心配
し、無用な医療用放射線被ばく（CT・PET）を繰り
返すことにより甲状腺がんの発症を誘発する可能性
も少なくありません。甲状腺がんのスクリーニング
には超音波検査が有用で第一選択となります。
　小児に検診目的としてのCTやPET検査を先行す
ることは勧められません。かえって医療用被ばくを
助長してしまうこともあります。超音波検査で甲状
腺内のしこりが発見された人の大半は良性腫瘍が予
想されます。確定診断には穿刺吸引細胞診を行いま
す。採血の注射をするのと同じ程度の侵襲で出来ま
す。

まとめ
　今回の原発事故による放射線の健康影響の問題と
して、甲状腺がんが話題にされていますが、上記の
ような実態を良く理解して冷静に対応してくださ
い。今後3年後の本格的甲状腺超音波検査実施にむ
けて、私ども甲状腺専門医と小児専門医が連携し、
全国の学会にも発信し連携する予定で、オールジャ
パンで県民の皆様に対応する予定です。ご不明な点
は、甲状腺専門家へのご相談を宜しくお願い申し上
げます。

①経緯
◦東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発
電所の事故に伴い、住民が多数避難若しくは
室内退避
◦同様に双葉厚生病院、大野病院等の地域医療
機関が閉鎖され、周辺医療機関の負担も急増
◦周辺医療機関の負担軽減及び長期間の困難な
生活を強いられている方々の安全と安心を確
保するため、3月28日（月）から4月1日（金）
までいわき市の避難所を中心に高度医療緊急

支援チームが巡回診療を、福島第一原子力発
電所から半径20～30㎞の自主避難促進地域の
在宅患者の状況調査を地域・家庭医療部がそ
れぞれ実施
◦4月4日（月）から、これらの活動実績・現
地ニーズを踏まえ、支援区域・チーム編成を
全県に拡大

②概要
　第1章・54ページを参照。

福島県立医科大学による災害後広域医療支援について
企画財務課

【参考資料】高度医療緊急支援に係る実績について
（平成23年3月28日～平成23年6月17日）

支援実績（小児・感染、エコノミー対策、循環器疾患、こころのケアチーム）

地　区 県　北 県　中 県　南 会　津 南会津 相　双 いわき 計
カルテ数 766 795 68 265 0 693 1,376 3,963
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2011年7月18日 福島医学会緊急シンポジウム 発表

福島県立医科大学医学部　放射線測定チーム

本間　好、遠藤　雄一、鈴木　俊幸、小林　恒夫

福島医大構内測定

1 

内 容

震災直後の学内活動

震災前後の連続測定

医学部長直属測定チーム

3 

震災直後の学内活動

屋外空気中放射線量

病棟内放射線量

患者様スクリーニング

副医学部長の八木沼先生指揮のも
と、構内放射線関係の測定を、基礎
系・総合科学系教員有志で行った。

福島医大

構内測定

福島県立医科大学医学部自然科学講座（物理学）

小林恒夫 震災直後の学内活動 

2 

4 

震災直後の学内活動
放射線量サーベイランス　ローテーション表（３月２２日〜３月２８日）　

月日 曜日 班 担当講座 担当予定者氏名

3月21日 月
安村（公衆）、斎藤智（公衆）、
早川（衛生）、神田（衛生）

3月22日 火
和栗（解剖組織）、八木沼（神経解剖）、小林和（生体機
能）、
西山慶（神経解剖）、山本（解剖組織）

3月23日 水
千葉（基礎病理）、杉野（基礎病理）、冨川（基礎病理）、
関根（免疫）、藤田（免疫）

3月24日 木
本間好（生体物質）、北村（生体物質）、本間美（生体物
質）、
小椋（生体物質）、和田（細胞科学）、初沢（細胞科学）

3月25日 金
安達（数学）、小林元（生物）、小林恒（物理）、
西山学（生物）、福田（人文）、藤野（人文）

3月26日 土
勝田（細胞統合生理）、小林（細胞統合生理）、
香山（神経生理）、錫谷（微生物）、

3月27日 日 安村（公衆）、斎藤智（公衆）、早川（衛生）、神田（衛生）

3月28日 月
和栗（解剖組織）、八木沼（神経解剖）、深掘（生体機能）、
西山慶（神経解剖）、山本（解剖組織）

担当時間　午前6時50分〜午後8時

業務 1，従来のバックグラウンド測定（8時、14時、20時）　継続

2．病棟のＮａＩシンチレーションカウンターによるバックグラウンド測定

　　測定時間：午前9：00・11:30・15:30（1日3回）　22日から

3. 外来患者の汚染サーベイ　（6時50分〜20時）　22日から

衛生予防医学・公衆衛生

神経解剖発・解剖組織・生体機能

生体物質・細胞科学 

神経生理・細胞統合生理・微生物 

総合科学系（人文、自然）

衛生予防医学・公衆衛生

神経解剖発・解剖組織・生体機能

基礎病理・免疫

福島県立医科大学は福島第一原子力発電所から北西方向に
約57㎞離れています。

Fukushima�Medical�University�is�located�in�Fukushima�
city,�and�is�57�km�(35�miles)�away�from�northwest�of�
the�Fukushima�Daiichi�nuclear�power�plant.

Fukushima�Medical�University�est�située�dans�la�ville�
de�Fukushima,�à�environ�57�km�au�nord-ouest�de�la�
centrale�nucléaire�Daiichi.

5 

震災直後の学内活動今も継続

福島県立医科大学敷地内の外気放射線量リアルタイム計測値 

Radiation levels in the open air at Fukushima Medical University 

Niveaux de Radiation à l'air libre à Fukushima Medical University 

9 

地震前後自動測定して
いた自然放射線の推移

空気中ガンマ線

空気中ラドン

二次宇宙線

震災前後の連続測定

17 

医学部長直属測定チームの結成

本間教授 （ 施設長）
鈴木医療技師 （ 取扱主任者）
遠藤准教授 （ 施設教員）
神田講師 （衛生学講座教員）
諸井助手 （ 取扱副主任者）
小林教授 （医学物理士）

7 

震災直後の学内活動今も継続

6 

震災直後の学内活動今も継続

医学部長直属測定チーム 
 

16 

18 

測定チームによる測定

震災前後の連続測定 

8 
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福島医大構内測定

19 

測定チームによる測定結果

21 

測定チームによる測定結果

20 

測定チームによる測定結果

福島県立医科大学構内放射線測定結果（平均値μSv/hour）
地面または床面より100㎝におけるNaIシンチレーションサーベイメータによる測定（平常時�0.05μSv／hour）

測定チームによる測定結果
個人線量計による被ばく線量

福島市在住の職員1名が、常時個人線量計を携帯し計測した外部被ばく線量
屋内は0.06μSv/hの部屋に同型の個人線量計を置いて計測した値

年 2011（平成23）年 2011（平成23）年 2012（平成24）年
測定日 5月13日 5月27日 6月10日 6月27日 7月7日 7月21日 8月11日 8月26日 9月9日 9月26日 10月17日 10月27日 11月11日 11月25日 12月9日 12月26日 1月16日 2月13日 3月15日 4月13日 5月17日 6月14日 7月19日 8月15日

屋　外 陸上競技場 2.13 2.15 2.05 1.85 1.83 1.78 1.73 1.67 1.70 1.60 1.58 1.51 1.45 1.41 1.50 1.40 1.43 *1.03 1.38 1.35 1.29 1.18 1.25 1.18 
アーチェリー場 2.30 2.35 2.25 2.20 2.10 2.05 2.05 1.86 2.00 1.82 1.90 1.76 1.80 工事中 0.39 0.37 0.38 *0.30 0.35 0.38 0.35 0.28 0.35 0.33 
弓道場 2.00 1.90 2.10 2.05 2.10 2.10� 1.85 1.68 1.90 1.72 1.75 1.66 1.70 工事中 0.35 0.35 0.35 *0.26 *0.30 0.35 0.34 0.30 0.33 0.30 
中庭 1.24 1.16 0.95 1.08 1.11 1.07 1.07 0.98 1.01 0.91 0.95 0.93 0.95 0.85 0.82 0.88 0.84 *0.78 0.80 0.83 0.76 0.73 0.70 0.68 
野球場 2.00 2.20 1.88 2.05 2.00 1.90� 1.85 1.86 1.80 1.73 1.75 1.71 1.65 1.64 1.54 1.50 1.45 *0.90 *1.20 1.35 1.40 1.35 1.40 1.35 
テニスコート 1.80 1.85 1.81 1.80 1.75 1.70 1.60 1.71 1.60 1.53 1.55 1.38 1.40 1.31 1.15 1.20 1.25 *0.89 1.10 1.20 1.13 1.15 1.10 1.05 
看護学部前駐車場 1.29 1.29 1.08 1.15 1.20 1.10 1.10 1.04 1.05 1.08 1.05 0.97 0.95 0.90 0.85 0.83 0.85 0.85 0.80 0.85 0.85 0.80 0.72 0.76 
学生駐車場 0.91 0.90 0.81 0.75 0.85 0.75 0.85 0.67 0.73 0.60 0.60 0.58 0.55 0.58 0.53 0.65 0.55 *0.46 0.55 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 

屋　内 医学部玄関ホール 0.28 0.29 0.27 0.27 0.25 0.25 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21 0.20 0.25 0.18 0.15 0.18 0.18 0.15 0.17 0.18 0.18 0.15 0.16 0.16 
体育館 0.20 0.23 0.20 0.18 0.17 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15 0.18 0.17 0.14 0.15 0.14 0.12 0.13 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.13 
学生食堂 0.10 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.07 0.09 0.08 0.06 0.07 0.09 0.10 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 
学生ホール 0.09 0.08 0.07 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.08 0.07 0.07 0.08 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.08 0.06 0.06 
看護学部実習室A 0.13 0.11 0.10 0.12 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.12 0.11 0.08 0.10 0.12 0.08 0.11 0.10 0.12 0.08 0.10 0.10 0.12 0.11 
看護学部実習室B 0.10 0.09 0.08 0.10 0.09 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.09 
看護学部実習室C 0.08 0.08 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.07 0.09 0.11 0.09 0.08 0.09 0.07 0.09 0.08 
看護学部S301 0.11 0.08 0.10 0.09 0.10 0.08 0.11 0.10 0.08 0.09 0.08 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07 0.09 0.07 0.07 
修士講義室 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.07 0.07 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 
第一講義室 0.07 0.09 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.08 0.05 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 0.08 0.06 
第三講義室 0.07 0.07 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.08 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.07 0.07 0.09 0.06 0.07 0.06 
3階実習室 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 
4階実習室 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.04 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 
5階実習室 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 
第1臨床講義室 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 
第2臨床講義室 0.09 0.07 0.06 0.06 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.06 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.06 0.05 0.07 0.08 0.07 0.06 0.07 0.05 

病　院 総合案内 0.10 0.10 0.09 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 
玄関前 0.36 0.29 0.29 0.26 0.26 0.29 0.24 0.22 
外来駐車場 0.65 0.53 0.45 0.52 0.53 0.46 0.45 0.44 

*積雪あり
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空気中放射性物質濃度

場所　附属研究施設　2階　南側窓
方法　フィルター法�：�チャコールフィルターとグラスフィルターを重ねて使用
　　　サンプリング�：�8時から17時まで30分間の吸引を10回繰り返す。
　　　計　　　　測�：�ALOKA�ARC200(NaIシンチレーション式γカウンタ）にて計測
　　　　　　　　　　γ線のエネルギーにより131-I、134-Cs、137-Csを分離
空気中濃度限度（化学形が不明の場合）
I-131� �  5.0� Bq／㎥
Cs-134� � 20.0
Cs-137� � 30.0

日付 天候
濃度（Bq／㎥） 濃度限度に対する比 内部被ばく

線量
（μSv／24h）I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137

2011／4／18 晴 0.77 ND ND 0.15 ＜1
2011／4／19 雨 ND ND ND
2011／4／20 曇/晴 ND ND ND
2011／4／21 曇/晴 ND ND ND
2011／4／22 曇/霧雨 0.55 ND ND 0.11 ＜1
2011／4／23 雨 ND ND ND
2011／4／25 晴/雨 ND ND ND
2011／4／26 曇 ND ND ND
2011／4／27 曇 ND ND ND
2011／4／28 雨・晴 ND ND ND
2011／4／30 曇 ND ND ND
2011／5／2 晴/曇 ND ND ND
2011／5／4 晴 ND ND ND
2011／5／6 晴/曇 ND ND ND
2011／5／7 曇/晴 ND ND ND
2011／5／81) 曇 ND ND ND
2011／5／9 晴・曇 ND ND ND
2011／5／10 晴/曇 ND ND ND
2011／5／11 曇/雨 ND ND ND
2011／5／12 雨 ND ND ND
2011／5／13 曇 ND ND ND
2011／5／16 晴/曇 ND ND ND
2011／5／17 曇 ND ND ND
2011／5／18 晴 ND ND ND
2011／5／19 晴 ND ND ND
2011／5／20 晴 ND ND ND
2011／5／23 晴 ND ND ND
2011／5／24 晴 ND ND ND
2011／5／25 晴 ND ND ND
2011／5／26 晴 ND ND ND
2011／5／27 晴 ND ND ND
2011／5／28 曇/雨 ND ND ND
2011／5／30 雨 ND ND ND
2011／5／31 雲 ND ND ND
2011／6／1 曇/雨 ND ND ND
2011／6／2 曇/雨 ND ND ND
2011／6／3 晴 ND ND ND
2011／6／6 曇 ND ND ND
2011／6／7 晴 ND ND ND
2011／6／8 晴 ND ND ND
2011／6／9 晴 ND ND ND
2011／6／10 晴 ND ND ND
2011／6／13 晴 ND ND ND
2011／6／14 晴/一時雨 ND ND ND
2011／6／15 晴 ND ND ND
2011／6／16 晴/曇 ND ND ND
2011／6／17 曇 ND ND ND
2011／6／20 曇 ND ND ND
2011／6／21 曇/雨 ND ND ND
2011／6／22 曇 ND ND ND
2011／6／23 雨 ND ND ND
2011／6／24 雨 ND ND ND
2011／6／27 雨 ND ND ND
2011／6／28 曇 ND ND ND
2011／6／29 晴 ND ND ND
2011／6／30 晴 ND ND ND
2011／7／1 晴 ND ND ND
2011／7／4 曇 ND ND ND
2011／7／5 雨/晴 ND ND ND
2011／7／6 晴 ND ND ND
2011／7／7 晴 ND ND ND

日付 天候
濃度（Bq／㎥） 濃度限度に対する比 内部被ばく

線量
（μSv／24h）I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137

2011／7／8 晴 ND ND ND
2011／7／9 晴/一時雨 ND ND ND
2011／7／10 晴/一時雨 ND ND ND
2011／7／11 晴/一時雨 ND ND ND
2011／7／12 晴 ND ND ND
2011／7／13 曇 ND ND ND
2011／7／14 晴 ND ND ND
2011／7／15 晴 ND ND ND
2011／7／17 晴 ND ND ND
2011／7／18 晴/一時雨 ND ND ND
2011／7／19 晴/一時雨 ND ND ND
2011／7／20 雨 ND ND ND
2011／7／21 曇 ND ND ND
2011／7／22 曇 ND ND ND
2011／7／25 曇 ND ND ND
2011／7／26 晴/曇/雨 ND ND ND
2011／7／27 晴/曇 ND ND ND
2011／7／28 曇/雨 ND ND ND
2011／7／29 雨/曇 ND ND ND
2011／8／1 雨 ND ND ND
2011／8／2 曇 ND ND ND
2011／8／3 曇/晴 ND ND ND
2011／8／4 晴/雨 ND ND ND
2011／8／5 晴/一時雨 ND ND ND
2011／8／8 晴/一時雨 ND ND ND
2011／8／9 晴 ND ND ND
2011／8／10 晴 ND ND ND
2011／8／11 晴 ND ND ND
2011／8／12 晴 ND ND ND
2011／8／15 晴/雨 ND ND ND
2011／8／16 晴 ND ND ND
2011／8／17 曇 ND ND ND
2011／8／18 雨/曇 ND ND ND
2011／8／19 雨/曇 ND ND ND
2011／8／22 雨/曇 ND ND ND
2011／8／23 曇 ND ND ND
2011／8／24 晴/曇 ND ND ND
2011／8／25 晴 ND ND ND
2011／8／26 雨 ND ND ND
2011／8／29 晴 ND ND ND
2011／8／30 晴 ND ND ND
2011／8／31 雨/曇 ND ND ND
2011／9／1 曇 ND ND ND
2011／9／2 雨/曇 ND ND ND
2011／9／5 曇 ND ND ND
2011／9／6 晴 ND ND ND
2011／9／7 晴/曇 ND ND ND
2011／9／8 晴 ND ND ND
2011／9／9 曇 ND ND ND
2011／9／12 晴 ND ND ND
2011／9／13 晴 ND ND ND
2011／9／14 曇 ND ND ND
2011／9／15 晴 ND ND ND
2011／9／16 晴 ND ND ND
2011／9／20 雨 ND ND ND
2011／9／21 雨 ND ND ND
2011／9／22 雨 ND ND ND
2011／9／26 晴 ND ND ND
2011／9／27 晴 ND ND ND
2011／9／28 晴 ND ND ND
2011／9／29 晴 ND ND ND

ND�:�検出限界濃度以下　　1）5/8�20:00−5/9�7：00 ＊8時から17時まで30分間の捕集を10回繰り返す。
ND�:�検出限界濃度以下

日付 天候
濃度（Bq／㎥） 濃度限度に対する比 内部被ばく

線量
（μSv／24h）I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137

2011／9／30 晴 ND ND ND
2011／10／3 晴 ND ND ND
2011／10／4 晴 ND ND ND
2011／10／5 雨 ND ND ND
2011／10／6 雨/晴 ND ND ND
2011／10／7 晴 ND ND ND
2011／10／11 曇 ND ND ND
2011／10／12 晴 ND ND ND
2011／10／13 晴 ND ND ND
2011／10／14 晴 ND ND ND
2011／10／15 雨 ND ND ND
2011／10／17 曇 ND ND ND
2011／10／18 晴 ND ND ND
2011／10／19 晴 ND ND ND
2011／10／20 曇 ND ND ND
2011／10／21 曇 ND ND ND
2011／10／24 雨 ND ND ND
2011／10／25 晴 ND ND ND
2011／10／26 晴 ND ND ND
2011／10／27 晴 ND ND ND
2011／10／28 晴 ND ND ND
2011／10／31 晴 ND ND ND
2011／11／1 晴 ND ND ND
2011／11／2 晴 ND ND ND
2011／11／4 晴 ND ND ND
2011／11／7 曇 ND ND ND
2011／11／8 晴 ND ND ND
2011／11／9 晴 ND ND ND
2011／11／10 晴 ND ND ND
2011／11／11 曇/雨 ND ND ND
2011／11／14 晴 ND ND ND
2011／11／15 曇/雨 ND ND ND
2011／11／16 晴 ND ND ND
2011／11／17 晴 ND ND ND
2011／11／18 晴 ND ND ND
2011／11／21 曇/雨 ND ND ND
2011／11／22 晴 ND ND ND
2011／11／24 晴 ND ND ND
2011／11／25 雨 ND ND ND
2011／11／28 曇 ND ND ND
2011／11／29 晴 ND ND ND
2011／11／30 曇/雨 ND ND ND
2011／12／1 曇 ND ND ND
2011／12／2 晴 ND ND ND
2011／12／5 曇/晴 ND ND ND
2011／12／6 曇 ND ND ND
2011／12／7 曇 ND ND ND
2011／12／8 雨 ND ND ND
2011／12／9 曇 ND ND ND
2011／12／12 曇 ND ND ND
2011／12／13 晴 ND ND ND
2011／12／14 晴 ND ND ND
2011／12／15 曇 ND ND ND
2011／12／16 雪 ND ND ND
2011／12／19 晴 ND ND ND
2011／12／20 雪 ND ND ND
2011／12／21 晴 ND ND ND
2011／12／22 曇 ND ND ND
2011／12／26 晴/雪 ND ND ND
2011／12／27 晴 ND ND ND
2011／12／28 晴 ND ND ND
2011／12／30 晴 ND ND ND
2012／1／1 曇 ND ND ND
2012／1／4 晴/雪 ND ND ND
2012／1／5 晴/雪 ND ND ND
2012／1／6 曇/雪 ND ND ND
2012／1／10 晴/雪 ND ND ND
2012／1／11 雪 ND ND ND
2012／1／12 晴 ND ND ND
2012／1／13 曇 ND ND ND
2012／1／16 曇 ND ND ND
2012／1／17 曇 ND ND ND
2012／1／18 晴 ND ND ND
2012／1／19 晴 ND ND ND

日付 天候
濃度（Bq／㎥） 濃度限度に対する比 内部被ばく

線量
（μSv／24h）I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137

2012／1／20 雪 ND ND ND
2012／1／23 曇 ND ND ND
2012／1／24 晴 ND ND ND
2012／1／25 晴/雪 ND ND ND
2012／1／26 曇/雪 ND ND ND
2012／1／27 雪 ND ND ND
2012／1／30 晴 ND ND ND
2012／1／31 雪 ND ND ND

場所　附属研究施設　2階　南側窓
方法　フィルター法�：�チャコールフィルターとグラスフィル

ターを重ねて使用
　　　計　　　　測�：�ALOKA�ARC200(NaIシンチレーショ

ン式γカウンタ）にて計測
　　　γ線のエネルギーにより131-I、134-Cs、137-Csを分離
空気中濃度限度（化学形が不明の場合）
I-131� �  5.0� Bq／㎥
Cs-134� � 20.0
Cs-137� � 30.0

日　時
濃度（Bq／㎥）

I-131 Cs-134 Cs-137
2012／2／1 8:00 ～ 2012／2／1 17:30* ND ND ND
2012／2／2 8:00 ～ 2012／2／2 17:30* ND ND ND
2012／2／3 8:00 ～ 2012／2／3 17:30* ND ND ND
2012／2／6 8:00 ～ 2012／2／6 17:30* ND ND ND
2012／2／7 8:00 ～ 2012／2／7 17:30* ND ND ND
2012／2／8 8:00 ～ 2012／2／8 17:30* ND ND ND
2012／2／9 8:00 ～ 2012／2／9 17:30* ND ND ND
2012／2／10 8:00 ～ 2012／2／10 17:30* ND ND ND
2012／2／13 8:00 ～ 2012／2／13 17:30* ND ND ND
2012／2／14 8:00 ～ 2012／2／14 17:30* ND ND ND
2012／2／15 8:00 ～ 2012／2／15 17:30* ND ND ND
2012／2／16 8:00 ～ 2012／2／16 17:30* ND ND ND
2012／2／17 8:00 ～ 2012／2／17 17:30* ND ND ND
2012／2／20 10:00 ～ 2012／2／21 10:00 ND ND ND
2012／2／21 10:00 ～ 2012／2／22 9:20 ND ND ND
2012／2／22 9:20 ～ 2012／2／23 11:15 ND ND ND
2012／2／23 11:15 ～ 2012／2／24 17:30 ND ND ND
2012／2／24 17:30 ～ 2012／2／27 10:00 ND ND ND
2012／2／27 10:00 ～ 2012／2／28 11:30 ND ND ND
2012／2／28 11:30 ～ 2012／2／29 10:00 ND ND ND
2012／2／29 10:00 ～ 2012／3／1 15:00 ND ND ND
2012／3／1 15:00 ～ 2012／3／2 10:00 ND ND ND
2012／3／2 10:00 ～ 2012／3／5 10:30 ND ND ND
2012／3／5 10:30 ～ 2012／3／6 10:30 ND ND ND
2012／3／6 10:30 ～ 2012／3／7 10:30 ND ND ND
2012／3／7 10:30 ～ 2012／3／8 12:20 ND ND ND
2012／3／8 12:20 ～ 2012／3／9 10:00 ND ND ND
2012／3／9 10:00 ～ 2012／3／12 10:00 ND ND ND
2012／3／12 10:00 ～ 2012／3／14 9:40 ND ND ND
2012／3／14 9:40 ～ 2012／3／15 9:30 ND ND ND
2012／3／15 9:30 ～ 2012／3／16 11:15 ND ND ND
2012／3／16 11:15 ～ 2012／3／19 9:30 ND ND ND
2012／3／19 9:30 ～ 2012／3／21 13:00 ND ND ND
2012／3／21 13:00 ～ 2012／3／22 9:15 ND ND ND
2012／3／22 9:15 ～ 2012／3／23 9:20 ND ND ND
2012／3／23 9:20 ～ 2012／3／26 9:00 ND ND ND
2012／3／26 9:00 ～ 2012／3／27 9:00 ND ND ND
2012／3／27 9:00 ～ 2012／3／28 9:00 ND ND ND
2012／3／28 9:00 ～ 2012／3／29 9:00 ND ND ND
2012／3／29 9:00 ～ 2012／3／30 9:00 ND ND ND
2012／3／30 9:00 ～ 2012／4／2 9:00 ND ND ND
2012／4／2 9:00 ～ 2012／4／3 9:00 ND ND ND
2012／4／3 9:00 ～ 2012／4／4 9:00 ND ND ND
2012／4／4 9:00 ～ 2012／4／5 9:00 ND ND ND
2012／4／5 9:00 ～ 2012／4／6 10:15 ND ND ND
2012／4／6 10:15 ～ 2012／4／9 9:00 ND ND ND
2012／4／9 9:00 ～ 2012／4／10 12:00 ND ND ND
2012／4／10 12:00 ～ 2012／4／11 10:00 ND ND ND
2012／4／11 10:00 ～ 2012／4／12 9:00 ND ND ND
2012／4／12 9:00 ～ 2012／4／13 9:00 ND ND ND



第
3
章

放
射
能
と
の
闘
い

FU
KU

SH
IM

A
 

い
の
ち
の
最
前
線

184 185

福島医大構内測定

日　時
濃度（Bq／㎥）

I-131 Cs-134 Cs-137
2012／4／13 9:00 ～ 2012／4／16 9:15 ND ND ND
2012／4／16 9:15 ～ 2012／4／17 9:00 ND ND ND
2012／4／17 9:00 ～ 2012／4／19 8:00 ND ND ND
2012／4／19 8:00 ～ 2012／4／20 9:00 ND ND ND
2012／4／20 9:00 ～ 2012／4／23 9:00 ND ND ND
2012／4／23 9:00 ～ 2012／4／24 9:00 ND ND ND
2012／4／24 9:00 ～ 2012／4／25 9:00 ND ND ND
2012／4／25 9:00 ～ 2012／4／26 9:00 ND ND ND
2012／4／26 9:00 ～ 2012／4／27 9:00 ND ND ND
2012／4／27 9:00 ～ 2012／5／1 9:00 ND ND ND
2012／5／1 9:00 ～ 2012／5／2 9:00 ND ND ND
2012／5／2 9:00 ～ 2012／5／4 9:00 ND ND ND
2012／5／4 9:00 ～ 2012／5／7 9:00 ND ND ND
2012／5／7 9:00 ～ 2012／5／8 9:00 ND ND ND
2012／5／8 9:00 ～ 2012／5／9 9:00 ND ND ND
2012／5／9 9:00 ～ 2012／5／10 9:00 ND ND ND
2012／5／10 9:00 ～ 2012／5／11 9:00 ND ND ND
2012／5／11 9:00 ～ 2012／5／14 9:00 ND ND ND
2012／5／14 9:00 ～ 2012／5／15 9:00 ND ND ND
2012／5／15 9:00 ～ 2012／5／16 8:00 ND ND ND
2012／5／16 8:00 ～ 2012／5／17 9:00 ND ND ND
2012／5／17 9:00 ～ 2012／5／18 9:00 ND ND ND
2012／5／18 9:00 ～ 2012／5／21 9:00 ND ND ND
2012／5／21 9:00 ～ 2012／5／22 9:00 ND ND ND
2012／5／22 9:00 ～ 2012／5／23 10:30 ND ND ND
2012／5／23 10:30 ～ 2012／5／24 9:10 ND ND ND
2012／5／24 9:10 ～ 2012／5／25 9:15 ND ND ND
2012／5／25 9:15 ～ 2012／5／28 8:50 ND ND ND
2012／5／28 8:50 ～ 2012／5／29 9:50 ND ND ND
2012／5／29 9:50 ～ 2012／5／30 9:15 ND ND ND
2012／5／30 11:15 ～ 2012／5／31 9:00 ND ND ND

日　時
濃度（Bq／㎥）

I-131 Cs-134 Cs-137
2012／5／31 9:00 ～ 2012／6／1 9:00 ND ND ND
2012／6／1 9:00 ～ 2012／6／4 9:00 ND ND ND
2012／6／4 9:00 ～ 2012／6／5 9:00 ND ND ND
2012／6／5 9:00 ～ 2012／6／6 9:00 ND ND ND
2012／6／6 9:00 ～ 2012／6／7 9:00 ND ND ND
2012／6／7 9:00 ～ 2012／6／8 9:00 ND ND ND
2012／6／8 9:00 ～ 2012／6／11 9:20 ND ND ND
2012／6／11 9:20 ～ 2012／6／12 8:50 ND ND ND
2012／6／12 8:50 ～ 2012／6／13 9:10 ND ND ND
2012／6／13 9:10 ～ 2012／6／15 9:50 ND ND ND
2012／6／15 9:50 ～ 2012／6／18 9:00 ND ND ND
2012／6／18 9:00 ～ 2012／6／19 9:10 ND ND ND
2012／6／19 9:10 ～ 2012／6／20 9:00 ND ND ND
2012／6／20 9:00 ～ 2012／6／21 9:15 ND ND ND
2012／6／21 9:15 ～ 2012／6／22 9:20 ND ND ND
2012／6／22 9:20 ～ 2012／6／25 9:00 ND ND ND
2012／6／25 9:00 ～ 2012／6／26 9:00 ND ND ND
2012／6／26 9:00 ～ 2012／6／27 9:00 ND ND ND
2012／6／27 9:00 ～ 2012／6／29 9:00 ND ND ND
2012／6／29 9:00 ～ 2012／7／4 9:30 ND ND ND
2012／7／4 9:30 ～ 2012／7／6 9:00 ND ND ND
2012／7／6 9:00 ～ 2012／7／9 9:30 ND ND ND
2012／7／9 9:30 ～ 2012／7／13 17:40 ND ND ND
2012／7／13 17:40 ～ 2012／7／17 9:20 ND ND ND
2012／7／17 9:20 ～ 2012／7／23 9:00 ND ND ND
2012／7／23 9:00 ～ 2012／7／27 13:00 ND ND ND
2012／7／27 13:00 ～ 2012／7／30 13:00 ND ND ND
2012／7／30 13:00 ～ 2012／8／3 18:40 ND ND ND
2012／8／3 18:40 ～ 2012／8／7 8:00 ND ND ND
2012／8／7 8:00 ～ 2012／8／13 12:00 ND ND ND

ND�:�検出限界濃度以下

雨水中放射性物質濃度

場所　附属研究施設　北側
方法　ALOKA�ARC200(NaIシンチレーション式γカウンタ）にて計測
排水中濃度限度（化学形が不明の場合）
I-131� � 40.0� Bq／L
Cs-134� � 60.0
Cs-137� � 90.0

日付 天候
濃度（Bq／L） 濃度限度に対する比

I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137
2011／4／19 ND ND ND
2011／4／23 ND ND ND
2011／4／25 ND ND ND
2011／5／9 ND ND ND
2011／5／11 ND ND ND
2011／5／22 ND ND ND
2011／5／29 ND ND ND
2011／5／30 ND ND ND
2011／5／31 ND ND ND
2011／6／9 ND ND ND
2011／6／13 ND ND ND
2011／6／14 ND ND ND
2011／6／17 ND ND ND
2011／6／21 ND ND ND
2011／6／23 ND ND ND
2011／6／24 ND ND ND
2011／6／27 ND ND ND
2011／7／1 ND ND ND
2011／7／4 ND ND ND
2011／7／5 ND ND ND
2011／7／8 ND ND ND
2011／7／9 ND ND ND
2011／7／11 ND ND ND
2011／7／13 ND ND ND
2011／7／19 ND ND ND
2011／7／20 ND ND ND
2011／7／27 ND ND ND
2011／7／28 ND ND ND
2011／7／29 ND ND ND

日付 天候
濃度（Bq／L） 濃度限度に対する比

I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137
2011／8／1 ND ND ND
2011／8／2 ND ND ND
2011／8／4 ND ND ND
2011／8／6 ND ND ND
2011／8／8 ND ND ND
2011／8／15 ND ND ND
2011／8／18 ND ND ND
2011／8／22 ND ND ND
2011／8／23 ND ND ND
2011／8／26 ND ND ND
2011／8／31 ND ND ND
2011／9／2 ND ND ND
2011／9／5 ND ND ND
2011／9／6 ND ND ND
2011／9／12 ND ND ND
2011／9／20 ND ND ND
2011／9／21 ND ND ND
2011／9／22 ND ND ND
2011／10／6 ND ND ND
2011／10／15 ND ND ND
2011／10／22 ND ND ND
2011／10／24 ND ND ND
2011／10／31 ND ND ND
2011／11／6 ND ND ND
2011／11／11 ND ND ND
2011／11／16 ND ND ND
2011／11／19 ND ND ND
2011／11／22 ND ND ND
2011／11／25 ND ND ND

日付 天候
濃度（Bq／L） 濃度限度に対する比

I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137
2011／11／30 ND ND ND
2011／12／3 ND ND ND
2011／12／11 ND ND ND
2011／12／16 雪 ND ND ND
2011／12／17 雪 ND ND ND
2011／12／26 雪 ND ND ND
2011／12／27 雪 ND ND ND
2012／1／5 雪 ND ND ND
2012／1／7 雪 ND ND ND
2012／1／11 雪 ND ND ND
2012／1／14 雪 ND ND ND
2012／1／15 雪 ND ND ND
2012／1／20 雪 ND ND ND
2012／1／21 雪 ND ND ND
2012／1／22 雪 ND ND ND
2012／1／28 雪 ND ND ND
2012／1／30 雪 ND ND ND
2012／2／3 雪 ND ND ND
2012／2／10 雪 ND ND ND
2012／2／17 雪 ND ND ND
2012／2／23 雨 ND ND ND
2012／2／25 雪 ND ND ND
2012／2／28 雪 ND ND ND
2012／2／29 雪 ND ND ND
2012／3／5 雪 ND ND ND
2012／3／6 雨 ND ND ND
2012／3／10 雪 ND ND ND
2012／3／12 雨、雪 ND ND ND
2012／3／13 雪 ND ND ND

日付 天候
濃度（Bq／L） 濃度限度に対する比

I-131 Cs-134 Cs-137 I-131 Cs-134 Cs-137
2012／3／17 雨、雪 ND ND ND
2012／3／24 雨、雪 ND ND ND
2012／3／26 雪 ND ND ND
2012／3／31 雨 ND ND ND
2012／4／4 雨 ND ND ND
2012／4／5 雨 ND ND ND
2012／4／14 雨 ND ND ND
2012／4／23 雨 ND ND ND
2012／4／24 雨 ND ND ND
2012／5／3 雨 ND ND ND
2012／5／4 雨 ND ND ND
2012／5／10 雨 ND ND ND
2012／5／16 雨 ND ND ND
2012／5／23 雨 ND ND ND
2012／5／25 雨 ND ND ND
2012／5／28 雨 ND ND ND
2012／5／29 雨 ND ND ND
2012／6／6 雨 ND ND ND
2012／6／9 雨 ND ND ND
2012／6／13 雨 ND ND ND
2012／6／16 雨 ND ND ND
2012／6／21 雨 ND ND ND
2012／7／1 雨 ND ND ND
2012／7／5 雨 ND ND ND
2012／7／7 雨 ND ND ND
2012／7／12 雨 ND ND ND
2012／7／23 雨 ND ND ND
2012／7／29 雨 ND ND ND
2012／8／13 雨 ND ND ND
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第20回日本集中治療医学会　東北地方会　プログラム・抄録集

� 公立大学法人　福島県立医科大学麻酔科学講座

飯田　裕司、根本　千秋、大橋　智、最上　翠、大石　理恵子、
五十洲　剛、村川　雅洋

原子力災害時の対処 ─人工呼吸を継続するために─

はじめに
　2011年3月11日14時46分に東日本大震災が発生し
た。
　福島県においては震災と津波による被害に加え，
福島第一原子力発電所による原子力災害にも直面す
ることとなった。
　当院は福島第一原子力発電所より57㎞の地点にあ
り，高線量率放射線への瞬間被曝より大気中に放出
された放射性ヨウ素やセシウムを体内に取り込むこ
とによる内部被曝が問題になると考えられる。そこ
で当院では，空間線量率が100μSv／hに達するか，
原子力発電所にて爆発的事象が発生した場合には窓
を閉め，空調，エアコンを停止し，外部から院内へ
放射性物質が入り込むのを極力少なくすることにし
た。しかし，院内では人工呼吸器を使用しており，
稼働のためには酸素供給と空気供給が必要である。
空気配管は外気を院内に取り込んで供給しているた
め，院内に外気を取り込んでいることになり，対処
が必要となった。対処するためには院内の環境を調
べる必要があり，各部署にて空間線量率を測定して
みたのでその結果と，今後，原子力災害時に人工呼
吸を継続のための提案を行いたい。

方　法
　3月17日にICU（人工呼吸器未使用の状態），NICU
（人工呼吸器7台使用中）とNICUで使用中の人工呼
吸器吸気側，救命救急センターの挿管人工呼吸中，
NPPV使用中，人工呼吸未使用中の各個室にて空間
線量率を測定し，院外バックグラウンド値と比較し
た。

結　果
　バックグラウンド値が4.8μSv／hに対し，ICU，救
命救急センター各個室では0.11から0.17μSv／hで
あった。しかし，NICUでは使用中の人工呼吸器吸
気側では0.15μSv／hであったが，室内は0.3μSv／h
と高かった。

対処方法
　放射性ヨウ素やセシウムは活性炭フィルタにて大
部分が除去されるとされており，それらを外気取り
入れ口で使用するとともに活性炭吸気フィルタや活
性炭人工鼻などの開発が望まれる。

� 公立大学法人福島県立医科大学　理事長兼学長　菊地　臣一

新たな副学長の就任について

　改めまして、3月11日に発生しました東日本大震
災により、お亡くなりになった方々の御冥福をお祈
り申し上げますとともに、被災された皆様、さらに
は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により避
難生活を余儀なくされている皆様、生活に影響を受
けている皆様にお見舞いを申し上げます。
　本学は、東日本大震災の発災に伴い、放射線によ
る健康への影響から県民の皆様の健康を長期にわた
り守っていくという歴史的使命を負うこととなりま
した。すでに、県からの委託により、「県民健康管
理調査」をスタートさせており、今後、全県民を対
象とする取り組みへと拡げ、県民の皆様に対する健
診機能を強化して、長期的健康管理を行うとともに、
今後は、放射線による健康影響が発生する場合に備
え、最先端の医療の導入を図ってまいりたいと考え
ております。
　現在、福島が抱えている問題は、未だ人類の経験
したことのない事態への対応であり、ALL��JAPAN
の協力を得ることはもちろん、世界の叡智を集める
ことが必要です。その手始めとして、9月11日～12
日に、放射線と健康リスクに関する国際専門家会議
を本学で開催いたします。この会議を皮切りに、将
来に向けて国際的な連携を進め、県民の皆様の健康
をお守りするための体制を構築してまいりたいと考
えております。
　こうしたなか、本学は本日、長崎大学の山下俊一
教授と広島大学の神谷研二教授を新たに副学長とし
てお迎えすることとなりました。お二人は、広島・

長崎における原爆被災者の医療活動などを通じて、
放射線が健康に与える影響に関する知見を積み重ね
てまいりました。山下副学長は、原発事故後のチェ
ルノブイリを100回以上訪問し、延べ20万人の診断
治療を行うなど、放射線健康影響に関する第一人者
で、日本甲状腺学会の理事長です。また、神谷副学
長は、放射線生命科学の専門家であり、日本放射線
影響学会の会長も務めておられる権威です。
　お二人は今回の福島原発の事故に当たって、いち
早く福島県に入り、県の放射線健康リスク管理アド
バイザー、さらには本学の理事長付特命教授として、
放射線に関する知識の普及や本学の被ばく医療体制
の整備などに御尽力いただいてまいりました。放射
線による健康影響を避けるためには、科学的な知見
に基づいた対策を進めることが最も望まれることで
すが、お二人のこれまでの業績は長年の研究や現場
での豊富な経験に裏打ちされたものであり、現在の
福島の地に最も必要なものであると私は確信してお
ります。
　両副学長には、今後、放射線による健康影響の分
野で本学の中核として御活躍いただくことを期待す
るとともに、豊富な人脈を生かし、国際的な連携協
力体制を構築していただきたいと考えております。
私自身もお二人とともに、県民の皆様の安全と安心
を確保するための取り組みに全力を尽くす覚悟であ
りますので、皆様の御理解と御協力をお願い申し上
げます。
� 平成23年7月15日　

福島県立医科大学公式ホームページ　2011年7月15日掲載
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JMS（ジャパンメディカルソサェティ）2011.8「大震災と原発事故で救急医が活躍」掲載

安心して住める福島を取り戻す

　各医学会の開催が通常ペースに戻り、各地で開催
されている。ほとんどの学会が緊急に大震災をプロ
グラムで取り上げ、現地からの報告などが相次いだ。
医療者や専門家にとっても、被災地の医療支援は長
く続く課題、関心事である。7月7日に東京都港区
のホテルオークラで開かれた日本内分泌外科学会で
も、緊急企画として福島県立医科大学の鈴木眞一教
授（内分泌外科）が講演し、福島第一原発事故の経
過と現状を報告した。鈴木教授は福島県災害医療調
整医監も兼ね、医療面で原発事故に向き合ってきた。
　3月11日の東日本大震災で、福島県立医科大学は
まず、全国各地から参集した35チームのDMATの
協力も得て、救急患者の治療に対応した。搬送され
てきた患者は200人足らずで、意外に少なかった。
3月13日からは、原発事故への対応が中心になり、
終わりの見えない長い闘いが始まった。避難してき
た人の被ばくをガイガーカウンターで検査し、汚染
が認められた人には除染をした。これまで計20万人
の被ばくスクリーニングをして、除染が必要だった
のは102人だけだった。それも事故が起きた3月中
に集中していた。福島原発から60㎞内陸に入った福
島市の森の中にある福島県立医科大学は2次被ばく
医療施設で、放射線科と救急科が合同で対応した。
緊急被ばく医療の専門家集団が放射線医学総合研究
所や広島大学、長崎大学から駆けつけた。
　原発の水素爆発などで福島市も放射線線量が急増
した。危機が頂点に達した3月15日には、「ドクター
ヘリ運航会社が退避し、原発作業者の搬送も相次ぎ、
不安が錯綜した」と鈴木教授は語った。チェルノブ
イリ原発事故の健康影響に詳しい友人の山下俊一・
長崎大学教授を福島空港（須賀川市）まで迎えに行っ
たのも鈴木教授だった。山下教授は3月18日に、福
島県立医科大学の全学講演会でリスクコミュニケー
ションの重要性を訴え、その後、福島県の放射線リ
スク管理アドバイザー、福島県立医科大学特命教授
として、県内各地で27回、1万人以上と対話してき
た。鈴木教授は「連休の頃から、放射線リスクコミュ

ニケーションに重点が移っていった」と話す。
　次いで、鈴木教授は広島・長崎原爆やチェルノブ
イリ原発事故の健康被害を紹介した。「チェルノブ
イリでは、除染作業者の平均被ばく量は100ミリシー
ベルトで、避難した11万5000人の平均被ばく量は33
ミリシーベルトだった。子どもたちが放射性ヨウ素
に汚染した牛乳を飲んで、甲状腺がんが多発した。
2011年までに6000人がかかり、15人が死亡した。事
故の最大の懸案事項は精神的心理的影響だ」と指摘
した。福島県では、現在、避難した人々や県民の低
線量被ばく、汚染した水や食品による内部被ばく、
原発作業者の急性被ばく、避難区域で働く人たちに、

日本内分泌外科学会の緊急企画で
鈴木眞一・福島県立医大教授が報告

米シンクタンク、科学国際安全保障研究所（ISIS）が公表し
た福島第一原発の衛星写真。3号機が3月14日に水素爆発を
起こした直後（テジタルグローブ・ISIS提供）

それぞれ多様な医療活動が必要になっている。
　鈴木教授は「100ミリシーベルトの被ばくはがん
を有意に増やす最低値」という定説を支持した。政
府は、避難を指示する目安として年間20ミリシーベ
ルトを設定し、収束時に設定される年間累積線量の
1ミリシーベルトに徐々に下げるようにしている。
この1ミリシーベルトが長期的な目標になる。鈴木
教授は「平時の放射線防護が無理な状況で、バラン
スでリスクを考えたい」と強調した。原発事故では
常に、実際の健康被害よりも、不安が増幅する風評
被害が大きい。福島県は30年にわたって200万人の
全県民の健康調査を実施する。その中で、子どもに

対する甲状腺がん検診も組み入れる予定という。
　鈴木教授は「超音波による標準的な甲状腺検診を
普及させ、過剰な診療にならないよう注意する」と
語った。座長を務めた学会長の清水一雄・日本医科
大学教授（外科）も「検査をすれば、見つかる甲状
腺がんが増えるだろう」と指摘し、鈴木教授も「現
在の被ばく状況なら、放射線による甲状腺がんは増
えないだろう。しかし、検査を徹底すれば、潜在し
ていた甲状腺がんが見つかってくる」と応じた。講
演の最後に鈴木教授は「福島県立医科大学には新た
な歴史的な使命がある。安心して住める福島県を取
り戻すことだ」と復興への揺るがぬ決意を示した。
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THE LUNG perspectives Vol.19 suppl.1「特集　東日本大震災下における呼吸器医療」（メディカルレビュー社）掲載

東日本大震災：放射能汚染と避難命令への対応

はじめに
　2011年3月11日午後2時46分，東日本はマグニ
チュード9.0の巨大地震に見舞われた。福島市での
地震は震度6弱，相馬市・南相馬市からいわき市に
至る「浜通り」は巨大津波に襲われた。さらに，そ
の中間に位置する福島第一・第二原子力発電所（以
下，「原発」）は地震と津波により炉心冷却装置の電
源を失った。第一原発では原子炉制御が不能となり，
3月12日に1号機が，3月14日には3号機が水素爆
発，東北～関東地域に放射能を含む粉塵が飛散した。
3月11日午後8時50分には原発から半径2㎞以内に
避難指示が出され，午後9時23分には半径3㎞以内，
12日午前11時20分には半径10㎞以内，午後9時には
半径20㎞以内へと避難指示範囲が拡大された。さら
に，3月15日には半径20～30㎞内に屋内退避指示が
出された。これにより福島県では，地震による建物
などの倒壊に伴う外傷患者，津波による被災者，避
難指示区域内入院患者の域外搬送，ならびに原発事
故処理に従事する東京電力関係者の被ばくおよび事
故など，多様な医療対応が必要となった。
　福島県立医科大学（以下，「本学」）は福島県が設
置する公立大学法人であること，災害発生直後より
災害派遣医療チーム（D i s a s t e r �M e d i c a l�
Assistance�Team;�DMAT）拠点に指定されたこと，
第二次緊急被ばく医療専門施設であることなどか
ら，福島県における地震・津波・原発事故という複

合災害発生時の医療の中核として機能しなければな
らない運命に立たされた。
　本稿では，この複合災害の急性期における福島県
内の医療体制の状況と，そのなかで本学がとった医
療体制の概要を報告する。

Ⅰ　福島県での震災被害
　福島県内の震度は，白河市・須賀川市・二本松市
などで6強，福島市・本宮市・郡山市・いわき市・
相馬市・南相馬市などで6弱，その他地域でも5強
～5弱程度の揺れを観測した。その後の津波で浜通
りの市町村は壊滅的な被害を受け，それに原発事故
が重なった（図1）。2011年7月5日時点で，死者
1,726名，行方不明者231名。家屋被害は，全壊
16,027棟，半壊30,599棟，一部破損96,037棟。避難
民は82,845名に上り，福島県内に18,464名，県外に
35,892名が避難している。

　本学では，幸運にも学生・患者・職員には人的被
害がなく，施設の被害も軽微であった。停電はなかっ
たが，断水が8日間続いた。震災直後の超急性期は，
災害医療に特化するため，初期2週間は通常外来診
療を停止，定期手術も休止とした。全国から35の
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Summary　2011年3月11日午後2時46分，東日本はマグニチュード9．0の巨大地震に見舞われた。福島
県では，震度6強の地震と巨大津波，さらに，原子力発電所の炉心冷却装置電源喪失により炉心融解と水
素爆発，ならびに広域にわたる放射性物質の飛散という複合災害となった。このため，建物などの倒壊に
伴う外傷患者，津波による被災者，避難指示区域内の自力移動不能患者の域外搬送，ならびに原発事故処
理に従事する東京電力関係者の被ばくおよび事故など，多様な医療対応が必要となった。福島県立医科大
学は福島県が設置する公立大学法人であること，災害発生直後よりDMAT拠点に指定されたこと，第二
次緊急被ばく医療専門施設であることから，否応なしにこの複合災害への対応を迫られた。本稿では，こ
の急性期対応の概要を報告する。

Ⅱ　地震による被害と福島県立
　　医科大学の対応（図1）

DMATチームが本学に集合，各地のドクターヘリ
も集合し，県内各地の災害医療支援に向かった。学
内では，医師・看護師・技師・事務職員はもとより，
医学部・看護学部教官，研修医，学生ボランティア
などが災害医療に力を尽くした。多数の外来救急患
者を想定していたが，3日目（震災後58時間）まで
の救急患者は168名と予想に反し比較的少なく，ト
リアージの内訳は緑（軽処置群）93名，黄（非緊急治
療群）44名，赤（最優先治療群）30名，黒（不処置群）
1名であった。このほか，福島市内でいくつかの病
院が損壊し，多数の人工呼吸器装着患者なども搬送
された。また，断水のため，多くの病院で人工透析
が不能となり，透析可能施設の検索と患者輸送が必
要となった。日本透析医会災害情報ネットワーク，
東京都区部災害時透析医療ネットワーク，新潟大学
などに力を発揮して頂き，多数の患者が救急車やヘ
リで県内透析可能施設，首都圏・新潟県などの施設
へ無事搬送された。
　3月12日には原発事故発生が明らかとなり，その
後，2回の水素爆発が発生した。広島・長崎大学を
主体とする緊急被ばく医療支援チーム（Radiation�
Emergency�Medical�Assistance�Team�;�REMAT）
も出動，本学にもその後長く滞在して被ばく医療を
支えてくれた。この時点では，チェルノブイリ型炉
心爆発の可能性も十分あり，炉心爆発時には“Code�
Red”を発令し，学生・入院患者・職員の安全を確
保することとした。“Code�Red”の発令は，①オフ
サイトセンターからの緊急連絡，②TV・インター
ネットなどでの報道，③環境モニタリング＞100μSv，
の際とし，学内・院内放送や電子カルテで周知する
こととした。発令後は，入口・窓の閉鎖，換気停止，
外出禁止（不急の場合は防護服とN95マスク着用），
ヨード剤配布・服用，などをただちに行うこととし

た。また，職員・学生の放射線被ばくに対する過度
な不安を除くため，広島・長崎両大学および本学の
専門医が頻回に講演を行い，リスクコミュニケー
ションを図った。これにより職員・学生の動揺はか
なり収まり，冷静な行動が可能となった。
　一方，緊急避難地域が指定されたため，指定地域
内の自力避難不能の入院患者，ならびに介護施設入
所者約1,300名の域外搬送が必要となった。これは
主に自衛隊・消防・各自治体などの共同作業で行わ
れたが，相双地区（相馬市～双葉町にかけての浜通
り）では本学が中継地点としての役割を担った。ト
リアージのため，外来待合室および看護学部実習室
にベッドを準備，175名の診察を行い，移動可能者
は引き続き退避，移動不可能者は一時入院とした。
一時入院者は125名を数えた。これらの診療は，看
護学部教官の強力な援助も得ながら，内科全部門と
地域・家庭医療部の医師などが担当した。
　避難地域からの搬送が一段落した後は，活動の主
体を徐々に避難民医療へと移行した。各避難所での
プライマリー・ケアはDMATに加え，地元医師会・
日本医師会災害医療チーム（JMAT），県内地域中核
病院からの応援医師などが担当して下さった。それ
以外に，全国各地からボランティアとして多くの医
師・看護師などが集まり，前述の活動を支援して頂
いた。このため，本学としては，その活動をより組
織的にし，災害医療全体のレベルアップを図るため，
広域医療緊急支援として以下の3つの活動を行うこ
ととし，体制を整備した（図1）。

1．高度医療緊急支援
　阪神・淡路大震災の経験から，各避難所ではより
高度な医療ニーズも発生することが知られていた。
このため，これらのニーズに対応可能な専門チーム

震災発生 1週間～ 2週間～

退避患者対応
急性期

避難民対応
慢性期

いわき相双地区５病院患者
搬送対象者　約1,300名

搬送中継トリアージ対象者　175名
（重症患者125名は一時入院加療）

広域医療緊急支援
①高度医療緊急支援チーム
②地域・家庭医療チーム
③専門医療コンサルテーション

外来，定期手術休止
全面救急重症対応

震災患者受入　約1,000名

災害医療対応
超急性期

高度被ばく者12名除染、3名入院
被災者放射線サーベイ約500名

原発事故対応

図1　福島県立医科大学：活動のまとめ
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東日本大震災：放射能汚染と避難命令への対応

を編成した。「エコノミークラス症候群医療チーム」
は深部静脈血栓症と引き続く肺血栓塞栓症などへの
対応を行った。小型超音波装置を持参し，各避難所
を巡回し早期発見・早期治療を行うとともに，予防
のための啓蒙活動を行った。5月11日の活動終了ま
でに2,200名の検査を実施し，約10％に血栓を発
見した。このチームには4月25日よりヨルダン王国
医療チーム（医師2名，看護師兼技師2名）が合流
した。「小児・感染症チーム」は，6月2日の活動
終了までにのべ31ヵ所の避難所を巡回し，乳幼児の
健康管理のアドバイスと，避難所での感染症蔓延予
防のための啓蒙活動を行った。このチームには5月
9日よりタイ王国医療チーム（医師2名，看護師2
名）が合流した。「心のケアチーム」は日本全国か
らの応援も得て，全県の避難所を中心に「心のケア」
のための活動を行った。また，「看護学部チーム」は，
この震災でその重要性が明らかになった保健師活動
の支援を主体とした活動を行った。

2．原発から20～30㎞圏の医療支援
　福島県ではほかの地域と異なり原発事故が加わっ
たため，DMATを中心とする医療支援に大きな空
白地域が残っていた。それは，緊急時避難準備区域
に指定された福島第一原発から半径20～30㎞圏内で
ある。放射線被ばくの問題もあり，緊急医療支援は
全く届かない状況にあった。このため，本学地域・
家庭医療学講座，長崎大学，長崎県医師会，自衛隊
衛生班，南相馬市立総合病院などにより3つの支援

チームを編成，残存患者の把握とその支援にあった。
広域搬送終了後にもかかわらず，この地域には自力
避難不能の在宅患者が150名ほど残っていることが
判明し，これら患者の医療支援活動を行った。この
活動では，医療支援に加え介護支援が非常に重要で
あることが判明した。

3．専門医療コンサルテーション
　各避難所では，専門的医療や入院などを要する患
者が日々発生する。しかし，避難所はこのような医
療体制を考慮しては設置されてはおらず，専門医療
提供には大きな問題が残っていた。このため本学で
は，県内唯一の大学病院という特性を生かし「高度
医療コンサルテーションチーム」を編成した。この
チームは，脳血管障害・心疾患・呼吸器疾患・糖尿
病・腎疾患などの専門医からなり，24時間体制で各
避難所や地域中核病院からの電話相談を受け付け
た。各専門領域の医療相談に加え，入院が必要な患
者に関しては，近隣の入院先病院の紹介と連絡，重
症患者については本学附属病院での受け入れ，など
を行った。

　本学は，1999年9月の東海村JCO臨界事故発生を
契機に，2001年3月，第二次緊急被ばく医療専門施
設として「検査除染施設」を病院棟東側に，「無菌

Ⅲ　福島原発事故対応の医療
　　（図2）

図2　第二次緊急被ばく医療専門施設および周辺に設置された除染・待機施設

病室」4床をICUと病棟に整備した。測定・分析機
器としては，ホールボディカウンター，高指向性モ
ニター，体表面モニター，αγ線核種分析装置，β
線核種分析装置，中性子モニター，ポータブルモニ
ター，各線種用サーベイメータ，などが整備されて
いる。また，被ばく患者の除染と救急医療のために
は，熱傷浴装置，移動式簡易浴槽，エアーフローティ
ングベッド，クリーンストレッチャー，患者監視装
置，ポータブルX線撮影装置，超音波診断装置，人
工呼吸器，持続緩除式血液浄化装置，などが整備さ
れている。
　今回はまず，除染棟周囲に自衛隊や日本原子力研
究開発機構（JAEA）などによる仮設の被ばくスク
リーニングテントと除染テントが設置された。被曝
患者は緊急性がなければ，まずここで簡易汚染検査
を行い，高度の汚染がある場合は除染棟に入る前に
屋外で全身シャワーなどによる除染が行われた。除
染棟内は，入口にトリアージ室，その奥に除染室と
処置室があり，症状が安定している患者では除染を
優先し，バイタル不安定患者は蘇生を優先する手順
である。その後，隣接する検査室で内部被ばくなど
のチェックを行い，症状に合わせ，帰宅，入院加療，
あるいは第三次被ばく医療専門施設へ搬送，などが
決定される。今回の事故関連では，高度被ばく者12
名の除染を行い，その内3名の入院加療を行った。

また，約500名の被災者放射線サーベイを行い，一
部の対象者への除染作業を行った。

　2011年3月11日の東日本大震災後の放射線汚染
と避難命令発令下の医療支援活動の一端を，本学の
活動を中心に紹介した。第二次緊急被ばく医療専門
施設に指定されていたとはいえ，想定外の事態であ
り，大学全体としても手探り状況での活動であった。
この間，附属病院スタッフをはじめ，医学部・看護
学部職員，研修医，学生，ならびに事務職員の皆が
総力を挙げて対応した。このような志の高い仲間と
ともにこの難局に立ち向かえたことを誇りに感じる
とともに，心より感謝を申し上げたい。8月8日現
在，まだ原発事故は収束には至っていない。しかし，
本学には約200万福島県民の健康を守り，新しい未
来を創造する歴史的使命が課せられた。この未知の
領域へ，臆することなく職員全員で立ち向かってい
きたい。
　最後に，この震災でお亡くなりになった皆さまに
心より哀悼の意を表するとともに，今もなお続く国
内・外からの温かい御支援に深く感謝申し上げます。

おわりに
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　集会を開いたのは，被曝医療の専門家や原子力関
係者で組織する放射線事故医療研究会。同研究会は
来年学会に改組し，被曝医療の研究活動を充実させ
ていく方針だ。

　現在の緊急被曝医療体制は，初期診療を行う「初
期被曝医療機関」，専門的な診療を行う「二次被曝
医療機関」，高度専門的な診療を行う「三次被曝医
療機関」によって構成されている。しかし今回の原
発事故では，福島県の5つの初期機関のうち3つが
避難区域に入ったことで，その機能が低下した。

「一般医師にも被曝医療を」
　この問題について，研究会の代表幹事で，現在の
被曝医療体制づくりを主導した前川和彦氏（フジ虎
ノ門整形外科病院顧問）は「（初期機関の）コンセプ
トは，『原発の最寄りの医療機関』。原発から一番近
い医療機関で初期対応を行ってもらい，二次・三次
の専門医療機関に送ることを想定していた」と説明。
地域によって原発と最寄りの医療機関の距離が異な
ることも説明し，初期機関の位置づけに理解を求め
た。
　これに対して，福島原発事故の被曝患者を診療し
た福島県立医大の救急医，長谷川有史氏は「そうい
うコンセプトなら，すべての医療機関が被曝医療に
対応できなければいけない。今後，日本が原発を持
ち続けるのなら被曝医療の普及が必要」と提言。前
川氏は「今後何があるか分からないので，一般医師
に被曝医療の基礎知識があっていい」と賛同した。
　一方，研究会代表幹事の鈴木元氏（国際医療福祉
大クリニック院長）は，今回の事故で現地対策本部

の役割を担うオフサイトセンターが機能しなかった
問題に言及し（次頁に報告），「緊急時に柔軟に対応
できる体制が必要だ。今回の経験を今後にどう生か
すかが大事」との問題意識を示した。

　被曝リスクの情報発信のあり方について長谷川氏
は，「今回の事故では，専門家の見解が統一されず
にマルチボイスになっていることが住民の判断を迷
わせている」と指摘し，「ぜひ研究会で専門家の統
一見解，ワンボイスを出してほしい」と要望した。

「見解異なる専門家の議論が必要」
　これに対し前川氏は「様々な意見をマスコミに言
う人がいるのも事実だが，この会場にいる研究者は
共通認識を持っていると思う」との認識を提示。鈴
木氏は，「最終的にワンボイスにならなくても，様々
な意見を持つ人たちがラウンドテーブルセッション
を繰り返し，聞いている人に，どちらが科学的か判
断してもらう取り組みが必要。根拠となるデータを
披露し合って，考え方の違いがどこにあるか見せる
しかない」と指摘した。
　一方，国立保健医療科学院政策科学部長の金谷泰
宏氏は「グレーゾーンである低線量の内部被曝のリ
スクを『安全』と言い切ったところに問題はなかっ
たか。そのままグレーゾーンだと言った方がよかっ
たのか」と問題提起。これに鈴木氏は「講演会でも，
ICRP（国際放射線防護委員会）の見解を持ち出して
説明しても信じてもらえないが，リスクの大きさを
動物実験や疫学データを用いて相対的に説明すると
納得してもらえる」と紹介。その上で，「被曝リス
クを認識して，自分の生活に受容できるかを考えて

日本医事新報　№4558　2011.9.3 掲載

被曝医療体制，リスク情報発信のあり方で専門家らが議論

　福島原発事故で医療活動を行った医師が参加した8月27日の集会では，今後の被曝医療体制，低線量被
曝リスクの情報発信のあり方について議論が交わされた。

緊急被曝医療体制 被曝リスクの情報発信

　27日の集会では，福島原発事故発生直後の3月12日に放
射線医学総合研究所の緊急被曝医療派遣チームの一員とし
て現地対策本部が置かれたオフサイトセンター（OFC）で
活動した冨永隆子医師が，当時の現地の様子を報告した。

　負傷者が運ばれ，まるで前線基地に

　それによると，第一原発から約5㎞先に立地していた
OFCでは，震災の影響でインタ一ネット，携帯電話，ファッ
クスなどの通信手段が使えず，2回線あった衛星電話も常
に使用中で，情報の入手も発信もできない状況だったとい
う。
　その上，OFCから自衛隊員が給水作業に赴いたり、外
から戻ってきたスタッフを除染するなどOFCが前線基地
のような「オンサイトの状態」に。
　さらに12日に避難区域が第一原発から20㎞圏内に拡大さ

れ，5つの初期被曝医療機関
のうち3つの医療機関が避難
区域に入ったため，第一原発
周辺に汚染傷病者の受け入れ
医療機関がほとんどない状況
となった。
　このような状況下で14日に
は，3号機の水素爆発によっ
て負傷した自衛隊員4人が医
療設備のないOFCに搬送さ

れた。しかし通信手段か途絶えていたために，受け入れ先
の決定に2～3時間を要したという。
　その後，周辺の空間線量率の上昇，通信機能の障害等に
よりOFCの機能が果たせないことから，15日の午前中に
原発から約60㎞離れた福島県庁本庁舎に退避した。
　こうした経緯について冨永氏は「避難区域が広がったこ
とで，逆にOFCが取り残された状態だった」と振り返った。
通信手段が途絶えたことで，住民の避難状況も把握できな
かったという。
　このように，事故前の緊急被曝医療体制が機能しなかっ
たことを踏まえ，冨永氏は「緊急被曝医療体制の再構築が
必要」と指摘。さらに現在は，原発作業員の傷病者を医療
機関に搬送する際に，汚染してないこと，汚染していても
搬送者に影響はないことを証明する「搬送可能証明書」が
必要であることを報告した上で，「汚染の有無にかかわら
ず，いつでもどこでも誰でも最善の医療を受けられる医療
体制が必要」と指摘した。

もらう機会をつくることが大事だ」と指摘した。

報告する冨永隆子氏

今後の被曝医療について議論したパネルディスカッション．
住民の不安に寄り添った情報提供とはどうあるべきか．専門家の
自問は続く

原発事故時に現地入りした医師が報告

「現地対策本部が取り残されてしまった」



第
3
章

放
射
能
と
の
闘
い

FU
KU

SH
IM

A
 

い
の
ち
の
最
前
線

196 197

日本医事新報　№4565　2011.10.22「人」掲載

震災教訓に、福島を災害医療・被ばく医療の拠点へ

　世界的な地名となってしまった福島県唯一の大学
病院の病院長として、災害医療や緊急被ばく医療、
全県民の健康管理など様々な課題に直面する現場の
陣頭指揮に当たってきた。
　震災当日は都内への出張中。福島に戻った村川さ
んが目の当たりにしたのは、原発の炉心溶融と水素
爆発というわが国では誰も遭遇したことのない災害
だった。後方拠点となった病院には、事故の負傷者
が担ぎ込まれた。
　「医大病院は二次被ばく医療機関に指定されてお
り、当然その役割を果たせるだけの体制は整備して
いましたが、『まさか』という気持ちはありました。
皆さん急性症状が出るような高度汚染ではなかった
のが幸いです」

　被災地の入院患者を避難地域圏外に搬送する中継
基地としても機能した病院には、被ばく傷病者以外
にも多数の患者が運びこまれた。「断水し、線量計
の数値もどんどん上がっていく中で、みんなで協力
しながらなんとか踏みとどまった」と振り返る。
　「緊急被ばく医療には特に専門的な知識が必要で
すが、一方では避難地域から搬送のために『患者を
100人送る』というような電話が続く状況で、全職
員がそれを訓練するわけにもいかなかった。そこで
専門チームのリーダーになった長谷川（有史）先生
と放射線科医、放射線技師に被ばく医療を任せ、他
の職員が一般的な救急を担当するという体制を組み
ました。本当に一生懸命やってくれました」
　震災から7カ月が経過し、診療態勢はほぼ元に
戻った。しかし、全県民の健康管理・調査という新
たな課題も抱える医大では今、人材不足の懸念が
募っている。
　「小さい子どもがいる若いスタッフを中心に、不
安が広がっているのは事実です。来年卒業する医学
生や看護学生、研修医もどれだけ県内に残ってくれ
るのか。それでも残っているスタッフはまさに必死
に頑張っている。その背中を見て新しいパワーが
育ってほしい」
　「災害医療、緊急被ばく医療を実践した唯一の大
学として、ここでしかできない教育プログラムを作
りたい」と意気込む。“震災後”を見据えた取り組み
は始まったばかりだ。

在りし日の恩師、森健次郎前京大麻酔科学教授（前中央）を
囲む村川さんら。「麻酔の日（10月13日）が先生の命日となっ
たのには運命的なものを感じます」

村川　雅洋さん　Murakawa�Masahiro　福島県立医大附属病院長
1955年大阪府生まれ。80年京大卒。大阪厚生年金病院麻酔科、京大附属病院集中治療部講師などを経て、97年福島県立医大
麻酔科学講座教授。2010年4月より現職。

日本医事新報　№4565　2011.10.22「連載第1回　フクシマリポート」掲載

� 福島県立医大被ばく医療班　長谷川　有史*

放射線リスクの考え方 −科学と哲学の狭間で−

　原爆・核実験・チェルノブイリ原発事故に引き続
き、不幸にして放射性物質が再び地上に拡散した。
多くのフクシマの住民が放射線に対する不安を抱え
ている。私自身は、フクシマで暮らす原発が嫌いな
無宗教の救急医だが、震災後から被ばく医療に関
わってきた。
　私が所属する「福島県立医大被ばく医療班」は住
民に対するリスクコミュニケーションを業務の一つ
に掲げているが、最近の放射線リスクに対する国民
の考え方の中には、フクシマに暮らす私ですら疑問
を感じることがある。

　現在の、フクシマ居住地域の放射線発癌リスクは、
他の生活習慣に由来するものより低い。しかし国民
の意識の中で放射線リスクに関する尺度が極端に厳
しくなり、最終的にゼロリスクにならないと安心で
きない事態が生じている。放射線リスクを回避する
行為の対価として、我々は他の大切なものを失って
いるのではないだろうか。放射線にだけゼロリスク
を求め、それが実現しないために「未来不安」を感
じてしまっている。多くの賢人が指摘するように、
放射線リスクに関する現状認識改革と意識改革が早
急に必要だ。
　放射線から受ける発癌リスクは国立がん研究セン
ターのホームページに分かりやすく説明されている

（http://www.ncc.go.jp/jp/shinsai/pdf/cancer_
risk.pdf）。警戒区域外で受ける放射線の発癌リス
クは、大量飲酒、喫煙より低い。

　放射線防護の観点からは、文科省の放射線審議会
基本部会が、住民の人工放射線被ばく線量を年間20
～1mSvとし、最終的には年間1mSｖに近づける
方針を固めた。私の住む地域でも十分に達成可能だ
と認識している。
　また、首相官邸災害ホームページでは専門家がサ
イエンス（科学的事実）とポリシー（放射線防護：
放射線被ばくは少なければ少ないほど良いという考
え方）について明快に説明している（http://www.
kantei.go.jp/saigai/senmonka_g16.html）。
　では、日本の現在の低線量慢性被ばくは未知の事
象なのか。そうではない。フクシマを除く多くの地
域では、1960年代のフォールアウト（1940年代中
頃から行われた大気圏内核実験により環境中に放出
された人工放射性核種の降下）から受けていた内部
被ばくは現在のそれと大差ないことを種々のデータ
が物語っている（高度情報科学技術研究機構ホーム
ページ：http://www.rist.or.jp/）。その時代に幼少
期を過ごした先人達が今日の長寿日本を築いたの
だ。

　我々は「幸福感」を失ってしまった。自動車を運
転し、喫煙し、アルコールを摂取し、塩分過多・高
脂肪食の生活を送ることのすべてにリスクが存在し
ている。我々はリスクを受容しながら楽しく生活し
てきた。しかし、新たに加わった放射線リスクはわ
ずかでも受け入れられないのが現状だ。ゼロリスク

*はせがわ　ありふみ　1993年福島県立医大卒。同大救急医療学講座助教。

　本連載では福島で暮らす救急医で、福島第一原発事故後に立ち上がった「福島県立医大被ばく医療班」
の陣頭指揮を執る長谷川氏が、原発事故や被ばく医療を取り巻く現状と問題点について報告します。

放射線にだけ求めるゼロリスク

ゼロリスクを求めたために
失ったもの
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放射線リスクの考え方 −科学と哲学の狭間で−

という実現不可能なものを求めた先にあるのは、「幸
福感」ではなく「不安感」「絶望感」「虚無感」だ。
　我々はまた、日本人の美徳である「相手の身になっ
て考える姿勢」「発言や行動が与える影響に配慮す
る姿勢」「自ら学び考える姿勢」を失った。「燃やせ
ない」「打ち上げられない」「売れない」「うつす」「載
せられない」などの社会性のない無責任な発言や行
動をいまだに目の当たりにする。

　なぜ放射線にだけゼロリスクが求められるのか。
以下の理由が考えられる。
○リスクが突然与えられた
　私の住むフクシマで、原子力災害は降って湧いた
ような話だった。通常の「徐々に」ないしは「予想
された」リスクではなかったために、その妥当性を
天秤にかける処理がいまだにできていない。
○強制され、回避困難なリスク
　通常のリスクは、選択・回避が可能なことが多い。
一方、今回の放射線リスクは強制され回避に努力を
要する。
○情報氾濫
　初期の専門家の見解に若干の相違がみられたため
に、リスクを天秤にかけた評価が困難だった。また
過去のフォールアウトの事実が広く周知されていな
かった。
○関係者全員が被災者
　一言でいえばこれに尽きる。今回の震災では皆が
損害を被った。

　当初は科学的事実が国民の不安を解消してくれる
と考えていた。しかし、どうやら現状は科学的事実
だけでは解決できない事態のようだ。わずかであっ

てもリスクが存在すれば不安の原因となってしま
う。人によっては、とても苦しくつらい感覚を強い
られるだろう。
　科学はゼロリスクを証明してはくれない。科学は
「リスクが絶対にないとは言えないよ」としか答え
てくれない。科学だけでは国民の不安を解消して、
「幸福な生活」「日本人の美徳」を回復することは困
難かもしれない。

　不安感の原因の一つが「ゼロリスクが実現しない
こと」だと仮定すれば、どこかで「放射線ゼロリス
クの追求」を止めないと国民の不安を解消すること
はできない。放射線リスクに対する考え方を改めな
いと、風評被害や差別は続き、「幸福な生活」「日本
人の美徳」回復の妨げになる。
　国民は今一度根源的な問いに立ち返る必要がある
のではないか？「生きる目的は何か」「何を重要視
するのか」「子供たちに何を残したいのか」。それは
「子孫に責任感や倫理観を伝えつつ健康や安全な環
境を残す」ことなのか、「自分だけが幸せになる」
ことなのか。
　こうした問いかけの中で、叶わぬ「ゼロリスクの
追求」を止めて、リスクと共に「幸福な生活」を清
く生きることに目標転換できた時に、国民の不安が
少しは解消されるのではないか？
　救急医には最も似つかわしくない哲学的な話に
なったが、今はただ、「どうすれば皆が幸せに暮ら
せるのか」をフクシマに暮らす一医師として真剣に
考えている。
　「国民（フクシマ住民）の放射線リスクに対する考
え方」を論ずることは、一医師には荷が重いが避け
て通れない問題だ。我々だけでは解決できないと考
え、広く意見を伺いたく問うた。

なぜゼロリスクが
求められるのか

どうすれば皆が幸せに
暮らせるのか

科学はゼロリスクを証明しない

　ヒロシマ，ナガサキに次いで，フクシマは日本に
おける放射能被ばく地として世界中にその名を知ら
れることとなった。2011年3月11日の東日本大震災
に続いて3月12日から起きた東京電力福島第一原発
の事故による放射能汚染は3月16日にピークとな
り，例えば福島市における1日平均大気中放射能レ
ベルは約18μSv／hであった（図1）。福島市内でも
9月時点でなお1.3μSv／h（市役所横），2.2μSv／h（市
役所大波出張所）を超える放射能が検出される地点
が存在する。
　この放射能汚染は11万3千人もの人々に移住を迫
り（2011年7月現在），24万人の小学生～高校生の
うち1万人を福島県外の学校へ転校させ（5月現在，
文科省調べ），福島県の主要な産業である農業・漁業，

観光業に深刻な打撃を与え，特に幼い子どもを持つ
親の不安を掻き立てている。つまり，多数の人々の
生活を根こそぎ変えたわけである。
　精神科医療・保健・福祉にとっても原発事故は大
きな変化をもたらしている。福島第一原発から30㎞
圏内には5つの精神科病床を持つ病院がある（図
2）。3月12日から17日にかけて原発から北の4病

臨床精神医学　第40巻 第11号 掲載

特集にあたって
� 丹羽　真一

フクシマの教訓 ─放射能被ばく事故に学ぶこころのケア

1　何が起きたか

Key words：原発事故，低線量放射能被ばく，精神科医療，緊急避難，電子カルテ

A�lesson�of�the�Fukushima�complex�disaster�for�psychiatric�professionals�:�A�foreword
NIWA�Shinichi　福島県立医科大学医学部神経精神医学講座〔〒960-1295 福島県福島市光が丘1〕

図1　Daily average radiation in Fukushima City
（Science誌，5月20日号）

図2　福島県浜通りの精神科治療施設のある病院の所在と
福島第一，第二原発の位置関係

第一原発の30㎞圏内で緊急時避難準備区域に指定された中
に2病院，20㎞圏内の警戒区域に3病院があり，これらの
病院では全部または一部の入院患者を他院へ移送せざるを
得なかった。とくに原発から北の4病院はすべての入院患
者を他院へ移送した。（福島県精神科病院協会作成）
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フクシマの教訓 ─放射能被ばく事故に学ぶこころのケア 特集にあたって

院（双葉厚生病院，双葉病院，小高赤坂病院，雲雀
ケ丘病院）は入院患者移送を命じられ休業を余儀な
くされたし，原発から南にある高野病院も精神科患
者を他院へ転院させざるを得なかった。何の準備も
ない急な移送は混乱のうちになされ，そのストレス
と折からの寒さのせいで亡くなる方もおられた。そ
して，合計840余の精神科病床が一気に事実上なく
なる結果となった。30㎞圏内には作業所やグループ
ホームもたくさんあったが，それらも閉鎖に追い込
まれた（図3）。それまでこれらの医療・保健・福
祉の施設を利用していた患者・利用者の一部は福島
県内他地域や他県へ避難したせいで，また多くの施
設が閉鎖されたせいで通いなれた行き場を失い困惑
することとなった。

　率直にいって，私自身このような被ばく事故に遭
遇する可能性があること，原発事故のために社会的
混乱や精神科医療システムの重大な障害が生じうる
ことを真剣には考えていなかった。いわゆる安全神
話に慣れていた。しかし，障害が起き混乱が生じて
しまったことは現実であり，今後も起きる可能性が
十分にあることを思い知らされることとなった。こ
のような経験をした私たちには，経験したこと，今
後も起きうるであろうこと，対処のためになすべき
ことなど情報を発信し広く国内外に伝えることを求
められていると考える。
　日本には運転中，定期点検中，停止中を合わせる
と55基の原発がある（11年7月現在，図4）。それ

らは北海道から九州まで13道県に広がっている。こ
れらの地域では大地震のような災害に見舞われた時
にフクシマと同様な放射能被ばく事故が起きる可能
性は否定できない。それだけに日本の精神科医療関
係者は，仮定の話としてではなくリアルな話として，
起きうるであろうこと，対処のためになすべきこと
を，知り，考え，行動することが求められている。
　病院が丸ごと避難を命じられる事態は，精神科医
療施設の経営者も勤務者もほとんど誰も考えたこと
はないであろう。患者を避難させるといっても，いっ
たいどこへ避難させればよいのか。それを全く突然
に命じられ，1～2日のうちに実行せよといわれた
らどうすればよいのだろう。実際，3月12日からこ
の事態が現実のものとなった時，福島県保健福祉部
障がい福祉課職員も，私たち福島医大神経精神医学
講座の職員も移送先確保のために何日も忙殺される
こととなった。災害時の支援物資融通のための近県
間の協定は聞いたことがあるが，患者移送の近県病
院間の相互協定を結んでおく必要がある。
　電子カルテの問題も大切な問題である。電子カル
テシステムが浸水したり，電源が破壊されたら途端
に何も進まなくなる。データを分散保管し，並行し
て保管する遠隔地からの転送システムを作っておか
ねばならない。また，電子カルテは平時には強力で
あるが，電源がなくなったり病院が野戦病院状態に
なっているような緊急時には無力である。患者を移
送する時に，その患者が誰で，診断は何で，何を服
用しているかといった情報を，咄嗟に患者移送の担
架の上に乗せられなければ，移送された患者を受け
取る側は困惑してしまうことになる。実際，今回フ

2　備えねばならないこと

図3　浜通り北部の相双地域における被災後の精神科福祉施設（作業所，グループホームなど）の状況，
および精神科病床のある病院の状況　（相双保健福祉事務所の米倉一磨氏作成）

クシマではこのように困惑するという事態が多数発
生した。

　この特集では，
　①まずフクシマ原発事故の被災者，支援者の立場
から，精神科医療に何が起きたか，被災者のこころ
はどのようなものか，について現場から情報を発信
していただく。
　②日本の原発の状況と起こりうる原発事故による
災禍と放射能被ばく事故についての基礎的知識を提
供いただく。
　③原発事故などの災禍と放射能被ばくについての
世界と日本の実例から，精神的傷害の実際とそのケ
アのあり方について整理していただく。
　④精神科医療施設が原発事故などの災禍を受けた
時の対応行動の指針を示していただくことを目指し
たい。
　そのために，①については，
　1）福島第一原発から30㎞圏内にあるために3月
17日に入院患者移送・病院閉鎖を余儀なくされた雲
雀ケ丘病院を運営する金森和親会の熊倉徹雄先生

（針生ケ丘病院）に病院ごと避難は実際にどのよう
になされたのか報告いただく。
　2）大震災と原発事故のあとの精神科入院患者の
動向はどうであったかについて，和田明先生（福島
医大病院・心身医療科）に報告いただく。
　3）福島第一原発事故のため元の住まいを追われ
戻るあてなく彷徨っている5万人を超える人々（11
年7月10日現在）のこころについて，支援に入り支
援者の心のケアにもあたっておられる小西聖子先生

（武蔵野大学）に報告いただく。
　②については，
　4）日本の原発の実情と，原発事故が起きた場合
にはどのような放射能被ばく事故がありうるか，そ
れに対する対応指針は何かを，富永隆子先生（放射
線医学総合研究所）に情報提供いただく。
　③については，
　5）原発事故などの災禍と放射能被ばく事件を世
界の実例について紹介いただき，その際の精神的障
害はどのようなものかについて中根秀之先生（長崎
大学）に述べていただく。
　6）原発事故が起きた場合に放射能被ばくを避け
るための行動指針，その時のこころのケアをどう進
めるかなどにつき，放射線医学総合研究所のマニュ

3　特集の目指すもの

図4　日本の原発の稼働状況　（2011年7月時点，共同通信社作成）
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フクシマの教訓 ─放射能被ばく事故に学ぶこころのケア

アル作成に携わられた金吉晴先生（国立精神神経医
療研究センター）に述べていただく。
　7）日本で実際に起き，死者2名・被ばく者667
名を出した東海村JCO臨界事故の際の精神的障害
を，実際に調査研究された蓑下成子先生（川村学園
女子大学）に紹介いただく。
　④については，
　8）福島第一原発事故にあたり，原発から30㎞圏
内の病院の入院患者避難支援には自衛隊や消防，警
察などが動員された。原発事故などにより医療施設
が丸ごと避難を求められた時の行動指針について徳
野慎一先生（防衛医大）に述べていただく。

　3月16日頃であったと思うが，福島医大病院では
福島第一原発で爆発事故が繰り返された場合を想定
して，40歳以下の職員が服用できるようにとヨウ素
剤が配布された。チェルノブイリ型の原子炉爆発が
あった場合，あるいは大気中の放射能レベルが20μ
Sv／hを持続的に上回った時に病院は「コードレッド」
を発令するので，「コードレッド」が発令されたら
40歳以下の職員はヨウ素剤を服用したうえで，病院
の建物の窓を閉め切り72時間は閉じこもることとさ
れた。ヨウ素剤は何度も服用するものではないが，
不足する可能性もあったので私は同僚と町中の薬局
にポビドンヨード（Povidone-iodine）溶液を買い
に歩いた。ところがどの薬局を訪ねてもポビドン
ヨード（Povidone-iodine）はすでに売り切れと
なっていた。人々の不安と警戒心の強さに驚いたも
のである。
　幸い「コードレッド」が発令されることはなかっ
た。しかし，人々の放射能被ばくへの不安と警戒心
は，放射能汚染の実態が明確になるにつれて一層強
まっていった。
　特に幼児，小児をかかえる親達の不安は強く，幼
稚園，小学校が再開される4月まで福島から子ども
を疎開させる家族が多くいたし，8月の夏休みを契
機に県外へ転校させる家族も多くみられた。そのた
めに，地域により差はあるが福島市の場合をとると，
小学校ではクラスの1割くらいの児童が転校してい
なくなるという事態となった。
　専門科学者のあるものは「世界中には自然放射能
レベルが今の福島よりうんと高い地域があるが，そ

の地域で発がん率が高いというデータはないから大
丈夫」といい，別の専門家は「低線量放射能被ばく
の危険はいまだ明確にされていないから，長期的に
どうなるかはわからない」と述べた。専門科学者の
意見が2つに割れたのである。人々はどちらの意見
に従ったらよいのか迷い，行政も広大に広がる汚染
地域を前に効果的な除染策を提示できないでいるう
ちに疎開する家族が増える結果となった。
　「安全安心」はひとまとまりの用語として用いら
れることが普通である。しかし，低線量放射能被ば
くでは科学的には安全であると理性的に説明がなさ
れても，人々は安心しない。安全と安心は分離した
のである。果たしてどれだけの効果があるかは不明
な除染であっても，人々が参加して除染事業が行わ
れるようになって，やっと人々は安心し始めたとい
うのが実際の経過である。
　放射能被ばくへの不安が，放射能恐怖などの形で
医療機関を訪れる人を増やしたか？という点も関心
がもたれるところである。私は被ばく事故後3ヵ月
後くらいまでの間，身近な精神科や心療内科の医師
にその外来患者について聞いてみた印象から，放射
能恐怖症や放射能被ばくに関連した心気障害の患者
は増えていないという印象を持った。そして，その
ような印象があることを講演の際に話すようにして
いた。ところがある時，福島県内の内科の先生と話
をしていた折に，明らかに心気障害と推定される患
者がその先生の外来に少なからず来ていることがわ
かった。それから身体科の先生に機会あるごとに聞
いてみるようにすると，耳鼻科の外来などでは「最
近鼻血が出るのは放射能のせいではないか？」と訴
えて受診する人が多いという話も出てきた。放射能
恐怖や放射能関連心気障害については精神科で調べ
ていたのでは不十分であったわけである。低線量放
射能被ばくの不安，精神保健への影響を明らかにし，
それへの対策をたてるには，身体科の先生方の協力
を得て広く調査をする必要がある。

　本特集が，日本の精神科医療関係者がフクシマの
教訓に学び，起きる可能性のある原発事故の災禍と
放射能被ばくによる精神的障害とそのケアに関し
て，知り，考え，行動する契機となることを望むも
のである。

4　低線量放射能被ばくの
　　不安への対処

5　「フクシマの教訓」に
　　期待すること

第14回 日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会 JESMISS2011 低侵襲脊椎外科の正義を考えるプログラム・抄録集 掲載

� 公立大学法人福島県立医科大学医学部整形外科学講座　教授　紺野　愼一

東日本大震災・福島原発事故の中での医療活動 −対応と今後の課題−

　2011年3月11日東日本大震災が発生した。超急性
期は災害用に特化して医療業務が行われた。福島県
立医大では、DMAT（災害派遣医療支援チーム）35
チーム、約180名と福島医大医師、学生、研修医が
地震被害患者の救急医療に従事した。福島第一原子
力発電所の1号機の爆発が起きたのが3月12日、3
号機の爆発が起きたのが3月14日で、福島第一原発
は制御不能となった。3月11日21時23分に半径3㎞
以内の避難が指示され、3月12日11時20分には半径
10㎞以内の避難指示、3月12日21時は半径20㎞以内
が避難指示、そして3月15日15時半には半径30㎞以
内が屋内退避指示となった。そのため、避難患者の
搬送、入院が必要となり、混乱の中での撤退作戦が
行われた。半径20㎞以内で約1000名、半径30㎞以内
で約1000名、合計2000名の避難が必要となった。県
外搬送と被曝スクリーニングを福島医大が行うこと
となった。中継搬送患者175名を受け入れ、うち入

院が125名であった。
　被曝のスクリーニングは約500名で、うち除染が
必要となった人が10名であった。環境放射能測定は
24時間体制で行われた。さらに、患者移送、介護、
外来患者トリアージ、総合案内、住民サーベイラン
ス、炊き出しボランティアが全学で行われた。現在、
第二の放射線被害である風評被害が起きている。小
児学童に対する放射能の不安から福島県の人口が激
減している。医療看護は、実際、他県から福島県へ
の派遣が躊躇されている。農作物に関しては価格低
下が起き、工業製品に関しては放射線検査の要求が
あり、観光業に対しては海外や国内観光客のキャン
セルが相次いでいる。今後の課題として、原発にお
ける大中小規模事故災害の対応、避難地域拡大に伴
う患者搬送支援、長期化する避難民の健康管理、福
島県全体の地域医療再構築、そして福島医大の学生、
職員、患者などの心と体のケアが必要である。
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福島県立医科大学医学部放射線科1　福島県立医科大学医学部救急科2

福島県立医科大学医学部緊急被ばく医療班3

宍戸　文男1,3　田勢長一郎2,3　佐藤　久志1,3

宮崎　真1,3　長谷川有史2,3

Key words：東日本大震災，原子力事故災害，緊急被ばく医療体制，放射線被ばく，放射能汚染

Surgery Frontier Vol.18 №4 2011「特集 大震災後のよりよい医療の復旧・復興を目指して」掲載

緊急被ばく医療体制と東電原発事故災害への対応および今後の課題

　2011年3月11日（金）午後2時46分に起こった地
震（M9.0）と，それに続く津波により，福島県浜通
りにある福島第一および福島第二原子力発電所が大
きな被害を受けた。地震直後は福島第一原子力発電
所は原発の非常時の基本である「止める」「冷やす」

「閉じ込める」が実行できたが，その後の津波は想
定外の大きさ（15m）となり，非常電源を含めて電
源が確保できず（全電源喪失），冷却不能となり，
原子炉からの放射能の放出という原子力災害を引き
起こすこととなった。原子力災害に対する二次被ば
く医療機関に指定されていた福島県立医科大学附属
病院はその対応に追われることとなった。

　私の勤務する福島県立医科大学附属病院には，

1999年に起こった東海村JCO臨界事故後の対応とし
て，2001年にさまざまな計測機器を備えた緊急被ば
く医療施設が完成していた。原発事故などでの被ば
く・汚染患者の対応をすべく，福島県原子力防災計
画のなかで，二次被ばく医療機関として，「初期被
ばく医療または第二次緊急被ばく医療施設での除染
が十分でない場合または相当の被ばくが推定される
場合に本学に移送されて，入院診療を行う」役割が
「福島県緊急被ばく医療活勤マニュアル」1）に規定
された（2003年5月）。また，学内では2002年5月に，
「被ばく医療活動マニュアル」2）を定めて，毎年1
回の福島県が行う原子力防災訓練に参加していた。
　このような経過があったことから，3月12日には
緊急被ばく医療棟の使用に備えて，準備を進めてい
た。被災直後の数日は20～30㎞圏内の避難民と原発
内の関係者の対策が中心であったが，15日からは60
㎞離れたわれわれ自身の被ばく・汚染の問題も考え
ざるを得ない状況となった。しかし，テレビ・ラジ

Summary　東日本大震災により，福島県浜通りにある福島第一原子力発電所が大きな被害を受けた。原
子力災害に対する二次被ばく医療機関に指定されていた福島県立医科大学附属病院はその対応に追われる
こととなった。
　福島県立医科大学附属病院には，2001年にさまざまな計測機器を備えた緊急被ばく医療施設が完成して
いた。また，「福島県緊急被ばく医療活動マニュアル」（2003年5月），「被ばく医療活動マニュアル」（2002
年5月）を定めて，毎年1回福島県が行う原子力防災訓練に参加していたので，被ばく・汚染患者の発生
に対応する準備を整えた。3月15日の午後3時頃から雨が降りはじめ，核医学に設置されているモニタリ
ングポストのモニターの警報により福島市への本格的放射能汚染を知った。15日以降は，人数は少なかっ
たが原発内での汚染を受けた傷病者（12名）の対応におわれた。福島市では，3月15日～17日，3月22日
に放射能の飛散が認められたが，その後は，新たな放射能の飛来はなく，地表面のセシウム汚染が定着し
た状態となり，空間線量率の高低が話題となり，汚染ならびに被ばくの評価と対応に関する問題が重要と
なった。
　原発立地の福島県「浜通り」地区は，まず一般地域医療の整備が必要であり，緊急被ばく医療だけの問
題ではない。このような観点からも，早急な緊急被ばく医療ネットワークの再構築，現行の再確認などが
重要と思われる。

はじめに

緊急被ばく医療体制

オ・新聞などの報道以外情報は少なく，その判断材
料の乏しいなかでの状況判断を強いられた。

地震発生から3月15日まで
　マニュアルによれば，本来なら，福島県原子力災
害対策センター（オフサイトセンター）のもとに組
織される原子力災害合同対策協議会（医療班）から

の情報により活動するはずであったが（図1），連
絡は全くなく，指導・助言を受けることなく被ばく・
汚染患者の発生に対応する心の準備を整えつつ，12
日から附属病院玄関での一般患者スクリーニングを
開始した。そのようななか，12日の夕方，避難した
双葉町の被ばくと汚染を訴える患者が来院し，緊急
被ばく医療棟での最初の対応となった。
　3月15日の午後3時頃から雨が降りはじめ，核医

本部チーム
保健福祉総務領域（総務企画グループ），健康衛生領
域（医療看護グループ，業務グループ），県立病院領域
（県立病院グループ），相双保健福祉事務所，（社）福島
県医師会，日本赤十字社福島県支部

緊急被ばく医療派遣
チーム
独立行政法人放射線
医学総合研究所など

一般医療チーム
［初期被ばく医療（医療機関）]
周辺の救急指定などの各医療機関

初期被ばく医療機関
［初期被ばく医療（医療機関）]
県立大野病院，双葉厚生病院，今村病
院，福島労災病院，南相馬市立総合病
院

二次被ばく医療欄間
［二次被ばく医療（医療機関）］
県立医科大学附属病院

独立行政法人放射線医学総合研究所 地域三次被ばく医療機関群

緊急被ばく医療ネットワーク会議

［三次被ばく医療（医療機関など）]

県原子力災害対策
センター医療班

県災害対策本部

県現地災害対策
本部　医療班

スクリーニングチーム
［初期被ばく医療（救護所など）］
県保健福祉事務所，中核市保健所，県立病院，医師
会，災害医療センター，地域の国公立公的医療機関，
（社）福島県放射線技師会，東京電力（株）

安定ヨウ素剤配布チーム
［初期被ばく医療（救護所など）]
健康衛生領域（業務グループ），相双保健福祉事務所，
（社）福島県薬剤師会，広野町，楢葉町，富岡町，大熊
町，双葉町，浪江町

二次診断除染チーム
［二次被ばく医療（医療機関）］
健康衛生領域（医療看護グループ），相双保健福祉事
務所，環境医学研究所，県立大野病院，（社）福島県放
射線技師会，東京電力（株）

一次診断除染チーム
［初期被ばく医療（救護所など）］
県立医科大学附属病院，県立大野病院，いわき市立総
合磐城共立病院，福島労災病院，南相馬市立総合病
院，双葉厚生病院，東京電力（株），陸上自衛隊東北方
面総監部

救護チーム
［初期被ばく医療（救護所など）]
日本赤十字社福島県支部，県立病院，医師会，災害医
療センター，地城の国公立公的医療機関，（社）福島県
看護協会

班　長―統括参事（健康衛生領域）
　　　　または医療看護グループ参事
副班長―相双保健福祉事務所長

図1　福島県の緊急被ばく医療体制
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緊急被ばく医療体制と東電原発事故災害への対応および今後の課題

学に設置されているモニタリングポストのモニター
の警報が鳴って，初めて福島市への本格的放射能汚
染が始まったことを知らされた（図2）。警報が鳴
る以前のデータを振り返ってみると，15日午前から
ときどき放射能濃度の上昇がみられる。モニタリン
グポスト（図3）は，本来の役目は核医学病室から
の漏洩，保管廃棄施設からの漏洩をモニターするも
のである。附属病院の放射線管理機器としての環境
モニタリングポストが，今回の状況では原発事故に
よる放射能の飛散状況の評価と記録として，また地
域での放射能飛散状況判断に有効であることが明ら
かとなった。

放射能の飛散による環境汚染
　3月15日以降は，人数は少なかったが原発内での
汚染を受けた傷病者（12名）の対応に追われた。訓
練を受けていたはずであるが，初めての経験にとま
どいながらの作業であった。また，実際には起こら
なかったが，先のみえない状況での多数（100名程
度を想定）の汚染された原発作業者や周辺地域住民
の除染，安定ヨウ素剤の服用の可否とタイミング，
傷病者の除染と治療，高度被ばく（1Svを超える）
原発作業者への治療対応など，さまざまな可能性へ
の対応を迫られ，そのたびに日本医学放射線学会，
日本核医学会などの学会関係者に助言を求めた。幸
いにそのたびごとに適切なアドバイスがあり，なん
とかここまで乗り切れたと思っている。
　この間，マスコミなどではさまざまな人達から，
さまざまな発言が飛び出していた。「放射能が飛び
散って危ない」，「いや今のレベルは安全だ」といっ
た安全なのか危険なのか，百家争鳴で混乱をきたし

ている状態であったことから，5月中旬から日本医
学放射線学会の防護委員会が開催され，学会として
の見解をまとめることになり，この委員会のアド
ホックのメンバーとして加わった。その見解が『原
子力災害に伴う放射線被ばくに関する基本的考え
方』として，6月始めに公表された3）。
　福島市では，3月15日～17日，3月22日に放射能
の飛散が認められたが，その後は，新たな放射能の
飛来はなく，地表面のセシウム汚染が定着した状態
となり，空間線量率の高低が話題となり，汚染なら
びに被ばくの評価と対応に関する問題が重要となっ
た。
　すなわち被ばく医療のあり方が問われることに
なった訳である。福島県立医科大学での緊急被ばく
医療体制は，放射線科部長と救急科部長を中心に，
医師，看護師，放射線技師，事務職員が院内から集
まる臨時の組織となっている。それまでは「除染」
という言葉が主であったが，これを機会にこの組織
を「緊急被ばく医療班」と呼ぶことにして，活動を
始めた。また，早い時期から長崎大学，広島大学，
放射線医学総合研究所，自衛隊，日本原子力研究開
発機構，原子力安全研究協会などのスタッフが駆け
つけてくれた。大きな助けとなった。
　本学の緊急被ばく医療班の目的は，高線量被ばく
や高濃度汚染が考えられる原発作業者の医療対応が
中心であるが，消防救急隊員などの健康管理支援，
原発周辺地区住民の被ばくに関する医療支援などに
も対応することになっている。しかし，原発立地の
福島県「浜通り」地区は，まず一般地域医療の整備
が最初に必要とされる状況であり，緊急被ばく医療
だけの問題ではない。このような観点からも，早急
な緊急被ばく医療ネットワークの再構築，現行の再

図2　核医学のモニター
図3　福島県立医科大学附属病院の
　　　モニタリングポスト

確認などが重要になってくる。

　現状では原発サイトからのサイト外への放射能の
飛散はないが，また再び放射能の飛散が起こる可能
性も高く，再飛散時の対応，ヨード剤使用の時期と
服用の場所，飛散情報・屋内退避や避難指示の伝達
方法をどのようにすべきなのかなど課題は多い。
　一般住民被ばく汚染の問題を慢性・低線量・広範
囲とすると，慢性外部被ばく低減対策として，サン
プリング点の増加，線量マップの作成と住民への説
明，除染方法の開発など，多くの問題点が挙げられ
る。また，慢性内部被ばく低減対策として，省庁の
縦割りを超えた協調も重要である。たとえば，食肉
の餌，肉牛出荷は農林水産省なのに，食肉サンプリ
ングは厚生労働省といった縦割りが今回問題となっ
ている。
　このほか，住民への情報提供と指導（天然キノコ，
地場もの野菜の流通コントロール），被ばく不安低
減のためのリスクコミユニケーション，専門家の意
識（社会混乱を招く統一なき議論にデメリットがあ

ることの認識），被ばく線量評価とその説明，これ
までの外部被ばくに関する評価（放射線医学総合研
究所の行動調査，市町村が学童に配布したガラス
バッチ線量評価の統一，whole�body�counterの利
用法と，結果説明法の統一化），心のケアの問題な
どの，多くの課題が残されたままであり，早急に解
決し，次に備えるべきと考えている。
　附属病院での通常業務が再開され，ほぼ病院業務
は通常に戻った現在でも，緊急被ばく医療班の業務
はなくなっておらず，継続的な原子力災害への対応
が求められており，体制の再検討が必要不可欠と思
われる。

文　献

緊急被ばく医療体制の
今後の課題

1）福島県保健福祉部：福島県緊急被ばく医療活動マニュ
アル．平成15年5月制定

2）被ばく医療施設運営委員会マニュアル作成部会：福島
県立医科大学医学部附属病院被ばく医療活動対応マ
ニュアル．平成14年5月8日制定

3）日本医学放射線学会放射線防護委員会：原子力災害
に伴う放射線被ばくに関する基本的考え方▲http://
www.radiology.jp/modules/news/article.php？sto
ryid＝931



第
3
章

放
射
能
と
の
闘
い

FU
KU

SH
IM

A
 

い
の
ち
の
最
前
線

208 209

日本医事新報　№4571　2011.12.3「連載第2回　福島リポート」掲載

� 福島県立医大被ばく医療班　長谷川　有史*

災害現場を支える医療の現状 ─抱えた責務と抱えるべき責務─

　原子力災害の現場では福島第一原子力発電所を
「1F」と呼ぶ。1Fでは、毎日2000人以上の作業
員が昼夜を問わず復旧作業に従事する。事業所の高
慢な経営体質、安全神話に基づく杜撰な防災対策に
は問題があった。幹部は今も中央で高収入の優雅な
生活を送る。しかし私が出会った現場の方々は、東
電・協力企業を問わず、人生をかけて事態の収束に
あたっている。ある方は私に「国民としての責務を
果たしたい」という。放射線影響の可能性が最も高
いのは彼らだ。過酷な現場で黙々と働く彼らを私は
心から尊敬している。

　現在、現場では以下の被ばく医療体制が敷かれて
いる。
　5・6ER：1F北側の5・6号機サービス建屋救
急医療室（通称5・6ER）では、福井・広島など被
ばく医療先進地域から派遣された、救急と被ばく医
療に習熟した医師らが常駐する。
　1F免震重要棟：1号機の向かいに位置し、東電
医療班（医師含まず）が作業員の健康管理を行う現
場作業基地だ。発災から医師が入るまでの1週間、
1Fの医療活動を彼らだけで支えた。つらい思いを
させてしまった。
　Jヴィレッジ：1Fから約18㎞南に位置し、全作業
員が通過する災害現場への玄関口であり、重要な医
療拠点でもある。産業医大を核とした ｢健康管理」
部門と、労災病院機構・東電病院・日本救急医学会
を核とした「診療］部門に分かれる。現在約400人

／日のペースでインフルエンザ予防接種が行われて
いる。
　初期被ばく医療機関：いわき市内2施設が1Fの
傷病者を受け入れるが医療者の県外流出は深刻で、
震災前に初期機関の役割とされた放射性物質付着
（＝「汚染」と表現する）傷病者の診療までは対応
困難な状況だ。
　二次被ばく医療機関：汚染を伴うあらゆる疾病・
外傷傷病者に対応する役割を福島医大が担う。これ
まで1Fの汚染傷病者9名を受け入れたが、震災前
の被ばく医療への備えは不十分で、震災直後に学外
専門家から支援を受け、かろうじて対応したのが実
情だ。
　放射線医学総合研究所：東日本唯一の三次被ばく
医療機関で千葉市にある。日本最高峰の被ばく医療
機関だが医師数が少なく、多数の傷病者を受け入れ
ることは困難だ。震災時は現場医療拠点に入り、助
言・指導を行う。
　オフサイトセンター：現地原子力災害対策本部に
あたる。本来は原発直近に位置するが、震災後数日
で通信インフラが絶たれ県庁内に撤退した。厚労省
医官が医療班長として常駐し、傷病者発生時には搬
送の統括を行う。
　東電本店産業医：作業員の健康情報を基に対策を
講じ、現場の医療環境の整備も行う。
　このほか、本震災で多大な社会貢献をした2団体
を紹介したい。
　原発の地元「双葉消防本部」職員は事故直後から
1F内で消火・救命活動に従事した。消防という危
機介入者であると同時に被災者でもある彼らの肉体

*はせがわ　ありふみ　1993年福島県立医大卒。同大緊急医療学講座助教。

　本連載では福島で暮らす救急医で、福島第一原発事故に立ち上がった「福島県立医大被ばく医療班」の
陣頭指揮を執る長谷川氏が、原発事故や被ばく医療を取り巻く現状と問題点について報告します。

被ばく医療拠点の責務

的・精神的疲弊は4月に極限に達し、消防機能の維
持すら困難なところまで追い込まれた。彼らは今、

「現在原発内で活動していないことが後ろめたい。
突発事故が起きたら突入する責務がある」と話す。
　中日本航空株式会社は民間企業であるにもかかわ
らず、震災後早期からドクターヘリ運航を再開し、
他のヘリと比較して救命活動に最も多く関わった。
彼らも「数日でも福島から離れたことが後ろめたい。
我々は福島の救急に貢献する責務がある」という。

　地域医療の荒廃：いわき市内の状況は前述したが、
Jヴィレッジ近隣の広野町、楢葉町の医療機関もわ
ずか2施設で、うち1施設は外来のみだ（11月現在）。
この地区の医療荒廃は、慢性疾患を抱えた1F作業
員の長期フォロー等にも影響する。これは医師臨床
研修制度導入を契機に地方全域で顕在化した問題
だ。
　被ばく医療機関の絶対的不足：現在、福島県で公
的に被ばく傷病者を受け入れるのは福島医大のみ
で、複数の汚染傷病者に十分な対応ができない。問
題の根底には地域医療の荒廃が存在する。地域医療
の復興なくして、被ばく医療体制の再構築はない。
　被ばく医療教育：福島県では年明けから医師向け
の教育を行う。しかしこれは福島県だけの問題では
ない。大規模原発事故を起こした国として、全医療
者に一定の放射線影響と被ばく医療の知識を周知す
べきではないか。
　特定機関への負担依存：上述2団体が社会貢献の
ために払ったリスクを社会が適切に評価することは
当然として、今後間違っても彼ら特定機関が人身御
供的に危険業務を強要されることのないよう見守っ
てほしい。原子力災害の現場対策が、政治の派手な
デモンストレーションに利用される恐れもあるから
だ。

　被ばく医療に携わる者の中で、発災から今日まで
一度も充実感や達成感を感じたことがないのは私だ
けではないだろう。共通して「想定が非現実的だっ
た」「システムが崩壊した」「現場の力になれなかっ
た」と後ろめたさを感じ、何かに突き動かされるよ
うに被ばく医療に従事している。我々を結び付ける
のは、この「漠然とした後ろめたさ」と、そこから
生まれる「責務」かもしれない。
　カウンセラーは「故意に犯した罪以外の事象を後
ろめたく感じる必要はない」「個人の能力を超えた
責務を抱えることは結果的に責務実現の妨げにな
る」と戒める。しかし何もしなければ誰も解決して
くれない問題が多い。
　今起きている問題の責任は今しか取れないこと
は、日本の歴史が証明している。解決を先延ばしに
して、2度目の「後ろめたさ」を感じたくはない。
原子力災害の現場で働く方の健康安全安心を確保す
るため、ひいては原発事故早期収束のために、政治・
信条・思想によらず「医療者としての責務」を果た
したい。
　思えば私を含め多くの国民が電力の恩恵は享受し
ながら、原発には関心が薄かった。それに国民は後
ろめたさを感じるべきであり、今後のエネルギー需
給や被ばく医療、放射線影響を自分の事として考え
る「責務」がある。しかし人間は忘れやすい生き物
だ。
　学会の帰りに目にした光輝く都会のイルミネー
ション、眩いショーウインドーに面食らった。復興
の証として歓迎すべきかもしれない。だが、来年か
ら原子炉内で作業員が作業を行うのだ。医療現場で
は、現在の被ばく医療体制で汚染傷病者に十分な医
療が提供できるのかが真剣に討議されている。医療
の問題を、そして原発をどうするのか。原子力災害
の現場では、まだ問題は何も解決していない。

多くの問題を抱える被ばく医療

原子力災害は全国民の問題
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日本医事新報　№4578　2012.1.21「連載第3回　福島リポート」掲載

� 福島県立医大被ばく医療班　宮崎　真*

食品と体内の放射能測定とは？ ─「正しい計測」とその先にあるもの─

　政府は2011年12月16日に福島第一原発事故の「収
束宣言」を出したが、現地では住民の不安を消し去
るほど十分なコントロールがされていないように見
える。それでも新たな一歩を踏み出そうとしている
我々の前に立ちはだかるのは、「ベクレル：Bq」と

「シーベルト：Sv」という、これまで一般の方が耳
にしたことのない「単位の壁」だ。

　福島県では今もニュースで「本日の空間線量率（単
位はμSv／h）」が伝えられる。
　一方、土壌や食品に含まれる放射性物質は、「1
㎏（もしくは1L）当たりの放射能量（単位はBq／
㎏もしくはBq／L）」で表される。一体どちらの単
位をどのように参考にすればいいのか、一般の方に
は非常にわかりにくい。
　答えは、自分の健康リスクを知る単位「Sｖを参
考にする」である。
　「Sｖ」は、外部被ばく、内部被ばくともに摂取
経路や核種の種類を問わず、内部被ばくの場合は正
しくBqからSｖに換算されていれば、リスクを一括
して考えることができる。一方「Bq」は、放射性
物質の量を示す単位に過ぎない。しかし、多くの報
道は「Bq」を単独で扱い、専門家の多くも、それ
を内部被ばくのリスク指標である「Sｖ」に換算し
て説明しようとしない。
　例えば、食品中に放射性セシウムが含まれている
場合、それを食べた人がどのくらいのリスクを負う
のか？それを予測できるのが「換算係数」（核種
1Bqごとの「預託実効線量」）だ。これは放射性物

質の核種と摂取量で計算する。
　例題：セシウム137が2万Bq／㎏合まれるキノ
コを500g食べた時の預託実効線量は何Sv？（全量
が吸収されたとする）
　→解答は最後に。
　なお、預託実効線量については「日本の環境放射
能と放射線」HPの「預託実効線量とは（http://
search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/servlet/
food2_jn）に詳しい。

　換算係数のことはわかった。しかしそれだけでは
足りない。食品に、どのくらいの放射性物質が含ま
れているのかがわからなければ預託実効線量に換算
することができない。
　現在、測定の多くを行政が行っており、その結果
は日々厚労省HPや、まとめサイト（「食品の放射能
検査データ」http://yasaikensa.cloudapp.net/）
で公開されている。こうした情報を参考にすること
で、食品への放射性物質移行の大まかな傾向につい
ては理解が進む。
　しかし、米の例のように、少ないサンプリングに
は漏れが生じうる（米の場合は、適切な抽出法［＝
汚染に応じたサンプル抽出］がなされなかったこと
も大きな要因と考える）。逆に、牛肉のように全頭
検査を行った場合には、その処理のために少ない計
測機器リソースを大きく割くことにもなる。さらに
現地では、流通に乗らず自家消費用の農産物をより
多く摂取する可能性がある。
　サンプリング数は多い方がいいが、測定機器の配

*みやざき　まこと　1994年福島県立医大卒。同大放射線健康管理学講座助手。

　今回は福島に暮らす放射線科医で福島県立医大被ばく医療班の宮崎氏が今気になるテーマを掘り下げます。

「単位」にどう向き合えばいいのか

「リスク」を知るために食品を測る

置と人員には限りがある。流通による拡散の防止に
は大きい単位での計画的な計測、自家消費品による
内部被ばく低減には地域に密接した測定機会の多さ
が鍵になるだろう。

　ただ残念ながら食品のサンプリングにも限界があ
る。放射能は微量の検出限界を目指すほど、大量の
検査時間と試料を必要とする。より実効性のある指
標を作らないと、結局汚染の強い食品を拡散してし
まうことにもなりかねない。自家消費品については、
汚染の実態がわからずに摂取を続ける可能性もあ
る。
　福島県では現在、内部被ばくを調べる装置「ホー
ルボディカウンター」（WBC）の数が着々と揃いつ
つある。事故から10ヵ月余経過した今、WBCが生
かされるのは「食品から追加の内部被ばくをしてい
ないこと」の確認に他ならない。
　とにかく一度、まずは測定する。有意な放射能量
が検出されても、放射性セシウムの実効半減期に応
じて二回目の測定で値が下がれば、「追加で放射性
物質を摂取していない」ことの証明となる。今後、
無秩序に内部被ばくを増加させないための、唯一無
二のツールとなるだろう。
　今後、内部被ばくをこれ以上増加させないこと。
これこそが、食品と体内放射能を計測することの意
義である。

　これまでの話は、すべて「正しい計測」が前提で
ある。核種の同定やベクレル量が正しくなければ、

換算後のSv値もめちゃくちゃになる。WBCの場合
は放射性物質の摂取モデルの正当性が重要となる。
　「それほどデタラメな計測結果は出ないでしょう」
とお思いの方。今でも、多くのトンデモ計測結果が
出されていることをご存じですか？例えば、
・食品からヨウ素131が誤検出される（自然界の放

射能を誤検出：自力回避法は半減期を考慮し1週
間後に同じ検体を測ること）

・一部のWBCで、検出限界ぎりぎりのレンジで、
放射能を「ある」、もしくはその逆の誤った結果
を出す（過剰な体格補正、高いバックグラウンド、
貧弱な解析ソフトのため）…など。

　食品の誤検出は風評被害につながる。WBCの誤
検出は、結果を知らされた個人に絶望を与えうる。
地震から10ヵ月余が経った今こそ、放射能計測の誤
りが、多くの人生を変えてしまうほどのインパクト
を有していることを計測者は心せねばならない。
　しかし、放射能は微量なほど測定が難しい。誤検
出例は、「検出が難しいレンジの測定結果から、無
理矢理ターゲット核種を数えているため」に起こる
エラーが多い。汚染の全容が1桁高ければ、こうし
たエラーは起こりにくい。
　チェルノブイリは、25年経った現在も、こうした
要因を無視できるほど高い放射能が食品、体内から
検出される大きな事故だった。
　福島の事故は、まだ1年も経過していない。「こ
れから」が大事である。

WBCの役割「内部被ばくを
増加させないこと」

「正しい計測」とは何か

※例題の解答
　セシウム137の預託実効線量への換算係数を
0.013μSv／Bqとして、単純に掛け算をします。

20000× 500 ×0.013＝130μSvが正解です。1000
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日本胸部臨床　第71巻3号「特集　東日本大震災と呼吸器疾患」（克誠堂出版株式会社）掲載

東日本大震災における放射線汚染と避難命令への対応

はじめに
　2011年3月11日午後2時46分，東日本はマグニ
チュード9.0の巨大地震に遭遇した。福島市での地

震は震度6弱，相馬市・南相馬市からいわき市に至
る太平洋岸が巨大津波に襲われた。その中間に福島
第一・第二原発が存在し，これら原発は地震と津波
により炉心冷却装置電源を失った。第一原発では原

Responses of  Fukushima Medical University to the Radiation Contamination 
and Evacuation Order after the Great East Japan Earthquake
� 棟方　充*,�Mitsuru MUNAKATA

Key words：地震，津波，原子力発電所事故，災害医療／earthquake, tsunami, nuclear power plant 
accident, disaster medicine

Summary　2011年3月11日午後2時46分，東日本はマグニチュード9．0の巨大地震に遭遇した。福島県
各地でも震度6強までの地震に襲われた。さらに，相馬市・南相馬市からいわき市に至る太平洋岸は巨大
津波に襲われ，その中間にある福島第一・第二原発は地震と津波により炉心冷却装置電源を失い，制御不
能となり炉心が融解し，周辺に高度放射能を含む粉じんが飛散した。本稿では，この未曾有の複合災害を
振り返り，福島県内の医療体制の状況と，その中で本学がとった医療体制，ならびに現在進行しつつある
県民健康調査の概要などを紹介したい。

＊Director�of�Fukushima�Medical�University�(Department�of�Pulmonary�Medicine),�Fukushima
＊公立大学法人福島県立医科大学理事（呼吸器内科学講座）（〒960-1295　福島県福島市光が丘1）

図1　福島第一原発：制御不能

子炉制御不能となり炉心融解（メルトダウン）を起
こし，3月12日に1号機が，3月14日には3号機が
水素爆発，東北～関東地域に高度放射能を含む粉じ
んが飛散した（図1）。
　3月11日午後8時50分には原発から半径2㎞以内
に避難指示が出され，午後9時23分には半径3㎞，
12日午前11時20分には半径10㎞，午後9時には半径
20㎞，と避難指示範囲が拡大された。さらに，3月
15日には半径20～30㎞内に屋内退避指示が出され
た。その後，緊急時迅速放射能影響予測ネットワー
ク シ ス テ ム（system�for�prediction�of�environ-
mental�emergency�dose�information：�SPEEDI）
のデータや現地での実測結果などから，4月22日に
は葛尾村，浪江町，飯舘村，川俣町の一部および南
相馬市の一部のうち，福島第一原発から半径20㎞圏
外の地域が「計画的避難区域」に設定された。さら
に6月16日には，「計画的避難区域」外で年間の積
算放射線量が20ミリシーベルトを超えると予測され
る地点が特定避難勧奨地点に指定され，住居単位で
避難先確保などを支援する方針が決定した（図2）。
10月11日時点での福島県の被害は，死者1,846名，
行方不明者120名。家屋の全壊18,007棟，半壊
52,001棟，一部破損144,586棟。福島県内で18,464名，
県外で35,892名が避難生活を送っている。
　この災害では，地震による建物などの倒壊に伴う
外傷患者，津波による被災者，避難指示区域内入院
患者の域外搬送，ならびに原発事故処理に従事する
東京電力関係者の被曝および事故など，多様な医療

対応が必要となった。福島県立医科大学は福島県が
設置する公立大学法人であること，災害発生直後よ
りDMAT（disaster�medical�assistance�team）拠
点に指定されたこと，第2次緊急被曝医療専門施設
であったことなどから，福島県における地震・津波・
原発事故という複合災害における医療の中核として
機能することとなった。本稿では，この複合災害の
急性期を振り返り，福島県内の医療体制の状況と，
その中で本学がとった医療体制，ならびに現在進行
しつつある健康調査の概要を紹介する。

　幸い，学内では仙台で合宿中の運動部の部員が軽
い怪我をした程度で，その他学生・患者・職員には
大きな人的被害はなかった。施設も建設後20年以上
経ていたにもかかわらず，その被害は軽微であった。
電気の供給は停止しなかったが，ダム近くで取水管
の損傷が起き断水が8日間続いた。
　震災直後2週間の超急性期～急性期は，通常外来
診療や定期手術は停止し，災害医療に特化して活動
した。35のDMATチームが全国から福島県立医大
に集合し，県内各地の災害医療支援に向かった。県
内および近県の救急車やドクターヘリも福島県立医
大に集合した。大学内では，附属病院の医師・看護
師・技師・事務職員はもとより，医学部・看護学部
教官，研修医，学生ボランティアなどが災害医療に

地震による被害と
福島県立医大の対応

図2　福島第一原発事故に伴う避難地域
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東日本大震災における放射線汚染と避難命令への対応

協力した。震災直後は多数の外来救急患者を想定し
ていた。しかし3日目（震災後58時間）までの救急
患者は予想外に少なく，トリアージで緑ラベル93名，
黄44名，赤30名，黒1名の計168名であった。後日，
地震による被害よりも津波による被害が大きく，津
波被害では「生か死か」の状況であり，生存者はほ
とんど外傷などを負わなかったためと判明した（図
3）。このほか，市内でいくつかの病院が被害を受
け診療不能に陥り，数十名の人工呼吸器装着患者が
大学病院に緊急搬送された。また，断水のため，本
院を含めた福島市内の多くの病院で人工透析が不能
となり，透析可能施設の検索と患者輸送が必要と
なった。これには透析学会などのネットワークに大
きな力を発揮していただき，かなりの数の患者が関
東方面へ救急車やヘリで搬送され窮地を脱した。
　3月12日には原発事故発生が明らかとなり，その
後，2回の水素爆発が発生した。前述のように，急
速に避難地域が拡大したため，原発近くの大熊町に
あったオフサイトセンターはまったく機能せず，す
ぐに福島県庁内に移動した。緊急被ばく医療支援
チーム（radiation�emergency�medical�assistance�
team：REMAT）も出動，福島県立医大にもその後
長く滞在して被曝医療を支えてくれた。この時点で
は，チェルノブイリ型の炉心爆発の可能性も十分
あったため，炉心爆発時には「コード・レッド」を
発令し，学生・入院患者・職員の安全を確保するこ
ととした。①オフサイトセンターからの連絡，②
TV・ネットなどでの報道，③環境モニタリング＞
100μSv／h，の場合は学内・院内放送や電子カルテ
で「コード・レッド」を発令する。この際は，すべ
ての窓と入口をすぐに閉鎖し，換気を停止，不要な
外出を禁止し，外出時はN95マスク・防護衣を着用

するなどの手順を整えた（幸い炉心爆発は起きず
「コード・レッド」が発令されることはなかった）。
　一方，緊急避難地域が指定されたため，指定地域
内の自力避難不能の入院患者，ならびに介護施設入
所者の域外搬送が必要となった。これは主に自衛隊・
消防・各自治体などとの共同作業で行われたが，相
双地区（相馬市～広野町にかけての福島県浜通り）
では約1,300名の搬送が必要となり，本院はその中
継拠点としての役割を担った。トリアージのため外
来待合室ならびに看護学部実習室にベッドを用意，
175名の診察を行い，移動可能者は引き続き退避，
移動不可能者は一時入院とした。一時入院者は125
名を数えた。これらの診療は，看護学部教官などの
援助も受けながら，内科全部門と地域・家庭医療部
の医師などが担当した。
　避難地域からの搬送が一段落した後は，活動の主
体を徐々に避難民医療へと移行していった。各避難
所でのプライマリー・ケアはDMATに加え，地元
医師会・日本医師会災害医療チーム（Japan�medi-
cal�assistance�team：JMAT），県内地域中核病院
からの応援医師などが担当して下さった。それ以外
に，全国各地からボランティアとして多くの医師・
看護師などが集まり，上記の活動を支援していただ
いた。このため，福島県立医大としては，その活動
をより組織的にし，災害医療全体のレベルアップを
図るため，広域医療緊急支援として以下の3つの活
動を行うこととし，大学全体で取り組む体制を整備
した（図4）。

1 高度医療緊急支援
　阪神大震災の経験から，各避難所ではより高度な
医療ニーズも発生することが知られている。このた

図3　福島県内の被災状況（2011.3.11）

（福島市内） （南相馬市）

め，これらのニーズに対応可能な専門チームを編成
した「エコノミークラス症候群医療チーム」は深部
静脈血栓症と引き続く肺血栓・塞栓症などへの対応
を行った。小型超音波装置を持参し，各避難所を巡
回し早期発見・早期治療を行うとともに，予防のた
めの啓蒙活動を行った。5月11日の活動終了までに
2,200名の検査を実施し，約10％に血栓を発見した。
このチームには4月25日よりヨルダン王国医療チー
ム（医師2名，看護師兼技師2名）が合流した。「小児・
感染症チーム」は，6月2日の活動終了までに延べ
31ヵ所の避難所を巡回し，乳幼児の健康管理のアド
バイスと，避難所での感染症蔓延予防のための啓蒙
活動を行った。このチームには5月9日よりタイ王
国医療チーム（医師2名，看護師2名）が合流した。

「心のケアチーム」は日本全国からの応援も得て，
全県の避難所を中心に「心のケア」のための活動を
行った。また，「看護学部チーム」は，この震災で
その重要性が明らかになった保健師活動の支援を主
体とした活動を行った。

2　原発から20～30㎞圈の医療支援
　福島県ではほかの地域と異なり原発事故が加わっ
たため，DMATを中心とする医療支援に大きな空
白地域が残っていた。それは，緊急時避難準備区域
に指定された福島第一原発から半径20～30㎞圏内で
ある。放射線被曝の問題もあり，緊急医療支援はまっ
たく届かない状況であった。このため，本学地域・
家庭医療学講座，長崎大学，長崎県医師会，自衛隊
衛生班，南相馬市立病院などにより3つのチームを
編成，残存患者の把握とその支援にあたった。広域
搬送終了後にもかかわらず，この地域には自力避難
不能の在宅患者が150名も残っていることが判明

し，これら患者の巡回医療支援活動を行った。この
活動から，広域災害時には，医療はもとより，介護
支援が非常に重要になるという教訓を得た。

3　専門医療コンサルテーション
　各避難所では，専門的医療や入院などの措置が必
要となる患者が日々発生する。しかし，避難所は医
療体制を考慮して設置されてはおらず，このような
専門医療提供には大きな問題が残っていた。このた
め，本学では県内唯一の大学病院という特性を生か
し「高度医療コンサルテーションチーム」を編成し
た。このチームは，脳血管障害・心疾患・呼吸器疾
患・糖尿病・腎疾患などの専門医からなり，24時間
体制で各避難所や地域中核病院からの電話相談を受
け付けた。各専門領域の医療相談に加え，入院が必
要な患者に関しては，近隣入院先病院の紹介と連絡，
重症患者については大学付属病院での受け入れなど
を行った。

　福島県立医科大学には，1999年9月のJCO臨界事
故発生を契機に，2001年3月，2次緊急被曝医療施
設として「検査除染施設」が病院棟東側に，「無菌
病室」4床がICUおよび病棟にそれぞれ整備されて
いる。測定・分析機器としては，ホールボディーカ
ウンター，高指向性モニター，体表面モニター，α
γ線核種分析装置，β線核種分析装置，中性子モニ
ター，ポータブルモニター，各線種用サーベイメー
タなどが整備されている。また，被曝患者の除染と
救急医療のためには，熱傷浴装置，移動式簡易浴槽，

震災発生 1週間～ 2週間～

退避患者対応
急性期

避難民対応
慢性期

いわき相双地区５病院患者
搬送対象者　約1,300名

搬送中継トリアージ対象者　175名
（重症患者125名は入院加療）

広域医療緊急支援
①高度医療緊急支援チーム
②地域・家庭医療チーム
③専門医療コンサルテーション

外来，定期手術休止
全面救急重症対応

震災患者受入　約1,000名

災害医療対応
超急性期

高度被曝者12名除染、3名入院
被災者放射線サーベイ約500名

原発事故対応

図4　福島県立医大・活動まとめ

福島原発事故対応の医療
（図5）
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東日本大震災における放射線汚染と避難命令への対応

エアーフローティングベッド，クリーンストレッ
チャー，患者監視装置，ポータブルX線撮影装置，
超音波診断装置，人工呼吸器，持続緩除式血液浄化
装置などが整備されている。
　今回は，まず，除染棟周囲に自衛隊や日本原子力
研究開発機構（Japan�Atomic�Energy�Agency：JAEA）
などによる仮設の被曝スクリーニングテントと除染
テントが設置された。被曝患者は緊急性がなければ，
まずここで簡易汚染検査を行い，高度の汚染がある
場合は除染棟に入る前に屋外で全身シャワーなどに
よる除染が行われた。除染棟内は，入口にトリアー
ジ室，その奥に除染室と処置室があり，症状が安定
している患者では除染を優先し，バイタル不安定患
者は蘇生を優先する手順となっている。その後，隣
接する検査室で内部被曝などのチェックを行い，症
状に合わせ，退院・入院・3次被曝医療施設への移
動などが決定される。今回の事故関連では，高度被
曝者12名の除染を行い，そのうち3名が入院した。
また，約500名の被災者放射線サーベイを行い，一
部の対象者への除染作業を行った。
　現在は，急性期に避難地域で活躍してくれた自衛
隊員・消防署員・各自治体職員などを対象としたホー
ルボディーカウンターを用いた内部被曝測定を継続
して行っている。

復興へ向けて
　震災後6ヵ月を経て，やっと原子炉の冷温停止へ
の具体的な道筋も発表され，復興へ向けての動きが

始まった。2011年9月30日午後6時11分，緊急時避
難準備区域は解除となり，現在は，警戒区域，計画
的避難区域，特定避難勧奨地点の3種に区分され（図
2b），南相馬市などの住民は徐々に地元に戻りつ
つある。現在，福島市や郡山市では比較的放射線量
が高いが，その線量は年間20ミリシーベルトを大き
く下回り，健康への重大な影響は考え難い。しかし，
妊婦・幼小児・小中学生，そしてその親たちは，放
射線被曝の子供たちへの影響に大きな不安を感じ，
一部は県外へ避難しているのも現実である。また，

図5　第2次緊急被曝医療施設と，その周辺に設置された除染・待機施設

図6　「放射線医学県民健康管理センター」銘板掲出式

放射線測定器を持ち，日々放射線量を測定しつつ生
活している住民も多い。
　そして本学には，この未曾有の放射線災害による
健康被害を正確に調査・記録し，県民の心と体の健
康を守り，さらに，新しい未来を作るための基盤を
作るという歴史的使命が課せられた。具体的には，
原子力発電所事放による放射能汚染から，長期にわ
たり県民の健康を守り，県民の安全・安心の確保を
図るための「放射線医学県民健康管理センター」を
設置，福島県とともに全県民約200万人を対象とし
た「県民健康管理調査」を開始している。11月1日
には，菊地臣一理事長と山下俊一副学長により「放
射線医学県民健康管理センター」の銘板掲出式も行
われた（図6）。まだ，人員配置や経費面の整備はまっ
たく不十分ではあるが，被曝線量推定のため計画的
避難区域の住民を皮切りに調査を開始，現時点では
全福島県民への調査票の発送が終了した状況であ
る。また，0～18歳の幼小児・学童・学生約36万人
については甲状腺腫瘍発生のモニターのため，現時
点での甲状腺疾患の状況を把握するための超音波ス
クリーニング検査も開始した。全国からの応援もい

ただきながら，本学附属病院で土曜日，日曜日を使っ
た検査を開始しており，すでに3,000名近くのスク
リーニングが終了した。今後は，県内外の医療機関
の協力も得ながら，各地域でも検査ができる体制を
整備，徐々に検査範囲を広げていく予定である。

おわりに
　3.11東日本大震災後の放射線汚染と避難命令発
令下の医療支援活動の一端を，福島県立医大の活動
を中心に概説した。2次緊急被曝医療施設に指定さ
れていたとはいえ，想定外の事態であり，大学全体
としても手探りの状況での活動であった。この間，
総力を挙げて対応してくれた附属病院スタッフをは
じめ，医学部・看護学部職員，研修医，学生，なら
びに事務職員の皆さんに心より感謝するとともに，
今後のさらなる協力をお願いしたい。

　最後に，この震災でお亡くなりになった皆さまに
心より哀悼の意を表すとともに，国内・外からの温
かいご支援に深く感謝申し上げます。
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� 福島県立医科大学附属病院　被曝医療班　長谷川　有史

LiSA vol.9 №3「徹底分析シリーズ　3.11から学ぶ」（MEDSiメディカル・サイエンス・インターナショナル）掲載

福島医大被曝医療班の活動 ─communicationとeducation─

　原子力災害において，震災前のわれわれに不足していたもの，それは原子力災害や放射線事故対応に必
要とされる「コミュニケーションcommunication」と「エデュケーションeducation」だった。そして
これは，医療全般においても危機的状況に直面したときに必要なものである。
　未曾有の大災害が起きた。地震，津波により福島でも多くの尊い命が奪われた，そして原子力災害，情
報災害が追い打ちをかけた。その影響は根深く，現在も多くの住民が避難生活を余儀なくされ，低線量の
放射線影響に不安を感じている。“Step2冷温停止状態達成”，その現実は，循環注水冷却のホース1本
に日本の将来が託された，なんとも頼リない状況なのだ。
　今回の複合災害でわれわれにできたことは，多くの方々の力を借りて直面する問題に対峙することだけ
だった。再び同様の事象が発生したとき，いかに行動すべきか，突然の大災害に遭遇した医療者が何を感
じたのか，何が足りなかったのか，本震災から学ぶことは何か，当時の記憶をたどり考察することは，医
療者の一人としての責務と感じている。

　震災前の福島県立医科大学附属病院では，行政，
電力事業所，初期被曝医療機関，三次被曝医療機関
との相互交流が希薄であり，現場レベルでの被曝医
療交流は皆無に等しかった。
　当院は，福島県唯一の二次被曝医療機関であり，
病院の一角に被曝医療施設を有していた。院内職員
向けに被曝医療対応マニュアルが制定され，年に1
度は災害訓練が行われていた。しかし，広く院内に
それらが周知されていたとは言えず，多くの職員は
実際に被曝傷病者が来院することを想定していな
かった。
　当院は，福島第一原子力発電所（以下，原発）か
ら北西約58㎞地点に位置し，原発との間には阿武隈
山地が横たわり，原発立地地域とは異なる二次医療
圏にあった。そのため，自分たちが原発立地県に暮
らす国民であるという意識に乏しかったように思
う。

超急性期の地震・津波災害への対応
　当院は倒壊や停電を免れたが，断水のため透析部

門が閉鎖され，手術や専門的治療が制限されること
になった。DMAT参集拠点病院に指定され，全国
のDMAT隊員から最終的に35チーム180人の医療支
援を受けた。
　震災後3日間のER受診患者数は，緑93，黄44，
赤30，黒1の計168名であった。震災初期の重症者は，
多くが津波による多発外傷傷病者であり，誤嚥性肺
炎や低体温症を伴っていた。入院後の急変に対応で
きる医療者が少なかったため，侵襲的治療の閾値を
低めに設定し，積極的に止血術や塞栓術，ドレナー
ジ術を行い，生理学的安定化を優先した。救命救急
センターでは，震災翌日未明にかけて重症外傷患者
搬送が増加したが，その後は搬送数が減少した。こ
れは，一つには地震や津波による傷病者の重症度の
高さに起因すると考える。
　福島赤十字病院DMATチームは，震災直後から，
余震のなかを沿岸部津波被災地域と福島市を何度も
往復し，重症傷病者の初期診療と搬送，さらには現
場の情報提供に貢献した。

原子力災害対応：初期の混乱とREMATの登場
　3月12日には福島第一原発1号機建屋が，14日に
は同3号機建屋が水素爆発した。3号機の爆発に
伴って発生した重症傷病者の当院への搬送が決まっ

震災前の被曝医療体制

あの時，何が起きたのか

た。しかし，誰にも被曝医療の経験がなかった。そ
のためER担当医の筆者が，講習会資料を見ながら
防護服とマスクを装着し，放射線科医師と技師の指
導下に，救命装備が整えられていない被曝医療施設
内に急遽機器を持ち込み，初めての被曝傷病者対応
を行った。当時は，未経験の診療に対する不安や恐
怖を感じる力さえ残されていなかった。幸い傷病者
の汚染は軽度で，生理学的に安定しており，侵襲的
処置は不要であった。
　15日は2号機と4号機が爆発し，自衛隊機が飛行
を自粛し，ドクターヘリが退避し，DMATが撤収
した。事実上の孤立状態に，職員の不安は極限に達
していた。この日も3名の外傷傷病者が原発から被
曝医療棟に搬送された。同様に防護服とマスクを装
着し，バディーの放射線技師と被曝医療棟で診療し
た。幸い3名とも汚染は軽度で，局所除染と洗浄，
創縫合などで診療を終えた。慣れない被曝医療がい
つまで続くのかと思うと気が遠くなった。
　午後になり，長崎・広島合同の緊急被曝医療専門
チームRadiation�Emergency�Medical�Assistant�
Team（REMAT）＊1が救世主の如く来院した。これ
で慣れない被曝医療から解放されると安堵した。実
際，震災後初めて，きわめて論理的に，現在の原発
の状況と予測される事態を説明してくれたのは彼ら
であった。しかし，その内容から推定される事態の

あまりの深刻さに，われわれは言葉を失った。
　「定期点検中で原子炉内に核燃料がないはずの4
号機で，使用済み燃料プールの温度上昇が続いてい
る。1・2・3号機原子炉のいずれかで制御不能の
核分裂反応が起き，4号機は使用済み燃料に中性子
が作用している可能性も完全には否定できない。原
発の大損傷が，早ければ今夜にも起こるかもしれな
い。近い将来，発電所の作業員や自衛隊員，消防・
警察職員に重症被曝傷病者が多数発生する恐れがあ
る。傷病者は自衛隊ヘリで当院に搬送され治療をす
る。自衛隊が駐屯し，除染支援を行う。最悪の場合，
当院も避難区域に指定され，病院閉鎖，隔離，孤立
する。」
　家族の顔が浮かんだ。院内職員には同日夜に
REMATから同様の説明が行われた。皆，つらかっ
たであろう。涙があふれ，もし許されるならこの状
況から逃げ出したいとさえ思った。しかし，今，医
療を中断しては，今後，医師としては廃人になって
しまうと考え，思い直した。この頃，福島市内では，
憶測が飛び交い，幹線道路は避難車の列で渋滞して
いた。
　被曝医療棟の前では，自衛隊員が除染テントを設
営していた。独立行政法人日本原子力研究開発機構

（JAEA）の大型車両（身体計測車，身体洗浄車）が被
曝医僚棟脇に横づけされていた（コメント）。

*1�REMAT：放射線医学総合研究所（放医研）が設立した緊急被曝医療支援の専門家集団。医師，看護師，放射線技師，放
射線物理の専門家ほか，から構成され，放射線災害現場に赴いて支援を行う。本震災では，放医研の職員派遣が困難であっ
たため，長崎・広島両大学所属の緊急被曝医療専門家が，臨時でその役割を務めた。

陸上自衛隊中央即応集団中央特殊武器防護隊（第103部隊）：
大宮に駐屯する，主に核・生物・化学（NBC）兵器などに
即時対応するための陸上自衛隊精鋭部隊。今回の原子力災
害では，被曝傷病者の全身除染支援をしていただき，被曝
傷病者対応のためのシミュレーションを何度も共同で行っ

た。イラクなどへの海外派遣経験もある凄腕隊員が多かっ
た。礼儀正しく，対応も丁寧であった。2011年7月末に部
隊交代するまで，われわれと家族のように暮らした。
後を継いでくださった，山形，青森，伊丹，神戸ほかに駐
屯する化学武器・特殊武器防護隊員も，それぞれに個性的
な頼もしい仲間であった。

独立行政法人日本原子力研究開発機構（JAEA）：2005年10
月に旧日本原子力研究所・旧核燃料サイクル開発機構が統
合改名して設立。2011年5月末まで，当院で被曝傷病者
の除染支援と原子力発電工学に関する知的指導をしていた
だいた。現在は文部科学省や内閣府の指導のもと，環境中
の放射線モニタリングや住民の被曝線量測定，校庭・園庭
などの早期の除染や市町村の指定地区における除染事業の
実証など，諸活動を行っている。彼らも，つらい時期をと
もに過ごした戦友である。

ともに戦った戦友たちコメント

ある日の福島医大被曝医療班
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福島医大被曝医療班の活動 −communicationとeducation−

明日，この風景は，この世界は，どう変わっ
ているのだろう？

　その夜は「原子炉が爆発したら全員集合」と同僚
と申し合わせ，みぞれのなかを帰宅した。
　ベンゾジアゼピンで強制的に睡眠を確保した翌
朝，少なくとも見た目の世界は変わっていなかった。
大規模な原発破損は起きていなかった。だが，昨夜
の雨と雪がもたらしたフォールアウトは，その後，
数十年間続くであろう福島の憂いとなった。

クライシスコミュニケーションと再生
　夜になると一人ずつ泣き崩れ，心の内を語り，皆
がその声に静かに耳を傾ける，というような日々が
数日続いた。悲観的な現実を受け入れるプロセスは，
あたかも癌告知後の患者の反応に酷似していた。感
情失禁と，若干の諦めの後に，力が湧き上がるのを
感じた。今，自分たちに何ができるのかを毎晩真剣
に議論した。初期の不慣れな被曝医療にかかわった
者を中心に，被曝医療班が形成されていった。
　一方，病院では，職員が原子力災害や放射線によ
る健康影響に大きな不安を抱えているため，長崎大
学の山下俊一教授に急遽福島入りしてもらい，クラ
イシスコミュニケーションを行った（メモ）。目の
前で起きている危機に対して，この時期に，院内職
員約250人がともに考える時間をもったことはまさ
に画期的だった。
　この日を境に職員の意識が変わり，一丸となって
災害に対峙した。実は，コミュニケーションの具体
的な内容については記憶がない。覚えているのはた
だ「災害との出会いは必然であり避けることはでき
ない。ならば胆を据えてこの事態に対応するしかな
い」と確信したことだけである。

REMATによる緊急被曝医療システムの再構築
　REMATをはじめ，外部機関による当院被曝医療

システムの再構築が始まった。今回の原子力災害に
伴う緊急被曝医療では，原発内で発生するあらゆる
外傷・疾病に，あらゆる放射線被曝・汚染を伴った
傷病者を想定する必要があった。そのため，通常の
救急診療スタイルを極力維持しつつ，そこに緊急被
曝医療特有の，放射線防護策，汚染拡大防止策，被
曝線量・汚染核種の推定と除染，を外付けした被曝
傷病者対応手順を即席で作成した（図1）。
　16日には，REMAT来院後初の被曝傷病者が原発
から自衛隊ヘリで搬送された。傷病者は外傷後に胸
苦・胸痛を自覚し，血気胸が疑われていた。原発放
射線管理要員からの現場核種情報聴取，自衛隊によ
る全身シャワー除染，汚染検査，内部被曝検査のた
めのホールボディーカウンター検査…，筆者が外傷
診療を行う脇で，REMATが的確に汚染検査や除染
処置を行う。なるほど被曝医療は，通常のER診療に，
「放射線防護策」「汚染拡大防止策」「被曝・汚染の
評価」の三つを加えた応用医療なのだと初めて実感
した。
　24日には下腿に放射性物質の高度汚染が疑われた
原発作業員2名が搬送された。原発内の医師からは，
当時の劣悪な作業環境と未知の核種存在可能性の情
報が事前に提供された。傷病者診療を最優先するが，
状態が許せば全身シャワーなどの放射線防護・汚染
拡大防止を行う手順が事前に話し合われた。
　一方で，当院には報道関係者が集結し，被曝医療
棟はスポットライトで照らし出された。自衛隊員が
ブルーシートを広げて動く壁を張り，傷病者をテレ
ビカメラから保護した。この件以降，プライバシー
保護用カーテンを屋外に設置した。患者診療中に
web上では，傷病者が放射線医学総合研究所（以下，
放医研）に転送されたと誤報されている。web情報
の信憑性について改めて学ぶこととなった。
　翌朝も2名の被曝傷病者が来院，治療を行った。
前回の傷病者を合わせた3名の傷病者は，web報道
から遅れること1日後，精密検査のために放医研に
転送した。

多職種ミーティング
　常駐する多施設多職種の被曝医療支援者間の連携
を図るため，毎朝10時からの多職種ミーティングを
開始した。
　はじめに，特に院内職員のために，被曝医療は危
機介入であり，ほかの医療行為と同様に一定のリス
クを伴うことを共有した。組織の目的を原子力災害
の早期収束と定め，そのために原発作業員の健康・
安全・安心を支えることを業務内容とした。電力会
社への不平不満は緊急時につき封印した。

クライシスコミュニケーションとリスクコミュニケー
ション
　複数の定義が存在するが，本稿では，クライシスコ
ミュニケーションを，現在の危機に対する共考を指す
こととする。一方，本稿におけるリスクコミュニケー
ションとは，将来発生する可能性のある事象，すなわ
ちリスクに対する共考を指すこととする。

メ　モ

何が変わったのか 　毎回，冒頭でミニレクチャーの時間を5分間設け，
参加者の知的好奇心を喚起した。各分野の専門家か
ら，原子力発電，原子物理学，被曝医療の最新知識
などについて解説してもらい，非常に有用な時間と
なった。
　そのうえで本日の原発破損状況解説から始まり，
現在の未解決事項とこれまでの解決事項とをそれぞ
れ列挙し，その日行うべき業務内容を明確化して時
間の無駄を省くとともに，常に達成感を共有するこ
とで，モチベーションを維持した。会議は短時間と
して終了時間を厳守した。
　この多職種ミーティングは同時に，学内職員のリ
スクコミュニケーションの役割を果たした。参加者
の放射線に関する多くの疑問をその場で共有し，解

決した。情報災害と評されたなかで，被曝医療班に
おいて放射線に対するリスク認識が共有できたこと
は意義深かった。

院内勉強会とシミュレーション
　放射線知識の絶対的不足を補うために，皆が眠る
時間を惜しんで勉強した。その実は，“原発という
敵の姿をイメージできないと恐ろしくて眠れなかっ
た”というのが正直なところである。知識不足が客
観的なリスク評価を妨げることを，この時，身をもっ
て学んだ。原子力安全研究協会の『緊急被ばく医療
ポケットブック』1）は，多くの書籍のなかでも現場
で役立つ実践的な内容であり，是非，一読を勧めた
い。

患者受け入れ準備

緊急被曝医療班招集

患者来棟

簡易汚染検査

不安定（蘇生優先）

安定（除染優先）

安定

不安定化

詳細汚染検査

除染

primary surveyと蘇生

primary surveyの総括

secondary survey/治療方針の決定

内部外部被曝線量の評価

退院/入院・根本治療

三次被曝医療施設への転送

primary survey

脱衣

詳細汚染検査

丁寧な除染

優先度
高

低

脱衣

ファーストシャワー
（自衛隊，JAEA）

第一印象：バイタルサインの確認

緊
急
被
曝
医
療
棟
入
口
前

棟
内
汚
染
区
域

棟
内
非
汚
染
区
域

図1　福島医科大学附属病院被曝傷病者診療手順

色枠は被曝医療に特有の診療手順．通常ERで行われるJATECTMの診
療手順に被曝医療手順を外付けした．
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福島医大被曝医療班の活動 −communicationとeducation−

　知識と技能維持のため，院内勉強会とシミュレー
ションを繰り返した。勉強会は夏休みまで月・火・
水曜日の夕方1時間，放射線物理，救急医学，放射
線計測などについて学んだ。被曝傷病者診療シミュ
レーションは，少なくとも月1回，木曜日夜に行っ
た。実技をビデオ撮影し，翌週はビデオの反省会を
行った。反省事項は，傷病者診療手順に反映した。
常に現場を見守るweb会議
　災害医療の現場では現在も毎日，原発内と全国の
医療拠点を結び，web会議＊2が行われている。モ
ニターを介して顔を合わせ，原発の最新情報や問題
点を共有，討論する。傷病者発生時は，通信情報伝
達の補助手段として利用される。議事録が作成され，
関係各所で共有される。
　web会議を通じて，原発最新情報収集，当院の役
割を確認するのはもちろんであるが，実は，孤立し
がちな現場を皆で見守るという意義も大きいと考え
ている。震災初期の孤立状態を，この会議で救済し
てもらった経験をもつ当院としては，web会議は今
後の災害医療の必須ツールだと思う。

緊急被曝医療体制の維持
　現在の原発事故に対する医療体制は，地域医療の
実情をくみながら，徐々に作り上げられてきた（図

2）。当院は二次被曝医療機関として，被曝・汚染
を伴うあらゆる外傷と疾病に24時間対応できるよう
な体制を現在も維持している。一方，原発内救急室
と搬送拠点の医療は，被曝医療の専門家からなる県
外支援に大きく依存している。日常の診療体制を維
持することすらままならない地域の現状において
は，震災前に想定された緊急被曝医療ネットワーク
を維持することが困難である。一自治体だけでこの
体制を支えることはできない。支援の皆様に心から
感謝申し上げる。

公務危機介入者に対する健康管理
　公務危機介入者とは，消防，警察，自衛隊，その
他の被曝汚染リスクの高い公務作業者を指す。特に，
地元の消防・警察職員は，多くが避難を余儀なくさ
れている被災者である。心身の影響は想像を絶する。
　当院では震災後，放射線健康管理外来を設置し，
公務危機介入者を心身両面から長期に支援する体制
を図っている。これまでに延べ440人の放射線影響
について，検査と説明を実施した。公務危機介入者
の健康管理体制については，徐々に法整備がなされ
た2）。一方で，経済的支援等は棚上げ状態である。

住民に対するリスクコミュニケーション
　住民は，放射線の健康影響に，大なり小なり不安
を感じており，そこから受ける精神的影響は計り知

現在の活動

図2　福島第一原発災害に対する医療体制

1F：福島第一原発，2F：福島第二原発，J-Villege：サッカーナショナルトレーニングセンター，
OFC：緊急事態応急対策拠点施設・原子力災害現場指揮所（オフサイトセンター）

*2�Cisco�webexという複数同時会話が可能なオンライン会議システム《http://www.webex.co.jp/》を利用している。

れない。だからといって，根拠のない安全宣言は，
根拠のない危険扇動と同様に危険である。放射線に
よる影響を正しく評価して，それを目に見える形で
住民に提示するとともに，かつて欧州諸国がそうで
あったように，住民自身が学び考えながら生活して
ゆくことの支援も，われわれの責務の一つと考えて
いる3）。

communicationの回復
　これまで，中央と地方，事業所や政治・行政と医
療拠点間の相互交流が希薄であったことは大きな反
省点である。緊急事態においては，個人の信条はさ
ておき，原子力事業所と各医療機関は互いに協力協
調し合うことが必要である。ただし，原子力事業所
の真摯な情報開示と傾聴姿勢が最低条件であること
は言うまでもない。
　行政と医療機関の関係については，近年「災害医
療アドバイザー」としての医師の役割が行政に認識
されつつある。本震災の反省が生かされている部分
であろう。
　中央と地方の相互交流に関しても大きな問題点が

浮き彫りにされた。「安定ヨウ素剤服用に関する考
え方」では，中央の伝えたい指示が地方に伝わらな
かった。「SPEEDI」に関しては，中央が情報を地
方のしかるべき人材に伝えなかった。双方に責任が
あろうが，これまでのような中央から地方への一方
向的通達では問題は解決しないだろう。通信手段の
工夫，指揮命令系統の再編による地方首長の指揮代
行制の基礎作りが進行していると聞く（コラム）。

education：
すべての医療者，すべての国民に放射線の正しい基
礎知識を
　医療者の放射線に関する基本的知識が絶対的に不
足していることは，筆者自身の反省でもある。被災
前に筆者は，α･β･γ線，中性子線の違い，放射能
と放射線，ベクレル（Bq），シーベレト（Sv），グレ
イ（Gy）の違い，震災前も存在していた体内放射性
物質，自然放射線，医療放射線，放射線の影響量と
防護量の違い，GMサーベイメータとNaⅠサーベ
イメータの使い分けなどなど，現在の福島では常識
になっていることについて説明ができなかった。読
者はいかがであろうか？
　一方，ヒロシマ・ナガサキという2度の被爆ばか
りか，史上2番目の低線量慢性被曝までをも防ぐこ

原子力災害から学ぶこと：
次回災害までに解決すべきこと

おそらく3月13日の未明であったと思う。ERのベッド
で休む筆者に電話が取り次がれた。先方は落ち着いた声の
女性で，初めて聞く団体名を名乗った。
「救急外来の責任者ですか？」と問われ「はい」と筆者が
答えると，
「原発で事故が起き，大量に傷病者が発生した場合には，
そちらに自衛隊を送り，除染させますので，患者の対応を
お願いしたいのですが可能でしょうか」
　当時は1号機の水素爆発は報道されていたが，具体的な
被害状況やましてや傷病者などの情報は皆無であり，まさ
に寝耳に水であった。
「自衛隊が病院に来て除染ですか…。現時点では患者対応
に自信がありません」
と答えたと思う。
「といいますと？」
「…現在の被曝医療施設は，事実上箱もので，実際の医療
に使われたこともないですし，私自身，被曝医療の経験が
ありません。すみません」

「といいますと？」
「私の一存では返答できません」
「といいますと？」
「私のレベルでは判断ができません。そのような重要な事
項は病院の上層部を通していただけるとありがたいです。
ちなみにどちらの方ですか？」
「…中央の者ですが……」
　私では不適当と感じたのか，会話は打ち切られた。しか
し，すでに決定事項なのだと言わんばかりの，有無を言わ
さぬ雰囲気には恐ろしさを感じた。誰からの電話だったの
だろうか。記録が消失してしまい，今はわからずじまいで
ある。「国からの指示はこのように下されるのか…」当時
のことを思うと，今でも心拍数が増加する。震災の混乱し
た状況で，中央が唯一現場に伝えてくれた情報だったのか
もしれない。しかし，それは一方的な通達であり，コミュ
ニケーションではなかった。不幸中の幸いに，現在までに
原発内で同時多数傷病者の発生はない。

通達ではなく，コミュニケーションを：「といいますと？」の恐怖

コラム

磐城共立病院
福島労災病院
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福島医大被曝医療班の活動 −communicationとeducation−

とのできなかった国の医療として，被曝医療は非常
に一般的な医療と考える。被曝医療の分野は高い専
門性を有するが，裏返せば高い閉鎖性でもある。今
後，少なくとも30年間は被曝医療を維持しなければ
ならない地方の医師としては，いかに被曝医療を一
般的なものにするかが現在の悩みの種だ。
　当院は，震災後，これまで多くの職員にシミュレー
ションに参加してもらったが，いまだ広く内容を伝
えるには至っていない。院内で被曝医療班が孤立し
ないように，福島が日本から孤立しないように，原
子力災害医療の責務が一部の関係者だけに負わされ
ないように対策をとらねばならない。さもないと，
被曝医療や原子力災害対応は一部の医療者だけの知
識となり，その専門性が閉鎖性を生み，日本は再び
同じ過ちを犯し，これまでのように原子力災害から
何も学ばず，歴史が再び繰り返されることになる。
　今後は外部教育機関と提携し，院内に限らず，県
内外のあらゆる医療者に被曝医療を伝えるととも
に，被曝医療が当院の特色の一つとなればと考えて
いる。
　知識・教育の欠如は放射線のリスク評価を困難に
し，医療者にとっては被曝医療に対する不安感・恐
怖感の一因となる。一方，社会的には過剰なストレ
スや，一部の風評被害やスティグマという言葉に代
表される社会的差別の原因となる。読者にも，是非
ともこの機会に，基本的な放射線の知識を拡充し，
身近な方の不安や疑問に答えるリスクコミュニケー
ターの役割をお願いしたい。
　2011年11月に文部科学省が小中高生向けに『放射
線等に関する副読本』4）を作成公開した。今後は，
是非とも国民の基本知識となるべく教育要綱に盛り
込まれることを期待する。

原子力そのものに対する意識：
日本は原子力をどうするのか？
　日本は21世紀の電力需要を，原子力発電を中心に
賄おうとしていた。2009年度には約3割であった全
電力需要に対する原子力発電の割合を，2019年度
には4割に拡充する構想であった5）。
　震災時には合計10基の原子炉が稼働中であった福
島県では，実は，東京電力福島第一原発7・8号機
と東北電力の小高・浪江原発が着工計画中であった。
まさに国内有数の原発立地県で，原発の至近距離に
暮らしている事実を別段意識することなく，われわ
れは電力の恩恵を享受して生活してきた。
　今後，日本は原子力発電とどのように向き合うの
か。電力をどのように生み出すのか。そもそも，現
在と同じ電力消費に依存した生活を続けるのか。豊

かさをとるのか原発をとるのかという単純な二者択
一では解決できない。国民一人一人の意志が問われ
る難しい局面を，今迎えている。
　風評被害が報道されるが，多くの方々から福島に，
好意的で熱烈な支援を送ってもらっている。苦し
かった震災当初から，和歌山県立医科大学救命救急
センター，原子力安全研究協会，日本原子力研究開
発機構，陸上自衛隊中央特殊武器防護隊，長崎大学，
広島大学，放射線医学総合研究所，ほか全国各地か
ら多大なる応援をいただいた。現在も福井大学，広
島大学をはじめ，多くの被曝医療の専門家に発電所
内の医療支援をしていただいている。誌面の都合上
すべての方を記すことができないのが残念だが，心
から感謝を申し上げたい。そして，今も原発内で災
害収束にあたる現場作業員の皆様に，さらに，当事
者としては当然とおっしゃる方もおられるだろう
が，国民の義務を果たそうと日夜尽力されている，
現場の
4 4 4

東電医療班の皆様に敬意を表したい。
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pamphlet/nuclear/zumenshu/digital/index.html》

Nikkei Medical 2012.3「特集 震災医療 成果と反省：Part1 明らかになった災害関連疾患の実態」掲載

急性障害は見られず2次被曝の過剰な心配も

放射線被曝

　震災後に発生した福島第1原子力発電所の事故に
関連する臨床的な影響の報告も出始めた。放射線に
よる皮膚炎や胸部、腹部、下腿の挫創、内部被曝の
疑いなどの被曝・汚染傷病者は、これまで福島県立
医大に12人、放射線医学総合研究所（放医研、千葉市
稲毛区）に11人搬送された。その多くは原発作業員だ。
　福島県立医大救急医学講座助教の長谷川有史氏
は、「患者受け入れ時にはまず、気道呼吸循環確認
のために医師が患者に触れる部分の汚染検査を行う
とともに、生理学的な重症度を確認した」と説明す
る。その後、患者状態が許せば全身を洗って体表面
に付着した放射性物質を流し、問診では吐き気はな
いか、下痢はないか、汚染後に意識を失ったことは
なかったかなどを確認した。全身の高線量放射線被
曝による急性放射線症候群の前駆期では、吐き気や
下痢、意識消失などの症状が表れるためだ。
　12人のうち、高度な汚染が見られたのは3人。原
発内の水たまりで作業した際、放射性物質が足に付
着した。2人は下腿まで浸水し、β線熱傷疑いと診
断された。もう1人は長靴を着用しており浸水はな

かったが、2人と同様に個人線量計の値が100mSvを
超えていた。
　線量が下がらず、内部被曝の可能性もあったため、
同大は3人を精査目的で放医研に転送。放医研では
皮膚に紅斑を認めず、β線熱傷ではなかった。線量
が低下したため退院し、皮膚症状の再発もないという。
　一方、飛散した放射性物質による低線量被曝の周
辺住民への影響については、6月から調査が始まっ
た。原発周辺の先行地区を対象とした調査では、放
射線業務従事経験者を除く9747人の99.3％が、事故
後4ヵ月間の推計被曝線量が10mSv未満だった（右
掲のインタビュー参照）。
　今回の事故では、医療機関において原発周辺の住
民からの2次被曝や汚染を恐れた診療拒否が起こっ
た。放医研緊急被ばく医療研究センターの富永隆子
氏は「体表面の放射性物質は脱衣によって8～9割
は除染できるし、汚染がなければ普通の救急患者と
して対応可能。しかし、現在も原発内で発生した傷
病者の受け入れ先を探すのが困難なことがある。ス
ムーズな受け入れ体制づくりが必要だ」と話している。
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死者はゼロ、99％が10mSv未満
チェルノブイリとは全く異なる

　福島第1原子力発電所の事故での放射線被曝による健
康への影響を調べるには、住民の定期的なモニタリング
が重要となります。そこで昨年5月に県民健康管理調査
検討委員会を立ち上げ、県民の健康調査に着手しました。
3月11日から4ヵ月間の県民の行動記録と、大気中の放
射性物質の濃度や被曝線量を予測する文部科学省の
SPEEDIの情報などを基に、個人の被曝線量を推計し、
線量評価に基づいて県民の健康管理を行うものです。
　6月に浪江町、飯舘村、川俣町山木屋の約3万人を対
象に先行地区調査を開始し、8月からは約205万人の全
県民に調査票を配布しました。先行地区では既に50％以
上の回答があり、解析を進めています。
　先行地区の、放射線業務従事経験者以外の9747人の
解析結果では、全体の99.3％が4ヵ月間の推計被曝線量
が10mSv未満でした。放射線量は、事故後1、2週間でピー
クとなり、その後は徐々に低くなっていきます。最初の
4ヵ月間の被曝線量が10mSv未満だったということは、
今回の事故による年間追加被曝線量は、積算しても大半
の人は20mSvは超えないだろうと考えられます。
　チェルノブイリ原発事故後、放射性ヨウ素の内部被曝
による小児の甲状腺癌が報告されました。そこで、県内
の子どもやその保護者が安心できるよう、10月から甲状
腺エコー検査を始めています。福島県立医大ではこれま
でに3765人の検査を行い、0.7％に2次検査を勧める5.1
㎜以上の結節を認めました。しかし現時点では放射線に

よる影響とは考えにくく、大部分は元々あったしこりだ
と考えられます。
　また、29.7％に小結節や小嚢胞を認めました。今回の
検査は、異常を拾い上げる基準にするものです。異常を
早期に見つけられるよう、結節は5.0㎜、嚢胞は20.0㎜
と厳しい基準を設定したため、約3割で結節、嚢胞が見
られましたが、これは通常の発生頻度と考えられます。
　この1年を振り返ると、私自身、批判や非難の矢面に
立つ場面も少なくありませんでした。それでも私が「心
配ない」と言い続けたのは、医療のプロとして、福島で
生活する人の不安や不信感を払拭し、復興と再生を支援
したからです。「危ない」と言った方が本は売れるし、「逃
げなさい」と言った方が受けもいい。何も健康被害が生
じなくても、「間違いだった」と誰にも責められません。
しかし、誰もがそうしていたら、福島県民が流出し、危
機的状況になっていたでしょう。
　今回の事故では、これまで放射線による健康障害で死
亡した人は1人もいません。多くの人が命を落とした広
島や長崎の原爆、チェルノブイリの事故とは、情勢も状
態も全く異なります。安心と安全は異なる概念ですが、
科学的知見に基づく低線量被曝への対応が必要です。
　線量評価に基づき、疾患の早期予防や発見、治療を行
うことが、医療のプロである私たちにできる仕事です。
引き続き、県民の健康維持活動に取り組んでいきます。
� （談）

福島県立医大副学長　山下　俊一氏インタビュー

〈座長〉　前川　和彦1　鈴木　元2　

〈パネリスト〉　金谷　泰宏3　富永　隆子4　鈴木　敏和4　欅田　尚樹3

百瀬　琢麿5　衣笠　達也6　長谷川　有史7　諸澄　邦彦8

 The challenge for the future of  Radiation Emergency Medicine

第15回放射線事故医療研究会　東京電力福島第一原発事故を受けた緊急被ばく医療体制の再構築にむけて　パネルディスカッション

将来の緊急被ばく医療の課題

鈴木元：パネルディスカッションの前半は，特に「対
応者の安全と安心」，自分たちを守るような体制が
どうであったか，あるいは「被災者の防護」という
意味でどのくらい「実効性」のあることができたの
かということに関して皆さんのご意見をうかがい，
いろいろディスカッションしていきたいと思ってお
ります。
　そのあと，後半ではその実効性を担保するような

「情報共有］や「意志決定」，それを可能にするよう
な「組織」は将来どのようにすればいいのか，とい
うことを考えてまいりたいと思います。今回，被ば
く医療がうまくいったとおっしゃる先生方はそう多
くないと思います。なぜそれはうまくいかなかった
のか，それはもともと私たちが考えていたような準
備を全く凌駕するような事故だったせいなのか，ま
たそれで話が済むのか，それとももっと根本的な欠
陥があったのかどうか，そのへんをまず前半の話題
にしていきたいと思いますので，よろしくお願いい
たします。
前川和彦：今回のパネルディスカッションの演者に
は消防，警察，自衛隊の人といったファーストレス
ポンダーが誰も入っていないので，「対応者」といっ
ても，むしろ被ばく医療における対応に限定されま
す。ファーストレスポンダーである消防，警察，自
衛隊の人たちの安心，安全がどうかとなると，私た
ちはすべてを知っているわけではない。

避難所活動（スクリーニング，除染，登録）
前川：そこで避難所活動ということでは語れると思

うのです　最初にスクリーニングに携わっていただ
いた方々が何人かいらっしゃいます。まずこのスク
リーニングを話題にしたいと思います。
　今回のスクリーニングについて，鈴木会長の基調
講演の中にもありましたが，スクリーニングレベル
というのはそもそも何か。cpmで語ろうというこ
とになっているのですが，そのスクリーニングレベ
ルの問題に，まず絞って話をしたいと思います。
　最初，福島の対策本部で決めたときの当事者の方
は会場におられますか？　おられましたらそのあた
りのことを説明していただけますか？　住民の方々
が避難をされてきて，除染をするかどうかという基
準を100,000cpmにしていますが，そこに至ったいき
さつと，なぜそうなったかを説明していただきたい
と思います。
細井義央（広島大学）：そうなったいきさつですが，
3月13日に広島大学のグループと放医研のグループ
が福島市に入り，いろいろな状況を聞きました。そ
の中で当日と前日，スクリーニングをしたとき，多
くの人をどういう基準でやっていたのかというと，
10,000cpmか13,000cpmか， そ う で な か っ た ら
6,000cpmかで，それを超えたら全身の除染をすると
いう基準でした。二本松では多くの人がその基準を
超えており，自衛隊が除染をしなければいけない。
全身シャワーをするということでしたが，途中から
水がなくなって除染ができなくなっています。排水
を溜めておかなければいけないのですが，それを溜
める場所もなくなり，どうしようという話を聞きま
した。
　それから福島県立医大がその間にスクリーニング
をしています。放射線科の宍戸教授がなさっていま
したので，話を聞きましたら多くの人が10,000cpm
を超えているけれども100,000cpmは超えておらず，

現場対応における「実効性」
「対応者の安全と安心」
「被災者の防護（基準）」

1フジ虎ノ門整形外科病院　2国際医療福祉大学クリニック　3国立保健医療科学院　4独立行政法人放射線医学総合研究所
5独立行政法人日本原子力研究開発機構　6三菱重工業株式会社神戸造船所　7福島県立医科大学　8埼玉県立がんセンター

放射線被曝
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将来の緊急被ばく医療の課題

10,000cpmと100,000cpmの間に多くの人がいるとい
う話を聞きました。
　それと当時の福島の気候は非常に寒くて，ストー
ブがなければいられないという状況でした。屋外で
大量の人を除染するにあたって，服を脱がせても着
替える服がない。暖房はどうかというと，石油ストー
ブはあるけれど，石油がなくて暖房ができない。と
いうことで，老人に全身の除染をしてしまったら，
それによる被害のほうがかえって大きくなってしま
うだろうということを考えました。
　10,000cpmを超えているけれども100,000cpmを超
えていなかったということと，その100,000cpmとい
うのはご存知のようにマックスで振り切れるいっぱ
いということから，100,000cpmにしました。そして
県のほうにお願いして，それで受けてもらいました。
　それと翌日，20㎞圏内からの避難者のスクリーニ
ングを1,000人ぐらいやっています。そこでは屋外
で活動していた多くの人がやはり10,000cpmから
50,000～60,000cpmの間で，100,000cpmを超える人
はほとんどいないという状況でした。
　放射線防護のことは，確かに考えていないといえ
ばあまり考えていないという状態ですけれども，逆
にそれを13,000cpmのスクリーニングレベルでやっ
たら，非常に多くの方が除染のためにお亡くなりに
なったのではないかと思います。
鈴木：質問してもよろしいでしょうか？　福島県の
地域防災計画の中にもスクリーニングのあと鼻スメ
アなどが入ってきていると思うのですが，そういう
ところは今回はロジスティック的に無理だったの
か，ちょっと教えてください。これに関しては先に
やれば別に除染はいらないですよね？
細井：それを避難民の方にするということの意味が
ちょっとわかりにくいです。避難所でスクリーニン
グをするという指示を受けたのですが，どこの誰か
名前がわからない，とにかく一応スクリーニングし
ますということで，そのあとのフォローもほとんど
何もないというような緊急事態でしたので，とても
現場はそういう状況ではありませんでした。たとえ
ば20㎞圏内からの退避にしても，首相官邸からの指
示ということで，急に退避せよということだったの
ですが，1,000人の住民の方を，非常に少数のスク
リーニングチームで調べなければいけなかったの
で，途中からはサンプリング調査にせざるを得な
かったわけです。ですからそういうスメアをとって
いちいち確認するような状況ではありませんでし
た。
前 川：IAEAのManual�for�First�Responders�to�a�
Radiological�Emergency中の除染のクライテリア

に基づくものと僕たちは思っていましたが，国際的
な放射線防護の方策は，最適化と正当化が当然問題
にされます。その最適化ということを一般の方々に
どうやって説明するかということです。広島大学の
神谷先生と，最適化をどうやって説明するかを議論
しましたが，「その状況でベストだったらいいんじゃ
ないですか」ということで，「それだ」と私も思い
ます。
　今のは除染をするかどうかというスクリーニング
レベルです。甲状腺防護のレベルとか，そういうも
のではありません。除染をするための基準としての
100,000cpmは，そのときのロジスティックス，その
ときの気象条件，複合災害の要素，そういうものを
加味するとベストであったと判断をされたというこ
とでいいですね？
細井：はい。
前川：ということですが，百瀬さん，いかがでしょ
う？　何かご意見がありますか？
百瀬琢麿：私もそういう現場の判断というのはとて
も大事だと思います。内部被ばくを抑えるというか，
検出するということについては，たとえば頭だとか
甲状腺に非常に強い被ばくの痕跡が見つかるという
ようなケースの場合のみ，鼻スメアサンプリングし
ておいて，その場でサーベイメータで測るというよ
うな臨機応変な対応もあり得たかもしれませんが，
それはやはり状況で最適な対応を選択していくこと
がよいと思います。
前川：もちろん今後はこういうことが起こっては困
るのですが，複合する災害がなく単独の原子力事故
であったならばできたかもしれませんね。それから
これが福島でなくて鹿児島であれば，ひょっとする
と脱衣をしても凍え死ぬことはなかったかもしれま
せん。いろいろなことがあって，今回についてはや
むを得なかったかなということもあるわけですね。
　それから登録ですが，登録については現場の方で
どなたかご存知ですか？　これから福島県民200万
人の合同調査が始まります。そして被ばく線量を推
定するわけですが，これをもし登録した場合となる
と，かなり厳しいですよね？　特に20㎞圏内にい
らっしゃって20㎞圏外に避難をされた方は，それは
どうですか？
長谷川有史：登録というのがいつの時点で，何を
以って登録となるのかわかりませんが，少なくとも
1か月後の段階で登録はされておりません。それと
登録が重要だということは，広島大と長崎大からも，
最も大事なことのひとつが，住民登録だというアド
バイスをいただいております。
鈴木：もともと登録についてそれぞれの地域防災計

画の中に書き込まれているのは，そこに避難してき
た方々の名前等を記して，そこで何々町から来てい
れば，そのときの空間線量率がどうだとか，あるい
はその避難民のサンプルとなった人で，どのくらい
の汚染が見られたかというような情報を記録してお
くと考えていた話です。
　ただ，昔，茨城で実際に30人ぐらいの住民ボラン
ティアを使ってやってみると，行列ができてしまっ
てうまくいかないということが確かにありました。
ですから今回のように一挙に1,000人規模というか
たちで動いてくると，おそらく受入態勢がパンクし
てしまってうまくいかなかったのかなとも思いま
す。ただ，うまくいかなかったということと，まず
はそういう準備を始めたかどうかということは，ま
た別の話だと思います。こういう災害が起きたとき
に何をやらなければいけないかということをリスト
アップしていくことにより，今回実効上何が問題と
なったかを明らかにしていけると思います。
前川：登録は本来いろいろな意味でやらなければい
けないことで，特に避難所ではやるべきだったこと
だと思います。
富永隆子：一度3月13日に避難所に行ったのですが，
市町村で避難をしてきている方の場合，そこの役場
の人がいれば名簿を持っていました。そしてここの
避難所にはどこから来た誰々がここにいますという
ことは記されていましたが，すべてがそれでうまく
いっているかというと，ちょっと把握できないとい
うことがありました。
　また登録をするにしても，津波の被害で避難地域
自体の役場が機能不全になっていて物がありませ
ん。登録するための紙もない，筆記用具もないとい
うことで，とりあえず避難してきたということがあ
ります。それは町役場の人たちも被災者であり，避
難してきたことと同じなので，避難所でそういった
登録制度を立ち上げられたかどうかというのは，こ
れはもう物理的に不可能であったと思っています。
前川：どうも私たちは理想論をいっているだけで，
現実論ではないですね。

安定ヨウ素剤
前川：それから次に重要なのは，われわれ医療者の
最大の関心である安定ヨウ素剤の件です。これは午
前中の鈴木会長の基調講演で，原子力安全委員会が
2度にわたって福島県にある政府の原子力災害対策
本部に指示を発しています。長谷川先生のところに
は，そういう通達はあったのでしょうか？
長谷川：私の耳には届いておりません。薬剤部から
ヨウ素剤が配られまして，職場の判断で飲むか飲ま

ないか決めなさいと，そのように伝えられました。
前川：これを国際機関などで話をするときに，今回
の福島第一原発の事故で，日本では安定ヨウ素剤が
何人に配られて，何人が服用されましたか，副作用
はどうでしたかという質問が必ずあると思います。
100％あると思いますが，そのときに答えられない
ということです。
　チェルノブイリ事故のときには，ポーランドでは
約1,000万人が飲んで，何人の子どもで甲状腺機能
低下症が起こったということがわかっています。し
かし今回はGDP世界第三位を誇るわが国でそれす
らわからない。どうするのでしょうか？
細井：私は発災時の13日から1週間ぐらい，自治会
館4階にいました。その下の3階が県の対策本部で
して，密に連絡をとっていたのですが，私のいたと
ころにはそういう情報は来ていませんでした。です
からわれわれもそういう指示は出していません。い
わき市でも住民には配ったけれども指示が出るまで
飲まないでくださいといわれたようですし，南相馬
市では配布されていなくて，住民が病院に来てヨウ
素剤の配布を要求しているのを見かけて，大変な状
態でした。ただし，指示はなかったと思います。
前川：内服されているところもあって，実際には三
春町では内服されたようです。新聞報道ではお子さ
んにパウダーを溶いてシロップにして飲ませるとい
うことを，実際にやったところもあったようです。
ですけれど実態はどうかわからないので，そのあた
りどう考えたらいいのでしょうか？　鈴木先生いか
がですか？
鈴木：もともとがSPEEDIによる線量予測に基づい
て考慮するように決まっていましたから，その情報
がないときにどういう代替手段を使うかといった議
論があったと思います。私自身，そのときにはいま
せんでしたが，具体的にどういうコメントを出して
いたかというと，スクリーニングレベルについての
コメントをERCへ原子力委員会から出して，そこ
の中で先ほどの10,000Bq／㎠のようなレベルを超し
ている場合は，ヨウ素剤を投与するというようなコ
メントを書いたものが送られます。ある時点で全員
にヨウ素剤を投与すべしという助言を出しているも
のとは違いますので，そのへんで助言の徹底性がど
のくらいあったのか，政府対策本部ではどの程度認
識されたかが問題になるのだろうと思います。原子
力安全委員会の助言組織ではそういう助言を出して
も，それが実際に実行されたかどうかのフィード
バックがかかっていない状態であったのではないか
という気もします。ですから2回，多分もう1回同
じようなコメントがあって，その3回送っているよ
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うに思いますが，結局，それはその場で宙に浮いた
ようなかたちに，結果的にはなってしまったのだろ
うと思います。
前川：これから先を見ていかなければいけないので
すが，チェルノブイリ事故の場合とわれわれとの違
いは，私たちは海洋国でかなりのヨウ素を摂取して
いるという楽観論があることと，早くから飲食物の
流通の規制が入り，とりわけ放射性ヨウ素に汚染さ
れたミルクの規制が早くから入っていることです。
そういう意味では状況は違うと思いますが，安定ヨ
ウ素剤の投与についての議論もそのあたりで消えて
しまっているので，きちんとしておかないといけな
いだろうと思っています。
　また，現場の作業者の方々が服用する場合の問題
があります。実はすべての今までの原子力防災は，
放射性プルームが通り過ぎるという想定での議論
だったのですね。ですから安定ヨウ素剤は1回の内
服です。そして2回以降は，そういう状況になれば
屋内退避あるいは避難をしなさいということしか決
めていませんでした。ただし，今回は想定外の大規
模な放射線事故が起こってずっとプルームが出続け
たものですから，どうするのかということになって
います。
　そして明石先生が出席された日米会議が3月16日
にありまして，そのときに話題になったわけです
ね？　そのときに2週間まで飲みましょうというサ
ゼッションや議論はあったのでしょうか？
明石真言（放射線医学総合研究所）：ヨウ素剤につ
きましては，ファーストレスポンダーの場合非常に
強い組織があります。たとえば警察，消防，自衛隊，
海上保安庁などで，その人たちは毎日投与するとい
うプロトコールがありました。専門家の山下俊一先
生とも相談し，それでは甲状腺機能に問題が出てく
るだろうということで，毎日服用は止めるように注
意しました。日米のMRCとの合同の会合の中で出
たのですが，1週間75㎎の服用で甲状腺機能低下症
が出るというようにアメリカの教科書には載ってい
ますね。その提案をしたのですが，もうマニュアル
に載ってしまっているということで，変えられない
という状況でした。
　それと2週間服用するというのは，原子力安全委
員会が確かそういうコメントを出していたと思いま
すが，われわれはそれは違っているという意見を出
しました。
前川：最終的には？
明石：最終的には2週間というコメントが，原子力
安全委員会から助言として出ました。
前川：それは3月18日でしたか？

明石：そうです。多分，その頃だと思います。
前川：ですから3月11日から3月18日まで，空白の
期間があったということですね。つまり最初の頃に
内部被ばくをした東電の社員ですが，1回しか飲ん
でいないかもしれませんし，もしくはまったく飲ん
でいないかもしれません。そのへんは私たちも謝ら
なくてはいけないといいますか，今までの防災計画
の中ではプルームが通過するという前提だったため
に，1回だけしかヨウ素剤を配布しないという想定
でした。それが今回のようにプルームがずっと出続
けているわけです。ファーストレスポンダーはそれ
以降は，3月18日以降に出た安全委員会からの指示
で，2週間までは1回目は100㎎，2日目以降は50
㎎ということになっていたはずですね？　どうです
か？
鈴木：ヨウ素剤については，ファーストレスポン
ダーはロジスティック的に持って行ったのではと思
います。自衛隊は持っていましたから，自分たちで
服用できたと思いますが，警察，消防はJヴィレッ
ジからでしか供給できなかったのではないかと思い
ました。
明石：ファーストレスポンダーの中でもいくつかあ
ります。ヨウ素剤を自分で持っていたところもあり
ますし，それからわれわれはかなりの部署に供給し
ました。出動する前の夜中の3時に貰いにきたとこ
ろもありますし，基本的にわれわれのところに連絡
があったところでは，お持ちでないファーストレス
ポンダーの人たちに対しては，全部ヨウ素剤を渡し
ています。そして投与方法についてもいろいろ議論
したのですが，医師が処方箋に似たようなかたちで
投与するという試みをしました。多分，3月15日か
ら23日までの配布だったと思います。
前川：医師がついて行ったり，医師のアドバイザー
を持っている部隊は，そういうかたちで準備したと
思いますが，持っていかなかったところは困ったと
思いますね。東京消防庁は初めからアドバイザーと
相談しながら行っていたので，おそらく持っていた
と思います。東電は飲んでいますか？
衣笠達也：十分，飲んでいます。ただし今のことを
もう少し厳密にいいますと，私自身，今何日目でど
のくらい飲んでいるかというデータは確認している
のですが，一体，いつから何人飲み始めたかという
のは確認しておりません。初期の2日ぐらいの間の
データは私の中にインプットされていますが，今こ
こではすぐには申し上げられませんので，あとでそ
れをご説明することはできるかと思います。
鈴木敏和：これは事故当時免震重要棟にいた作業者
から聞いた話ですが，事故が起きてからヨウ素剤は

計画的な投与はなく，ヨウ素剤の箱が置いてあり自
発的に飲むようになっていたということです。東電
の協力会社ではヨウ素剤を認識していない人もお
り，飲んでいる人と飲まない人で，初期の段階では
まさしく個人の判断に任されていたと思います。
前川：実は，1Fのほうは常駐の医師がいらっしゃ
いませんでした。そして最初に神裕先生（日本原燃）
が入られた。ただ最初から2Fのほうは医師がい
らっしゃるのですが，1Fの医師はちょうど3月に
お辞めになっています。最初の1週間ぐらいは医師
不在で，混乱状態になりながら誰も医者がいなかっ
たということで，働く人の志気レベルに関わる問題
がありました。2Fのほうは終始，医師がいたとい
うことで，現場で働く人たちの精神的な支柱になっ
たということを，2Fの所長さんからも直接お間き
しています。

原発サイト内・周辺の医療活動と被ばく医療
前川：さて，あとは原発サイト内・周辺の医療活動
で，サイト内については衣笠先生にお話いただいた
通りだと思います。特に周辺の医療活動は長谷川先
生からも聞いておりますが，複合災害だったために
みんな被害を受けていたということです。阪神淡路
大震災のときも医療機関は多かれ少なかれ影響を受
けたんですが，今回は二重苦だったということで非
常に困った。
　最近，毎日新聞が全国の被ばく医療機関にアン
ケート調査をしました。それに初期，二次被ばく医
療機関の40％が20㎞圏内であったということで，
40％は機能しないだろうと書かれていたので，抗議
の電話をかけました。「たまたま今回20㎞圏だった
けれど50㎞圏では？　じゃあ100㎞圏で被ばく医療
機関を作りますか？」という話で，「100㎞圏外に作っ
てもいいですが，そこに到着するまでに患者さんは
亡くなってしまいますよ」と。私たちのコンセプト
は小規模事故で，最寄りの医療機関を想定していた
ということです。5㎞圏も10㎞圏内でも，一番近い
ところで対応していただいて，救急処置をしていた
だき，それから二次，三次と専門的なところに送っ
てくださいということが，私たちの当初の目的だっ
たんですね。
　ところが今回は20㎞圏内に3つの病院が入ってし
まったということがあって，それを騒がれると，ウー
ン，そう責められても困るなと思ったのですが，長
谷川先生，そのあたりはどうでしょうか？
長谷川：今そのような認識をうかがいまして，なる
ほどそういうことなのかと感じました。ただし，そ
うなさるのであれば，「すべての病院において被ば

く医療を」という考え方をより周知していただかな
いと，この問題は解決しないと思います。逆に「す
べての病院で被ばく医療を」という考え方に立って
いただければ，この問題は解決すると思います。
　私は，今回の事故の前まで，被ばく医療との関わ
りはございませんでした。申し訳ないですが，他の
先生方の分野だと思っていました。一般医師の感覚
はそんなものですから日本がもし原子力発電をこの
まま続けるのであれば，緊急被ばく医療に関する知
識を一般的なものにしていくしかないと思いまし
た。
前川：非常に核心をつく発言で，グウの根もないの
ですが，実はこの議論は過去15年間ずっとやってき
たんです。今は事故が起こってああいう事情がある
から，みんなそう思うのですが，それがないときに
発言しても，誰も向いてくれませんでした。
　ではどうするのかということを衣笠先生や鈴木先
生，ここにおられる先生方と一緒に議論してきまし
た。医学教育や救急医学会で災害医療の技術，知識
の中にこれを組み込むことが一番いいだろうという
ことも議論しました。今，長谷川先生がおっしゃっ
たように，一般の医師あるいは救急医は，放射線災
害対策として放射線に関する基礎知識を持っていて
もおかしくないのではないかと思います。

メンタルヘルスとリスクコミュニケーション
前川：さてその次，諸澄さんの先ほどの発表でショッ
クだったのは，遺体のスクリーニングをされたとい
うお話です。いくら60歳，63歳の人を動員したとし
ても，これはショックだったと思います。それ以外
に実際にスクリーニングされていて，何かこれから
もしそういう事態になったときに，こうしたほうが
いいというものがありますか？
諸澄邦彦：実際に派遣するにあたって，まず職場の
上司の理解を求めなければ行かれません。それから
家族の理解，あと独身の人もいますので，緊急時の
ために血液型やいろいろな連絡網を整理していくと
いうことで，そういったカードができているとすご
く迅速にできたと思います。
　実際にサーベイのほうは先ほどお話したように，
1999年から放射線管理士の認定制度がスタートして
いますので，管理士の認定資格者はだいたいできて
います。ただ，検案前の遺体に対しては私どもも経
験がなくて，こればかりは厚生労働省を仲介として
福島県警察本部からのサーベイの依頼があって，い
かがでしょうかといわれたものですから，定年退職
された年輩の方ならいいんじゃないかという，安易
な部分でお引き受けしたところがあります。
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　もちろん強制ではないですが，行っていただける
ということで，それこそ受入地の福島県の鈴木会長
などが缶ビールを差し入れしてくれたりしました。
ですから義務ではないし，またボランティアでもな
いし，ちょっと微妙なところでしたが，汚染自体は
それほど広がっていないので，私たちも送り出すと
きには「怪我をしないでね」といったところですが，
帰ってきたあとのPTSDではないですが，フォロー
は必要かなと思っています。
箱崎幸也（自衛隊中央病院）：自衛隊からも警察庁
からの要請によって，歯科医官が相馬の検死に出て
います。今まで自衛隊の歯科医官だった人は，奥尻
とか御巣鷹山，スマトラでそういった歯型の鑑定を
していまして，そういうノウハウも事前教育がなさ
れています。ですから事後のPTSDの対策も重要で
すが，やはり必要な状況があれば，事前教育や日頃
からの訓練が重要であると思います。派遣された歯
科医官の人たちの今回の話では，かなり時間が経っ
て口の中がひどい腐敗状態でした。そういう状況で
したから，今回はさすがに経験のある先生でも，も
のすごいストレスがあったということだけ伝えたい
と思います。
前川：ありがとうございました。ちょっと鬼気迫る
お話ですが，まだ終了したわけではないですから，
作業者も含めて防災業務に携わった方々，それから
住民の方々のメンタルヘルスということが問題にな
ると思います。このあたりは金谷さん，どう思いま
すか？　今後，取り組むべき方策として。
金谷泰宏：メンタルヘルスについては，まず，初期
のパニックのときの問題は，3月18日，厚生労働省
のほうから全保健所に向けて相談窓口の設置につい
て事務連絡を出しています。また今後の問題ですが，
これは福島だけに留まらず被災県すべてに関係しま
すが，データベースが一番問題です。特に復興後期
の6か月後ぐらいから非常に問題になってくると通
常いわれておりますので，これは福島に限らず一律
に対応しないといけない問題なのだろうと考えま
す。この原発に特にということではなくて，全体に
共通する問題で，その上にさらに福島に特徴的なも
のについては，個々の事情をふまえて捉えていかな
ければいけないと考えております。
前川：それからリスクコミュニケーションの問題も
あったと思います。これはお互いの目の前にあるリ
スクを共通認識して，情報を共有化するということ
だと思いますが，それについてはどうでしょうか？
　今回の福島原発に関するリスクコミュニケーショ
ンで，こういうところに問題があったということが
あれば，皆さんそれぞれお願いいたします。

諸澄：私たち放射線技師の場合，医療被曝をmgy
で測っています。患者さんに対しては部分被ばくが
あるので，胸の写真だったら入射表面線量で
0.2mgyですよとか，あるいはCTでは何mgyです
よという単位で話をしています。
　ところが放医研のホームページや文科省でも
mSvです。ですからmgyでお話してしまうと，被
災者の方が混乱してしまいますので，mSvで統一
しましょうということになりました。しかしそうす
ると，部分被ばくと全身被ばく，自然放射線と医療
被ばくとをなぜ混在させるのだろうという話が出て
きます。ですからその単位の点で1つ明確なサジェ
ストをいただきたいと思います。
　それからもう1つは先ほど先生がおっしゃったよ
うに，医療被ばくは正当化があります。ただ今回は
正当化の判断の前に暴虐な被ばくというかたちで避
難されている方々もいらっしゃいます。そういう正
当化のない被ばくに関してどう説明するか，その2
点です。

ワンボイスの課題
長谷川：今もおっしゃいましたが，統一感のないこ
とがリスクコミュニケーションの最大の問題になっ
ていると思います。通常，リスクが生じて，たとえ
ば困ったことが起きるといろいろな方に相談します
が，大体専門家の意見は統一感がございます。ただ
今回の問題に関しては，こんなにいたのかと思うぐ
らい専門家がたくさんいらっしゃいます。その方々
が，これもまたさまざまな見解を，それがすべて真
実だと述べて，それが統一されていないということ
が一般の人の判断を迷わせています。ですから皆が
マルチボイスでバラバラな見解を発することは問題
であり，それをユニボイス，ワンボイスにして声を
そろえていただくように，ぜひこの研究会でもはた
らきかけていただければと思います。
前川：私は逆にそういった意見を述べていらっしゃ
る方々は，ほとんど金太郎あめと同様，どこを切っ
ても同じメンバーばかりということが目について，
ワンボイスだなと思っています。それ以外の人たち
もまた別の声がさまざまあります。ちょっとした見
解の相違とか，立場や人生観，哲学の相違などいろ
いろな違いがあって，さまざまなことをおっしゃる
方がいる。しかしここにいらっしゃる多くの方々は，
ほとんど共通認識を持っていると私は思っていま
す。
　非常に困るのは，マスコミをうまく利用して，こ
の時期に及んでいろいろ本を書いたりする方もい
らっしゃる。とにかく放射線に関しては，特に健康

影響に関しては確かにわからない部分があるので，
これはしようがない。たとえば100mSv以下の議論
というのは，これはもう今の状況では未来永劫続く
かもしれません。それはそれとして，いろいろな情
報が飛び交っているということは確かにあります
が，ただ多くの意見はわりとワンボイスに収束して
いるのではないかと思っています。
長谷川：そこの部分がまさに問題だというふうに私
には思えます。実はその先生のお考え，ここの皆さ
んのお考えが，そのまま一般の方々に伝わってきて
いないという事実。
前川：いえ，いえ。それを認識しているからこそ，今，
この会でメッセージを発表しましょうといっている
わけです。それから実は避難の基準の年間20mSvの
話にしても，今回の除染の基本方針にしても，国が
発表しているものは国民の目線で発表していないで
すね。いつも枝野さんが記者会見でいっているので
すが，枝野さんは専門家ではありません。じゃあ，
年20mSvにしましたというときの話はどうやってで
きたのか，という説明がまったくなかったでしょう。
そのときに，たとえば鈴木先生がそばにいて，ここ
は20mSvをまず参考レベルの上限として決めて，限
りなく1mSvに近付こうという努力をするための数
字です，と説明されればいいのですが，それがすっ
飛んでしまっているんです。つまりもう，国からの
リスクコミュニケーションが，私はなかったと思っ
ています。
鈴木：ワンボイスにする努力をしても，最終的には
ワンボイスにならない性格のものだと思うので，反
対意見を持った人も含めたラウンドテーブルディス
カッションのようなものを繰り返すしかないのだろ
うと思います。それをオープンなかたちで繰り返し
て，その中でどちらが科学的に妥当なことをいって
いるかということを，聞いている人が理解していく
ことがこれからは必要ではないかと思っています。
　そういうラウンドテーブルディスカッションとい
うのは，まだ日本で放射線に関してはないのですが，
食品安全委員会で昔，食品汚染に関してそういう議
論をしたということが歴史的にはあります。
衣笠：少なくともサイエンスに関わった者であるな
らば，私は何らかの結論が出てくるのではないかと
思います。そのときにたとえばICRPのこういうデー
タに基づいてというように，手の内を全部見せて説
明していくことが必要です。
　長谷川先生がいっておられたように，わかりやす
く説明していく、いくら説明しても，手の内を曝け
出しても，わかりにくい表現というのはほとんど説
明していないことと等しくなります。ですから2つ

ファクターがあると思います。手の内を曝け出さな
ければいけないということと，わかりやすく表現で
きるかどうかということ。その2つはいうのは簡単
ですが，とても難しいことですから，それを重視し
ていって初めて共通の認識というか，「そうか，こ
この差で考え方の違いが出ているんだな」とか，誰
が聞いてもわかるようなものを提示していくという
努力が，サイエンティストには必要だと思います。
前川：ありがとうございます。先ほど手が挙がりま
したが，どうぞ。
千葉大（八戸市立市民病院）：先ほど前川先生がおっ
しゃったそのことそのものがリスクコミュニケー
ションだと思いますし，衣笠先生がおっしゃったよ
うに，われわれ医療現場で患者さんに病態の説明や
治療方針の説明をすること，すべてがリスクコミュ
ニケーションといえると思います。何が真実かとか
誰が正しいかということももちろん大事ですが，正
しいことが患者さんや一般市民の方々に正しく伝
わっているかどうかが最大の問題であって，結局，
あの人が正しいとか，あの人は正しくないことを
いっているというようなことを，専門家がブツブツ
いっている間は，リスクコミュニケーション大失敗
ということだと思います。
　それといつの時代も，どういうトピックでもおか
しなことをいう方は必ずいますので，それを抑制す
るということではなくて，最大公約数的な，あるい
は妥当な内容，あるいは正しく恐れるということが，
一般市民の大多数の方に正しく伝わるということ，
それが非常に重要なことです。今回はかなり自発的
に専門家といわれる方々が一生懸命発言をされてい
ますが，その方々の背中を打つように政府が次々と
基準を変更したり，長谷川先生が我慢されているよ
うな，そうした専門家といわれる方々の発言の不一
致が，どんどんどんどん一般市民の不信を増大する
一方で，その一般市民の不信に応えるだけの説得力
のあるプレーヤーが残念ながらいないということ
が，一番の問題だと思っています。ですから私とし
てはリスクコミュニケーション大失敗で，ぜひ一定
の修正が必要だという認識です。
前川：パネリストの方で何か発言はありますか？
百瀬：病院などでは先生と患者の個別の対話のチャ
ンスがあるわけですが，今回の事故のケースでは，
専門の先生は多数の方々に向けて講演をするという
かたちでの情報提供が主であり，1対1のコミュニ
ケーションをするチャンスがあまりなかったと思い
ます。一方でテレビや新聞，ネットなどでもリスク
に関する不安定な情報がたくさん出て不安を増幅さ
せてしまったと思います。それでも1対1でホール
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将来の緊急被ばく医療の課題

ボディカウンタの測定の結果を説明できた人たちに
は相当健康不安を軽減する効果があったということ
ですから，やはり相手に合ったかたちで説明ができ
る機会を増やす工夫が必要であると思います。
金谷：躓きの原因というと何ですが，今回，低線量
長期慢性被ばくに対してどうするか？　それからグ
レーゾーンに対してそれが安全だというように最終
的にいい切ったところに問題があったのかどうか？
　グレーであればグレーだというようにいったほう
がそこはよかったのか？　そのあたりは私も最初は
本省のほうに出ていたところもあり，その立場から
ここに失敗の感があるかと思いますので，そのあた
りで先生のご意見をいただければと考えています。
鈴木：私もずいぶん講演会をやっています。どうし
ても栃木や茨城，あるいは東京が中心になるのです
が，私自身はだいたいリスクの大きさがあったとし
てこのぐらいですよという，急性被ばくの疫学調査
から得られたリスク係数，子どもさんのリスク係数
を使って説明するようにしています。そして「あっ
たとしてこれぐらいです。もしかするとそれよりは
ずっと低いかもしれません。動物実験やいろいろな
疫学データではそれよりも低く出ていますよ」とい
ういい方をしていくと，あんがい皆さん納得なさい
ます。
　ICRPがこういっているから安心だとか安全だと
いういい方をすると，まずは信じてもらえません。
そういう絶対安全だといういい方をしないで，むし
ろ年間1mSvあるいは5mSvのリスクの大きさという
のは，今一番高く見積もったときこのぐらいですよ
といういい方のほうが，皆さんわかってくれます。
そのリスクの大きさと，もしそれを避けるためにあ
なたは今から移住しますか，今いるところを捨てて
別の土地に行きますか？　というような問いかけを
していく。そうするとそのリスクの大きさを認識し
た上で，それは自分の生活にとって受容可能なのか
どうかという判断です。それを皆さんに考えてもら
える機会を作るというのが，私自身はリスクコミュ
ニケーションだと思います。
　ただ反対の意見をいう人がいて，私たちが寄って
立っている一番エッセンスのデータそのものに対し
て，いろいろ疑問を差し挟む専門家もいますので，
それは先ほどいったようなラウンドテーブルディス
カッションの中で，それぞれの根拠になっている知
見というものを，かなり専門的にはなるのですが披
露し合って，そこの中でそういう考え方の違いがど
こから来ているのかを見せるしかないだろうと思っ
ています。
前川：フロアの方で，ぜひこれだけは少し時間を割

いて議論をしてもらいたいということがあれば，ご
提案ください。
竹中能文（水戸赤十字病院）：実は最初のスクリー
ニングの話ですが，お話を聞いていますと，要する
にTPOに応じて100,000cpmというものが決まった
ということです。そうであれば，トリアージを災害
の際に何回かやるように，たとえば入院のときは衣
服に付いているものがまた乾けば飛び散ってしまう
かもしれないので，再度やるとか，そういったこと
をむしろ検討していくことも必要ではないかと感じ
たのですが，そのへんはいかがでしょうか？
前川：トリアージにはいろいろあるのですが，現場
での応急のトリアージ，それから病院に入ってくる
ときのトリアージもあってもいいんじゃないかとい
うことですが，ご意見ありますか？
長谷川：福島県立医大病院ではいわゆる除染の基準
の他に院内の除染目標というものを設けておりま
す。これは福島医大病院，磐城共立病院，私の知る
範囲ではその2つの病院はそれぞれ独自の病院の中
での除染目標というものを持っています。ですから
先生のおっしゃるとおりだと思います。
前川：それは数値的にはどうなのでしょうか？
長谷川：当院は現時点では10,000cpmを目標にして
います。磐城共立は，いわきの先生がいらっしゃい
ますか？　……それよりも低いと思います。
前川：今のところはそれぞれの病院独自で決めてお
られるようですが，それは議論する必要があると思
います。まとめに入りますか？

鈴木：後半で議論したかったのは，今回のような複
合災害で，いろいろな行政判断をするだけのデータ
も少ないという中では，やはり住民の防護，あるい
はファーストレスポンダーの防護というところが中
心にならなければならないと思います。そういう少
ない情報をどう集めて，それをどう判断していくの
かということが，やはり問われるのかなと思います。
　またもう一方の考え方は，今日の午前中もちょっ
と紹介しましたが，IAEAの新しい考え方で，イベ
ントでこういうレベルの事故が起きた場合には，類
型的にはどのくらいの範囲でどのくらいの被ばくに
なるということで，ある範囲は防護対策を自動的に
行ってしまう。それのほうが多分，情報共有をしな
くても意思決定が早くなると思います。そして，そ
のための組織を準備するという考え方があると思い
ます。

「情報共有」「意思決定」
それを可能とする「組織」とは？

　さらに遠距離，広い範囲になることに関しては，
ある程度の時間的な余裕があるでしょうから，いろ
いろな測定項目を決めておいて，それに基づいて意
思決定をするという，何かそういうかたちが実践的
なのかなと私は今思っています。
　今回，情報共有が先ほどのヨウ素剤の話ひとつ
とってもなかなかうまくいっていない，あるいは現
場での測定結果が政策決定にうまくフィードバック
されているようには見えないというように，いくつ
かの問題点があったと思います。そういうことに関
して，私はIAEAの考え方を紹介しましたが，他の
先生方からは，災害医療の中でどのようなかたちで
意思決定をしているか，今後紹介していただければ
と思います。
前川：この事故がまだ収束していないため，十分に
検討していないんですが，20㎞圏内の初期被ばく医
療機関が40％駄目になってしまったわけですね。京
都府には原発はありませんが，そこでは初期被ばく
医療機関を指定し100㎞圏内まで入れて被ばく医療
機関を決めている。これを日本全部でやるのかとい
うことです。仮に今回のような事故が起こると，数
年後にわが国のGDPがさらに5％下がるそうです。
もう1回起こると合計10％になり，われわれはどの
ような生活をするのかということにもなる。
　それから脱原発を唱える政権がずっと続いた場
合，われわれの寄って立つところがわからなくなり
ます。ですから原子力を推進するのであれば，想定
外を考えてやはりわれわれも準備すべきだという議
論をはっきりいえますが，どうなるかわからないと
いうのであれば，私は正直いうと，次に向かっての
体制の提案というのは，まだちょっとできないよう
に思います。皆さんどうでしょう？
鈴木：先ほど長谷川先生のほうから，もっと医学界
全体が，あるいは救急医療，災害医療の先生方全体
が，被ばく医療を少し知っておく必要があると話さ
れました。また諸澄先生がおっしゃられますように，
放射線技師はそういうものに対応できるような状況
でして，必ずしも原発周囲だけではなく，日本全体
でそういう教育が進んでいる組織もあるわけです。
ですからひとつは初期被ばく医療機関というような
かたちで教育していくというやり方ではない，別な
関係者の教育というものが絶対に必要になるだろう
と，私は感じています。
　もう一方で，実際に何か事が起きたときに，自動
的に集めることができる，あるいはモニタリングが
できる，あるいは医師，看護師，放射線技師，放射
線測定のできる専門家など，それらを動かせるよう
な，もっとフレキシブルな体制というものを，これ

からもっと考えていく必要があるような気がしま
す。今までは点を考えて，オフサイトセンターを考
えて，そこにロジスティックスを全部集中させると
いうことでしたが，今回はそれがまったく使えない
状態だったわけで，この経験をどのように考えて，
生かしていくかということが問われるように思いま
す。
前川：では，時間が過ぎていますので，1つだけお
願いします。
原口義座（前災害医療センター）：前川先生のおっ
しゃった5％のGDP下落という話は非常に大事だ
と思います。基本的には救急医療の個々の場面の存
在はもちろん重要ですが，それ以上に全体を見てい
けることで，京都の例がいいかどうかわかりません
が，100㎞圏内も視野に入れた議論が必要だと思い
ます。このメガ災害で，国全体のモチベーションが
落ちている状態が続くということは，どんどん悪循
環に入っていって，世界的にも悪循環になってくる
だろうと思います。それをやはり持ち直していくた
めに，こういう会議は目先のこともものすごく大事
ですが，同時に広い視野で捉えてエデュケーション
から何から掘り起こしていくということをもっと
もっと強調して，この会の意義を強く出していくこ
とだと思います。それが学会に発展していくことに
も繋がると思いますので，考えていただきたいと思
います。以上です。
前川：結びに相応しい言葉を頂戴いたしました。あ
りがとうございました。これをもちまして，午後の
パネルディスカッションを終わりたいと思います。

◆次期大会長挨拶　明石真言氏
　来年はまだ事故が収束していないということは絶
対にないと思いますが，次回は皆さん方の考えたこ
と，今後どうするかという問題点をより集約できる
ような会にさせていただきたいと思います。
　一応，2012年9月8日の土曜日を考えております。
おそらく会場は放医研の講堂で，そのほうが会の節
約にもなるかと思いますので，皆さん，ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。では来年，また千葉
でお会いしたいと思います。
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第15回放射線事故医療研究会　シンポジウム「東京電力福島第一原発事故時の緊急被ばく医療」

福島医大被ばく医療班の取り組み
Activities of  Radiation Medical Group in Fukushima Medical University
� 福島県立医科大学附属病院救命救急センター被ばく医療班　長谷川　有史
Arifumi Hasegawa, Fukushima Medical University Hospital,Emergency and Critical Care Medical Center, 
Radiation Emergency Medical Team, arifumih@yahoo.co.jp

Summary　福島では「原発内では高線量被ばく」「周辺地域では低線量・広範囲・長期的被ばく」とい
う人類史上2度目の原子力災害が今なお進行中である。
1．発災初期：複合災害による病院機能低下
　地震，津波被害による，誤嚥性肺炎，低体温，骨盤骨折傷病者が連続搬送された。断水で通常医療もま
まならぬなか，福島第一原子力発電所事故が発覚した。14～15日に4人の被ばく傷病者が相次いで緊急搬
送された。対応した救急医と放射線科医が自然発生的に現在の被ばく医療班を形成した。相次ぐ被ばく傷
病者発生，情報錯綜と住民避難指示拡大は，複合災害対応で疲弊した職員を不安と恐怖に陥れた。当時，
院内緊急被ばく医療マニュアルは存在したが未周知だった。
2．緊急被ばく医療班の立ち上げ
　15日午後に被ばく医療の専門集団である長崎・広島大学合同REMAT（Radiation Emergency Medical 
Assistant Team）が来院，初めて原発事故の現状説明を受けた。危機的現実は当初われわれを悲観的・鬱
的精神状態に陥れたが，学外専門家のクライシスコミュニケーションにより蘇生され「胆を据えた」。緊
急被ばく医療立ち上げは学外支援なしには不可能だった。
　班員には「危機介入者」で「一定の危険を伴う業務」であることを周知した。目標を「原発事故の早期
収束」，手段を「原発作業者の健康安全安心を支える」とした。「共通の敵」たる原発の情報収集をして被
ばく傷病者搬送に備えた。
3．原発作業員への緊急被ばく医療
　16日には拠点化後最初の被ばく傷病者が自衛隊ヘリで搬送された。以後これまで12人を収容し，内部被
ばく疑いの傷病者3人を放医研に転送した。被ばく汚染様式は，全身6名，局所4名，外部被ばくのみが
2名だった。
　現在も「除染」業務担当自衛隊，学外医療チームの支援のもと「緊急被ばく医療」体制を維持している。
傷病者の「生理学的重症度」と「被ばく・汚染度」から「疾病治療」と「汚染検査・除染」の優先順を決
める。
　毎朝多職種会議で知識充塡（ミニ講義）し，原発最新情報・達成事項・未解決問題を明確化し，web会
議で現状と全体の中での当院の位置を確認する。定期的シミュレーションと勉強会で知識と技能拡充を図
り組織運営している。
4．公務危機介入者への健康管理支援
　原発に近接する消防職員は，公務危機介入者と同時に被災者でもある。5月4日に遅すぎた被災消防訪
問を行った。職員の身体・心・放射線不安は危機的状況で，業務に支障が出つつあった。自責の内に健康
相談外来を開設，危機介入を始めた。心身面は学内外精神科に協力いただき，われわれは放射線被ばく汚
染に特化した検査診察説明を行っている。公務危機介入者の放射線健康相談を行う施設は少ない上，消防
には公的健康管理システムがない。発災後半年以内に被災消防，警察，ほか約250人の受診希望に対応する。
5．原発周辺地域住民への支援
　原発作業員，公務危機介入者と比較して，一般住民の被ばくは低線量で慢性的である。すでに放射性物
質は飛散し，土壌は汚染され，住民は被ばくに不安を抱いている。しかし過去にも世界中に放射性物質が

　まずは講演に先立ちまして，被災された皆さまに
お見舞い申し上げます。それからこの会場にもたく
さんいらっしゃいますが，福島県のために支援いた
だいた先生方，この場を借りて厚く御礼申し上げま
す。ありがとうございました。

　私はこの原発災害において，福島医大病院がどう
いうことをしたかに特化した話を今日はさせていた
だきたいと思います。いみじくも衣笠先生，そして
富永先生がおっしゃったように，今回の震災は複合
災害でございました。私も震災後よりERに2日間
住んでおりましたが，地震があって建物が壊れて，
津波が来て低体温，誤嚥性肺炎，多発外傷となった
患者さんが，とにかく24時間の間どんどんどんどん
運ばれてまいりました。
　福島医大病院はDMATの参集拠点病院となりま
して，35チーム180人のメディカルスタッフが入り，
3日間で168人の患者数があったわけですが，トリ
アージタッグで赤の30人はだいたい発生後24時間以
内でした。

　また避難地域から病院が避難しておりましたの
で，その避難患者約80人を受け入れるという仕事が
入り，その傷病者を域外に搬送するという仕事もあ
りました。一方，水の供給が断たれており，通常の
医療すらままならないというような状況の中で，原
発事故が現実に起きたということをわれわれは知り
ました（図1）。
　日を追って，3㎞，10㎞，20㎞と避難地域が拡大
していきます。そして今度は3号炉が爆発したらし
いということなど，こういう情報はすべてテレビか
ら得まして，まったく通知などが来たことはござい
ません。爆発，避難指示，そして3月14日に最初の
患者が来て，次の日に3人来て，どうも何か屋内退
避が出たようだ，2号と4号炉が爆発したらしいぞ
ということで，このあと気づいたときには30㎞圏内
が飛行禁止になり，ヘリ運航会社が避難し，自衛隊
が飛行を自粛するという事態になりました。これが
われわれの3月15日までの実情でした。

　私はもともと一般的な救急医で被ばく医療などは
したこともございませんでした。たまたまERにお
りまして，3号炉で怪我をした人が来るらしいから
診てくれといわれ，イエスもノーもなく，「わかり
ました」と院内マニュアルを見ながら，タイベック
スーツを初めて着たぐらいの余裕のない状況で対応
をしました。
　このときに集まった放射線科医と救急救命セン
ターの医者が，現在の救急被ばく医療班の原型に
なっています。14日には自衛隊員の方が左腕神経叢
引き抜き損傷で搬送され，15日には足の挫創でした
が，汚染情報のわからない傷病者が3人，当院に搬
送されてきました（図2）。
　発災前の福島医大病院緊急被ばく医療体制につい
てご説明しますと，一言でいえば備えは不十分でし

フォールアウトした時代があった。食品規制すら行われなかった時代，1960年代に人々はかくも不幸せだっ
たのだろうか？　われわれは福島近辺に新たにフォールアウトが積み重なったと捉えており，この事態へ
の対応が必要だと考えている。福島に暮らすメリットと放射線によるデメリットを，正しく比較し判断行
動するための情報提供を行うこともわれわれの責務である。
6．まとめ
　「地震」「津波」「原子力」に加え「情報」災害により「安全」ばかりか「安心」までが揺らいでいる。「原
発作業員」「危機介入者」「原発周辺地域の住民」の皆様のニーズに応え，安心できる救急医療や健康管理
を，そして福島に暮らすメリットをも提供したい。最後に，長崎大学をはじめご支援を賜った皆様にはこ
の場をお借りして御礼申し上げたい。

複合災害による病院機能低下

緊急被ばく医療班の立ち上げ

図1　地震，津波，原発事故の複合災害
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福島医大被ばく医療班の取り組み

たし，事業所とのコミュニケーションもありません
でした。JCOの臨海事故等で2001年に除染棟といわ
れる箱物ができました。そのあと2002年にマニュア
ルを作りましたが，現場とのパイプはございません
でした。その中で起きた原発事故の対応ですから，
もうどうしていいのかよくわからなかったという状
態です（図3）。
　そこで3月15日に緊急被ばく医療の特別チーム，
長崎・広島合同緊急被ばく医療支援チーム（REM
AT）が来てくださいまして，これは助かる、もう大
丈夫だと思いました。原発事故の現状説明をここで
初めて受けました。
　そして臨界による高線量被ばく傷病者が出て，ヘ
リで大量に福島医大病院へ運ぶだろうということ
で，体育館に患者さんを一時収容し，遺体も出るだ
ろうから1階のプールに安置しますということに
なっています。そして医療に関しては補液程度が限
界かもしれない戦場のような想定で，大学病院もも
しかしたら閉鎖されるかもしれない，その上われわ
れも隔離の可能性があるということを，震災後3日

目か4日目になってそうした実情を教えていただい
て，かなり肉体的・精神的に限界に来たのを覚えて
おります（図4）。
　このときのわれわれの精神状態は，いってみれば
図5に示すがん告知後と類似のような状態でした。
まず最初に話をうかがって，やはりそうだったかと
ボロボロ涙を流す方もいまして，絶望感を経験し，
そのあと苦悩や不安の日々が3日間続いたといいま
すか，毎晩チームの人たちが1人ずつ泣き崩れて，
最終的には全員が泣き崩れる状態でした。
　そして不思議と人間，泣いたあとにはさっぱりし
たもので，4日目から1人ずつ再生をしていきまし
なが，当時のことを思い返すと，われわれに熟慮の
猶予はなく，とにかく目の前で起こる災害に対して
なにかアクションを起こさなければならない，それ
がわれわれの実情でした。
　このときにわれわれを救ってくださったのが，災
害アドバイザーの先生方です。まさに自身の生命の
危機においてクライシスコミュニケーションを受け
ました（図6）。今となってはどんな話をされたの

図2　被ばく医療は突然に始まった 図4　専門的支援と被ばく医療体制再構築

図3　発災前の福島医大緊急被ばく医療体制 図5　がん告知後類似の精神症状を体験

か覚えていません。ただ私が今でも覚えているのは，
「災害との出合いというのは避けられない，だった
らもう肝を据えてこの事態に対応するしかない」，
ただこれだけ感じたことをよく覚えています。
　そして緊急被ばく医療をやりましょうということ
で，立ち上げました。職員も非常に怖がっています
ので，まずは緊急被ばく医療というのは一定のリス
クがあるんだよ，どんな医療も同じだけども，とい
うことを明言しました。通常，一般住民は事態収束
まで避難するのが当然ですが，われわれは危機介入
者だから，事態収束のために努力するけれどそれは
危険を伴うということを，まず申し上げました。そ
して組織の中で目標を共有しようと努力しました。
　1つはわれわれの目的は，原発事故の早期収束で
あって，そのためには一生懸命働いている2,000
人の作業員の健康，安心，安全を支援するのは当然
であるということ。そしてあれが悪いこれが悪いと
考えがちですが，敵は具体的には原発事故で，特定
の企業ではない。
　それから危機介入のための準備を行いました。具
体的には除染機能を確保しましたし，それから放射
線防護策と汚染拡大防止対策を整備しています。そ
して知識と技能も何もなかったので，勉強会とシ
ミュレーションを繰り返し，web会議を通じてわれ
われの立ち位置を知りました。
　毎朝，他職種ミーティングを10時から行い，原発
の最新情報や問題点は未解決のものと解決済みのも
のと明確にするなどして，ともかく一体感を出す努
力をしました。ですから広島大や長崎大の人がいて，
福島の僕がいて，JAEAさんがいて，自衛隊さんが
いてと，かなり他職種，多施設の被ばく医療だった
と思います（図7）。
　被ばく医療の知識と技能維持のために，7月まで
は，毎週月火水と院内勉強会を行っており，月曜日

は核，火曜日は外傷，水曜日はその他，あと木曜日
は隔週でシミュレーションとそのビデオ反省会を専
門家の指導の下で行いました（図8）。
　最悪のシナリオも一応，2回ぐらいシミュレー
ションしましたが，もう思い出したくもありません

（図9）。

　
　われわれの病院は図10のようになっており，手前
側のヘリポートは主にドクターヘリが使用していま
す。当初原発内の被ばく傷病者は，右上のグラウン
ドに自衛隊大型ヘリで搬送され，その奥の体育館で
治療を行う予定でした。
　除染施設に関しては7月までは図11のようなファ
シリティがございましたが，8月1日より撤退し，
今は有事のときに新たに組み上げるというかたちで
対応しています。
　図12に搬送の流れを示します。緊急の場合には救

図6　クライシスコミュニケーション 図7　多職種ミーティング，Web会議

図8　被ばく医療の知識と技能維持，院内勉強会と
　　　シミュレーション

原発作業員への被ばく医療
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急車両以外にもリヤカーでも患者を被ばく棟に運
び，ファーストインプレッションで患者が生理学的
に不安定であればそのまま被ばく棟に入れて治療，
患者が安定していればなるべく全身シャワーで除染
しようと努力しています。図13のようなかたちで汚
染拡大防止策を図っています。
　それから診療方法に関しても，とにかく素人でし
たので，もともと慣れている診療スタイルになるべ
く外付けをして，今までの診療システムをうまく利
用しようということで，JTAECの診療手順に被ば
く医療のシステムを外挿して，簡単な汚染検査，簡
単な除染，それから詳細な汚染検査と詳細な除染な
いしは被ばくの評価というような感じでやってきて
います（図14）。
　実際の診療風景ですが，こんな感じでやってきて
おります（図15）。
　まとめますと，不十分だった被ばく医療体制が
REMATによって少しずつ整備され，合計12人の傷
病者を受け入れ，内部被ばく疑いの傷病者3人を放
医研に転送しました（図16）。

図9　最悪のシナリオ 図11　除染設備図

図10　福島医大病院　緊急被ばく医療棟 図12　患者搬送の流れ

図13　汚染拡大防止策

　震災後，お示ししたようなことで何となく仕事を
していたような気になっていたのですが，実は何も
みえていませんでした。5月に入り拠点訪問で消防
を訪問したときに，図17のようなご意見が出ました。

「もっと早い時期に来てほしかった」「今後，今の職
場が存続するかどうか心配です」「子どもの成長が
心配です」「もう消防の仕事は辞めたくなってしま
います」「風評被害というよりも，ここにいるだけ
でばい菌扱いされている」，それから「放射線の被
害がわからないし，将来の復興がわからないし，先
が見えないし，お金がないし，特別手当ももらって
いない」，こういう消防の業務破綻の状況を5月4
日に初めて知り，いったい自分は何をしていたんだ

図17　遅すぎた拠点消防訪問（双葉5/4，相馬5/19）
業務破綻の危機

公務危機介入者への
健康管理支援

図14　福島医大「緊急被ばく医療」のコンセプト
─既存診療手順への外挿─

図16　福島医大被ばく医療班診療のまとめ

図15　被ばく医療棟治療の実際
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福島医大被ばく医療班の取り組み

ろうと非常に自責の念に駆られました（図17）。
　そこで被災消防職員の健康や安全・安心のために
何かできないかということで，身体と心と放射線に
関しての健康相談外来を5月16日に立ち上げていま
す。身体は民間検診に委託をし，心は福島医大の心
のケアチームに引き継いで，現在は，長崎大・広島
大・福島医大の合同チームで放射線に特化した健康
相談外来をさせていただいています。
　そして総務省，消防庁が動いてくださいまして，
6月13日に双葉，7月12日は相馬にそれぞれ総務省，
消防庁が介入しています。
　私の認識では消防は地方公共団体経営ですので，
心と身体と放射線の法的支援システムは現在存在し
ないと理解しております。身体に関しては健康診断
が行われても，心に関しては消防はもちろんのこと
警察にも，自衛隊にもフォローがない。自衛隊は
NBC部隊幹部自身が放射線の講習をしているとい
う事態を把握しました。そこでこれらの公務危機介
入者の健康管理体制システムを作りました（図19）。
　図20はその放射線健康相談外来の実績で，5月16
日から開始して8月22日現在203人に行われており
ます。
　アンケートをとっていたのですが，はじめ評価の
低かった消防からも，救急隊員からも徐々に評価を
いただけるようになり，ありがとうと言ってくれま
したので，非常に嬉しかったです。

　そしてまだまだ仕事がありまして，実はわれわれ
の責務として原発周辺住民への支援というものが
残っています。オールジャパンというような言葉も
ありましたが，図21のように全国からの専門家が集
まっており，本当にオールジャパンで何とかやらせ

図18　福島県の消防本部，医療圏と医療拠点 図19　公務危機介入者の健康管理体制

図20　放射線健康相談外来の実績

図21　オールジャパンの医療支援
原発周辺地域住民への支援

ていただきます。
　未解決問題を図22に出させていただきました。こ
れは一般住民に対する放射線事故対策の未解決問題
です。1つは再発災時の緊急対応について，再飛散
時の対応，それからヨウ素使用の時期と場所，飛散
情報や屋内退避，避難指示の伝達方法，この提示が
ありません。
　それから今回の事故から受ける影響を，特に一般
住民に限っていえば，慢性の低線量で広範囲の被ば
くだという大前提のもとに申し上げると，慢性の外
部被ばく低減の対策としてサンプリング点の増加，
線量マップの作成と住民への説明で，特に説明の力
はどういうプランかがまったく提示されていませ
ん。それから除染方法に関しては，日本の英知を集
結して何とか開発していただきたいと思います。そ
れと慢性の内部被ばくの低減に関しては，たとえば
食肉を例に挙げれば，肉牛の出荷に関しては農水省
ですが，そのサンプリングについては厚労省という
ことで，いわゆる縦割りでなかなか進まなかった可
能性があります。この縦割りを超えて協調していた
だかないと，また同じことが起きてきます。
　それからキノコの他にも，野菜の流通コントロー
ルに関して，これは政府ではなくて自治体のような
小さな単位でやる必要があるかもしれません。
　それと被ばくの不安低減に関してですが，リスク
コミュニケーションについて専門家の皆さんの統一
のない議論が，社会不安の一因となっているという
ことを認識していただきたいと思います。
　被ばく線量評価とその説明に関しては，外部被ば
くは放医研が調査してくださっておりますし，今後

の外部被ばくについては市町村で，福島では学童に
ガラスバッジを配っています。ところがそのガラス
バッジの評価の統一に関して，誰がいつどこでどの
ようにどんな基準でやればいいかということが決
まっていません。これは解決しなければならないこ
とです。
　また今後の内部被ばくに関しては，ホールボディ
カウンタの利用法と結果説明法の統一が求められま
す。
　そしてわれわれができることは図中の下線を引い
たところだと思うのですが，当院のリスクコミュニ
ケーションに関して申し上げれば，小規模で市町村
職員や病院の職員対象のものを今やっております。
そしてこだわっていることはワンボイスで，声を揃
えるということにこだわっています。これはこれま
でのリスクコミュニケーションが，専門家による見
解の違いが住民の精神的不安をかえって増大させて
いるという事実を踏まえて，ワンボイスにこだわっ
ているわけです。現状では，フクシマに住むメリッ
ト，デメリットを天秤にかけて判断することが難し
くなっているわけです。
　図23は，同僚の宮崎先生からいただいたのですが，
今後の内部被ばく評価に関しては，ホールボディカ
ウンタを，今後は慢性摂取の評価に用いるのがいい
んじゃないかと思っていますが，公とのすり合わせ
ができていません。
　図24は僕の友人の娘さんですが，夏休みの宿題が
放射線です。放射線に恐怖があるからこのような
テーマを選んだのかもしれませんが，将来への希望
を感じます。将来的には生命への興味からもこうい

図22　周辺地域住民の放射線事故対策未解決事項
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う勉強をしてもらいたいと思っています。
　まとめです。原発作業者に対して緊急被ばく医療
の備えをしていますが，これまではそれが不十分
だったと反省しています。そして危機介入者に求め
られていた心のケア，放射線のケアを行って，さら
に原発の周辺住民に対して情報提供，リスクコミュ
ニケーションをまだ何もできてはいないのですが，
一生懸命もがいてやっているという状況です。そし
て今は緊急被ばく医療から日常的・恒常的被ばく医
療に移行しつつあります（図25）。
　最後に被ばく医療のあり方に対する問題点と対策
を図26に示します。
　今日は原発作業者の医療の問題，危機介入者の医 図26　被ばく医療の在り方に対する問題点と対策

図24　将来への希望

図23　内部被ばく評価：WBC利用案（宮崎案）

図25　緊急被ばく医療から，日常的・恒常的被ばく医療へ

療の問題，原発周辺住民への医療の問題，そして私
たち自身の医療の問題をお話させていただきまし
た。原発作業者の医療に関しては，いみじくも冨永
先生がおっしゃったように一般の地域医療の整備が
あってこその緊急被ばく医療なのではないかと，私
も思います。また危機介入者には早急な支援の整備

が必要だと思います。そして周辺住民に対しては放
射線影響に関する見解のある程度の統一，すなわち
ワンボイス，声を揃えることが必要だと思います。
　私は新潟の出身ですが，福島のことが大好きでこ
れからも福島で生活していこうと思っています。以
上，ご静聴ありがとうございました。
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　地震発生当日，津波の被害にあった福島県沿岸部
の浜通りで，実際に津波の被害者に対する対応を
行った大学所属の整形外科医師は2名であった．地
震発生時，2名はそれぞれ双葉厚生病院（双葉町）と
県立大野病院（大熊町）にいた．県立大野病院の1名
は当日，福島市内へ戻ることができず，帰り道で双
葉厚生病院に寄り，双葉厚生病院で対応していた1
名と現地スタッフとともに，地震や津波の被害者の
初期診療を行った．この2名は，地震や津波の被害
者の搬入が一段落したのを見届けて，翌日夕方に福
島市に戻った．
　大学病院では，震災発生後，全面的に救急重症患
者対応に特化した対応をとるべく準備を始めてい
た．具体的には，外来，定期手術を中止し，緊急用
のベッドを確保するため，自宅の被害が少ない患者
に対して退院をお願いした．さらに病院玄関フロア
に臨時ベッドを多数用意し，看護学部棟に入院の必
要はないが自宅に帰すことができない患者のための

入所設備を確保した．また，救急患者に対応するた
め，希望する臨床研修医（初期研修医）を救急科所
属とした．DMAT（災害派遣医療支援チーム）が最
大で約35チーム，180名が福島医大附属病院へ集結
した．
　整形外科では，阪神・淡路大震災の経験から，崩
壊した家屋から救出されて搬送される外傷患者が多
くなるのではないかという予想のもと，緊急手術に
対応すべく，終日最低6名以上を院内待機とし，人
手が足りないときは在宅待機の者を呼び出すという
体制をとった．院内待機していた者は，交代制で救
急外来のトリアージ後の緑タッグ（後述）の外来を
担当した．南東北で唯一使用可能であった福島空港
を通じて，手術に必要なインプラントなどを全国各
地の支援病院・企業・団体などから空輸して確保に
努めた．
　以上のように様々な準備をしていたが，実際には
地震発生後3日間の震災関係の緊急外来受診者は大
学病院全体で168名と，予想に反して極めて少数で
あった．168名の内訳は，緑タッグ（保留群，軽症群）
93名，黄色タッグ（待機的治療群，中等症群）44名，

　2011年3月11日の東日本大震災とそれに引き続く原発・放射線問題から、はや1年がたとうとしている。
残念ながら福島県では、原発・放射線問題がいまだ収束の兆しがみえない。
　福島県立医科大学は、津波の直接の被災地から内陸へ約60㎞入った福島市に立地している。福島医大整
形外科としてのわれわれの経験は、主として後方支援病院、すなわち、被災地の援助をいかに行ってきた
かに集約される。津波被害があった沿岸部における整形外科医の役割については、他稿を参考にされたい。
本稿では、後方支援病院としてのわれわれの経験だけでなく、いまだ収束していない原発・放射線問題に
よる福島の医療に関する現状を述べる。

臨床整形外科Vol.47　№3　2012.3（医学書院）「福島県での経験から」掲載

福島医大，福島医大整形外科の活動と福島県の現状
大谷　晃司＊1,2）　紺野　愼一＊1）　宍戸　裕章＊1）

The Great East Japan Eathquake and Radiation Exposure Problem in Fukushima
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東日本大震災と引き続く放射線被ばく問題について

Key words：地震（earthquake），放射線被ばく（radiation exposure），整形外科外傷（orthopaedic trauma）
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地震発生から数日間
（超急性期：災害医療対応）

赤タッグ（最優先治療群，重症群）30名，および黒タッ
グ（死亡群）1名であった．結果的には，震災発生後
の超急性期においては，後方支援病院へは，被災地
からの重症患者の搬入が少なかった．これは，今回
の人的被害の大多数は津波により流され亡くなった
こと，家屋倒壊などによる人的被害がほとんどな
かったことによる．震災後1週までの福島医大整形
外科の臨時手術は10名11件であり，直接の地震，あ
るいは津波による外傷4名すべてが沿岸部である浜
通りからの搬送者であった．

　地震発生後，東京電力福島第一原子力発電所（以
下，福島第一原発）の全電源喪失により，3月11日
から福島第一原発周囲の避難指示が出された．その
後の原発事故による放射線被ばくの問題から，避難
指示の範囲は少しずつ拡大され，3月15日には，福
島第一原発から20㎞以内＋福島第二原発から10㎞以
内に避難指示が，福島第一原発から20～30㎞以内に
屋内退避指示が下った（4月21日まで継続，参考文献・
資料7）．これらの地域には13の病院があり，当時1,
333名の入院患者がいたとされる．福島医大には，
沿岸部の病院から自衛隊のヘリコプターや救急車，
あるいはバスなどで患者が搬送され，また福島県内
では会津地域の病院あるいは福島県外の病院への搬
出の中継病院として，175名の患者の一時受け入れ
を行った．患者の搬入と搬出に際しては，トリアー
ジを救急科所属となった臨床研修医が行い，学生ボ
ランティアと事務系職員，あるいは基礎系教員が中
心となって，全学を挙げて対応した．幸いなことに，
搬入搬出に当たって，死亡者を出すことはなかった．
特に患者搬出に際しては，初期臨床研修医がてきぱ
きと指示を出し，事を進めていた．これをみた応援
に来ていた他大学の医師が，初期臨床研修医が自主
性を持ってこれほどできるのかと感嘆していたとい
う．初期研修医が震災や放射線問題について，どう
行動し，何を考えたかについては，参考資料を参照
されたい（参考文献・資料4，5，9，12）．

　大学病院は，地震による人的被害はなく，建物自
体の影響はほとんどなかった．電気は通じていたが，
断水が生じていた．断水は地震発生後1週で解消さ
れた．断水が解消されたことで，外来診療や定期手

術の再開が可能となった．3月22日から内科と産科
の外来を再開し，患者受診の動向をみながら順次拡
大し，3月28日から全科において外来を再開した．
手術は手術部，麻酔科，外科系各科が話し合い，優
先順位の高い患者から予定手術を再開した．整形外
科では，歩行不能の頚髄症に対する手術を3月22日
に行った．4月4日からは，通常通りの手術体制となっ
た．
　一方，津波で家を失った住民，あるいは放射線被
ばく問題で退去せざるを得なくなった住民が避難し
ている避難所，あるいは，行政機能や医療機能が麻
痺した福島第一原発から20～30㎞以内に屋内退避し
ている住民の健康管理が課題として挙がってきた．
これに対応すべく，3月28日から緊急広域医療支援
チームとして，避難所を巡回する内科，小児科，心
身医療科などからなる高度医療緊急支援チームと，
在宅で孤立した人の実態把握と支援を行う地域家庭
医療チームを立ち上げ活動した．特に後者は，福島
医大だけでなく，長崎県，長崎市，長崎大学，長崎
県・市医師会，自衛隊，消防機関，地元医師会・歯
科医師会・医療機関，市町村，保健福祉事務所，日
本精神保健福祉協会などが連携し，南相馬市，田村
市，いわき市，浪江町，広野町，飯舘村の一軒一軒
の家庭を訪問して調査した．この調査は5月末まで
続けられ，合計393名の在宅医療をしている患者を
訪問し，うち直ちに医療が必要と判断された患者が
5名いた．6月以降，この活動は，地元の自治体や医
療機関などに引き継がれた（参考文献・資料11）．

　それぞれの病院で，それぞれの状況でできる限り
の対応を行った．特に避難指示が出た福島第一原発
から20㎞以内＋福島第二原発から10㎞以内に整形外
科の常勤医がいたのは，県立大野病院であった．避
難指示が出て，着の身着のままでカルテや試料の持
ち出しができず，20㎞圏外の一時避難所へ移動した．
そこから患者を各施設へ紹介転院させた．当科に紹
介された患者の紹介状は，カルテが手元になく，詳
細な情報を提供できないことを詫びる文章から始
まっていた．
　福島全県を網羅した完全なデータではないが，福
島医大整形外科関連病院における地震発生後の震災
関連の入院を要した外傷の整形外科患者数を表1に
示す．このデータでみても，入院を要する直接の震
災関連の整形外科患者はそれほど多くなかったこと
がわかる．
　また，筆者が外勤先として外来診療をしている南

地震発生から1週間前後
（急性期：退避患者対応）

地震発生からおよそ2週以降
（慢性期：避難民への対応）

県内の病院整形外科の対応
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東日本大震災と引き続く放射線被ばく問題について 福島医大，福島医大整形外科の活動と福島県の現状

相馬市鹿島区の鹿島厚生病院は，福島第一原発から
は約32㎞のところにある．この病院には常勤の整形
外科医はおらず，大学からの派遣で震災前は週に3
回（全日が2回，午後のみが1回），震災後は5月の連
休明けから週に4回（全日が3回，午後のみが1回）の
外来診療を行っている．
　震災前後の外来受診患者ののべ数の推移を図1に
示す．患者数が減ったのは，震災後，病院を一時閉
鎖したためである．一方，2011年（平成23年）12月
末現在の南相馬市自体の人口は，震災前の6割程度
とされているが，患者数が増えたのは，病院周囲に
仮設住宅が多数建てられ，高齢者の受診者が増えた
ためである．しかし，仮設住宅には，義務教育を受
けている子供は少ない．高齢者は自宅に近い仮設住
宅で，子供たちは放射線の影響を避けるため他の地
域で暮らしており，家族がバラバラな生活を強いら
れている家庭が多いという現実がある．

　福島第一原発1号機の水素爆発以前に圧力弁を開
放した段階で，一般住民への放射線被ばくの可能性
が生じた．圧力弁の開放の効果もなく，12日には1
号機で，14日は3号機で水素爆発が生じ，15日には2
号機で爆発音が聞こえ，4号機が火災となった．記

録によれば，12日の夜には，被ばくの疑いがある住
民4名が，はやくも大学病院を訪れている．以後，
放射線科・放射線部が中心となり，福島第一原発20
㎞圏内からの患者など，被ばくが疑われる患者につ
いては，被ばくスクリーニングをして，シンチレー
ションカウンターで10万カウント以上を被ばくあり
として，除染を行った．実際に除染が必要と判定さ
れる10万カウント以上を示す患者は極めて少なく，
仮にカウント数が多くとも，靴や衣服を脱いだり，
洗髪しただけで，カウント数は激減した．
　大学内では，さらなる大規模爆発が生じたときは
コードレッド（窓を閉める，換気を止める，外出禁
止等）を発令すると告知されていた．しかし，幸い
なことに，一度もコードレッドの発令はなかった．
しかし，コードレッドの内容が告知されたときは，
今後に対する漫然とした不安が院内，学内に拡がっ
たのは事実である．
　大学病院は，二次被ばく施設として，福島第一原
発での作業員等が高度の放射線被ばくを受けたとき
の初期診療と除染を行い，三次被ばく施設へ転送す
るか，そのまま当院で加療をするかということを判
断する必要があった．3月14日から30日までに福島
第一原発から合計11名が搬送された．いずれも大事
には至らなかった．除染後，手術的加療が必要な場
合には，すべての機器をビニールでコーティングし
た手術室で対応する予定であり，患者の搬送や手術
室で模擬手術といったことを現在でも定期的に行
い，不測の事態に備えている（図2）．実際には，整
形外科的外傷で搬送される頻度が高いのではないか
ということで，整形外科医もこのシミュレーション
に参加している．震災以後現在まで，幸いなことに，
高度放射線被ばく者に対して手術室の使用に至った
例はない．

放射線被ばくに対する対応

図1　鹿島厚生病院における整形外科外
来患者数の推移

震災後、病院を一時閉鎖したため、一時、
患者数は減少した。しかし、病院周囲に
仮設住宅が多数建設されたことにより、
現在では震災前を上回る患者が受診して
いる。

表1　震災関連整形外科入院患者数（2011年3～6月）
地震、あるいは津波の直接被害により生じた整形外科的疾患
の入院患者数を示す。福島県全体の調査数ではないが、入院
を要する直接の震災関連の整形外科患者は、予想されたほど
多くはなかった。

震災関連整形外科入院患者数
全科病床数

3月 4月 5月 6月
いわき 18 14 9 4 1,034
県北 38 25 5 8 1,322

郡山・県中・県南 23 10 6 3 1,106
会津・南会津 2 5 5 4 260

　震災発生当時，医学部5年生はbed　side　learn-
ing（BSL）を，4年生は基礎上級（基礎系の講座に配
属され，それぞれのテーマについて研究する）の授
業中であった．地震発生後，食事と宿泊場所を提供
するのでボランティアとして学生の力を借りたいと
いう申し出が大学病院のほうからあり，有志の学生
がボランティアとして参加してくれた．12日からは，
学生ボランティアは災害対策本部直属となり，筆者
が担当することになった．ボランティアの作業内容
は，検体搬送や薬剤受け取り，患者やDMATなど
の案内など，学生の言葉を借りれば，“すきまをう
める仕事”，“持ち場のあるスタッフが対応できない
仕事を行う”であった．
　彼らのパワーが最大限に生かされたのは，3月14
日から15日未明にかけて，福島第一原発20㎞圏内か
ら自衛隊のヘリ，あるいは警察バスで一度に大量の
患者が搬送されてきたときである．かなりの患者が
一度に搬送されてくるとの事前連絡はあったが，い
つ来るのか，本当に来るのかが全くわからないとこ
ろに，突然搬送されてきた．救急科医師の指導のも
と，学生たちは患者の病院内への搬送と院内の移送

の主力として活躍してくれた．
　学内だけでなく，学外でボランティア活動をして
いた学生も多い．表2は，福島医大学生に対するボ
ランティア活動の参加がどのくらいであったかの調
査結果である．かなりの学生が，それぞれの立場で
ボランティア活動に参加していたことがわかる．福
島医大学生の様々なボランティア活動について．す
でに滋賀大学，香川大学，公立大学協会，国際医学
部生連盟（IFMSA）九州地区などで報告を行い，全
国の学生とわれわれの経験を共有できるよう努力し
ている．福島医大学生のボランティア活動とボラン
ティア活動を通じて何を感じたかについては，参考
資料を参考にされたい（参考文献・資料1，2，3，
10）．

　福島医大救急科が中心となり，福島市に直下型地
震が生じたという前提で，2010年9月25日に，災害
時の医療対応を学ぶ訓練を消防，自衛隊，DMAT
などと行っていた．多数の患者が大学病院に搬送さ
れてきたというシナリオのもとに，トリアージをど
こでするか，DMATの本部をどこに設置するか，
自衛隊や消防との連携をどのようにして患者を移送
するかなどのシミュレーションを行っていたので，
今回の震災において，当院の初動は比較的速やかに
大きなトラブルなくできた．平時より，災害発生可
能性に備えて訓練するという重要性を痛感させられ
た．
　今回は，患者の移送において，学生ボランティア
が大活躍してくれたのは先に述べたとおりである．
実際に学生ボランティアが患者を移送するときに問
題となったのは，患者を車いすからベッド，床から

学生ボランティア

災害教育の重要性

表2　福島医大医学部生ボランティア参加者数
震災発生時、学生であった2年生から6年生は、何らかの形で
ボランティアに参加している学生が多かった（2011年5月調
査）。

図2　手術を要する放射線被ばく患者への対応
a：被ばく者対応用の手術室：すべての機器が放射線物質に汚染されないように、ビニール袋でコーティングされている。
b：手術室での訓練（整形外科）：実際の手術をシミュレーションすることで、二次被ばくを避けるにはどうしたらよいか、1つひと

つの手順を検証している。

1年 2年 3年 4年 5年 6年
アンケート回答者数 91 72 60 44 75 19

ボランティア
活動者数（％）

9
(9.8)

23
(32)

26
(43)

17
(39)

40
(53)

18
(98)

平均活動
回数

4.1
(1～30)

3.1
(1～15)

4.4
(1～14)

5.1
(1～14)

4.5
(1～15)

4.6
(1～20)
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東日本大震災と引き続く放射線被ばく問題について 福島医大，福島医大整形外科の活動と福島県の現状

車いすやベッドにどうやって移動させてよいかわか
らないということであった．現実にはOJT（on　
the　job　training）で乗り切ったわけであるが，
医学部教育では，患者の移送法について教えていな
いという事実が明らかになった．また，全国有数の
原子力発電所をもつ県の医科大学でありながら，放
射線被ばくに関する実践的な教育が全くなされてい
ないことが明らかになった．今後，災害医療研修セ
ンターが基金事業として大学病院内に設置される予
定である．今回のわれわれの経験をきちんと検証し，
また，阪神・淡路大震災の経験を学び，学部教育や
卒後教育の中で，医師だけでなく，医療に携わる人，
ひろくは地域住民にも実践的な災害教育を行ってい
く必要がある．そして，災害に強い福島県，あるい
は福島医大を目指したい．

　福島において，東日本大震災を語る際には，放射
線被ばくに関する問題を避けるわけにはいかない．
特に今回の福島第一原発の問題は，低線量の長期被
ばくである．その被ばくとは，外部被ばくと，食物
を通じて体内に放射性物質が取り込まれることに
よって生じる内部被ばくに分けられる．現時点では，
高線量の外部被ばくが健康に対してどのような影響
を与えるかということは，広島・長崎の原子爆弾の
経験から，ある程度わかっている．しかし，今回の
ような，内部被ばくを含めた低線量の長期被ばくに
よる健康障害が実際に起こるのかどうかは，今まで
の知見から類推するしか方法はない．次第に明らか
になってきている実際の外部被ばくや内部被ばくの
量からは，過去の知見と論理的，合理的にあわせて
考えると，おそらくは長期的にも健康障害が生じる
ことはないと考えられる．そうはいっても実際の被

ばく問題には，放射線被ばくを恐れる本能的な感情
とともに，事故さえなければ浴びる必要のない放射
線を浴びているという現実が，住民感情に大きく影
響している．福島県は向こう30年以上，202万人県
民の健康追跡調査を行い，住民の健康を守るととも
に，将来のために，福島の経験をエビデンスとして
残す事業を開始した．住民が安心して生活を行って
いくためには，健康を確実に守るという行動をする
とともに，被ばくに関するデータを公表し，他の健
康に関するリスクと比べてどの程度の影響があるか
を明らかにする必要がある．特に被ばくに対する世
間の混迷・困惑の大部分が，被ばくに関する数値の
一人歩きに起因していると思われ，実際の健康への
影響は，他のリスクと比較して相対的にどの程度の
リスクがあるかを伝えることが重要であると考え
る．

　東日本大震災とそれに引き続く放射線問題が，福
島県の医療に与える影響は極めて大きい．全国的に
みても，2008年と2010年を比較すると，人口10万人
あたりの医療従事者は，全国平均は212.9人から
219.0人へ増えているにもかかわらず，福島県は
183.2人から182.6人へ減少している．減少を示した
都道府県は，福島県を含めてわずか2県のみであっ
た（参考文献・資料8）．福島県の人口は，震災前は
約202万人であったので，震災前ですら，全国平均
と比べて医療機関に従事している医師は実数で735
名ほど少なかった．震災後，福島県の調査によれば，
2011年3月1日と12月1日の県内の138病院における病
院勤務医師数の比較をすると，福島県全体で71名の
減少であった．8月1日に比較して，24名減少してい

東日本大震災と放射線問題が
福島県の医療に与える影響

放射線被ばくに関する問題

表3　医療機関で働く医師数の変化（2011年3月1日との比較）
福島県全体でみてみると、県内の138病院で震災前に比較して71名の医師が減少していた。

医療圏
2011年
3月1日
病院数

常勤医師数（実数） 常勤医師数（増減）

2011年
3月1日

2011年
8月1日

2011年
12月1日

3月と8月
との比較

8月と12月
との比較

3月と12月
との比較

県　北 32 665 681 679 16 ▲2 14
県中（郡山市） 22 536 521 506 ▲15 ▲15 ▲30

県中（郡山市以外） 11 71 72 72 1 0 1
県　南 10 110 116 113 6 ▲3 3
会　津 19 238 242 239 4 ▲3 1
南会津 1 12 15 14 3 ▲1 2
相　双 16 120 61 61 ▲59 0 ▲59
いわき 27 261 258 258 ▲3 0 ▲3
合　計 138 2,013 1,966 1,942 ▲47 ▲24 ▲71

た．その内訳をみると，原発を有する相双地域が59
名，郡山市が30名の減少であった．一方，福島医大
がある福島市を中心とした県北地域は14名の増加で
あった（表3）．結果的には，避難を強いられ，病院
での医療活動ができなくなった相双地域の医師を福
島県内で吸収することができず，医師の流出を食い
止めることができなかった．比較的放射線量が高い
とされている福島市を中心とした県北地域では医師
の流出はないにもかかわらず，同様の条件である郡
山市の医師流出が進んでいる理由は定かではない．
関東圏から派遣されている医師が引き揚げているこ
とがその原因のひとつであると推察される．
　臨床研修医招聘にも影響が出ている．2011年4月
から福島県内で研修を始めた医師は70名で，4名が
震災後，特例処置により，研修先を福島県外へ変更
した．また，平成24年度のマッチングは，福島県の
マッチング数は61名で，新臨床研修制度開始以来，
最低のマッチング数であった（過去8年間の福島県
の平均マッチング数は76.6人）．総数からみると，
61名という数字は，全国では下から9番目のマッチ
ング数であった．定員に対するマッチング率（充足
率）は41.8％であり，47都道府県中で最低であった
（参考文献・資料6）．災害医療研修センターとタイ
アップしながら，福島県内の臨床研修病院ネット
ワークを核として，福島でこそ学ぶことができる研
修を前面に押し出して，福島県全体として臨床研修
医招聘に努める必要がある．
　福島第一原発から20㎞圏内，あるいは，放射線被
ばくが比較的高いとされる計画的避難区域や特別避

難推奨地域の住民は，津波で住居が流された住民と
同様に，様々な場所で避難生活を行っている．特に
いわき市では，避難してきた住民が3万人を超え，
地域の福祉・行政，あるいは医療機関の対応能力の
限界を超えている．厚生労働省は，2012年1月27日
付けで，相双地域での医師不足の解消のために南相
馬市の相双保健福祉事務所に設置している「厚生労
働省相双地域医療従事者確保支援センター」を「厚
生労働省相双地域等医療・福祉復興支援センター」
に改称し，厚労省の職員を2名から3名に増員して，
いわき市の福祉分野のてこ入れを開始した．
　今回の震災とそれに引き続く放射線問題により，
相双地域の入院機能を持つ16の医療機関のうち，
2011年12月末現在で震災前と同様の機能を有してい
るのは3病院に過ぎず，7病院が原発20㎞圏内にある
ため，機能が完全に停止している（図3）．特に精神
科の病院はすべての入院機能を失い，1病院が外来
を再開し，相馬市に精神科の外来を開設し，対応し
ている．全国からの支援により，アウトリーチ型の
精神科クリニックが開設され，また，1病院が入院
機能を含めた再開を計画中である．一方，地域別に
みると，放射線問題で一時期7万人を超えていた人
口が1万人まで減少した南相馬市は，緊急時避難準
備区域の解除とともに，小中高校の再開と相まって，
人口が4万人までに回復してきた．しかし，南相馬
市の医療の中核を担ってきた旧原町区の4病院の現
状は，表4の通りである．医師の数もさることながら，
看護師をはじめとするコメディカルの確保がままな
らず，医療の復旧のめどが立たないのが現状である．

図3　相双地域の医療機関
相双地域にある16病院のうち、2011年12
月末現在、完全に機能を停止している病
院が8病院、外来・入院を一部再開して
いる病院が5病院である。完全に機能を
維持している病院は、福島第一原発から
30㎞圏外の3病院に過ぎない。
緊急時避難準備区域は、2011年9月30日
をもって解除された。



第
3
章

放
射
能
と
の
闘
い

FU
KU

SH
IM

A
 

い
の
ち
の
最
前
線

252 253

参考文献・資料

住民がいる以上，最低限の医療の提供を目指さなけ
ればならないが，その現状はいまだ厳しいものがあ
る．

　急性期を過ぎ，慢性期となった現在，医療や福祉
という狭い分野においても，長期的な視点からの支
援が必要となってくる．長期の支援は，個人の力で
はなかなか難しい．特に今回のような広域の災害の
場合，県内はもちろん，広く県外にも，都道府県単
位，市町村別単位，病院別単位各々で，支援に関す
る協定を結び，有事の際には相互に助け合うという
制度を作るのが有効ではないかと思われる．また，
平時から災害医療に対する教育，住民への啓発活動
が重要である．
　現時点で医療人としての最優先課題は，健康に対
する県民の不安を少しでも軽減できるようにするこ
とである．具体的には，全県を挙げて取り組んでい
る県民健康管理調査やいわき・相双地域の医療・福
祉の再建などがこれにあたる．そして，われわれの
経験を余すことなく後世に伝えることが，今回の震
災とそれに引き続く放射線問題を経験したわれわれ
の責務である．

　福島の復興には，今後，数十年単位の年月が必要
であると思われる．いずれは，福島県民の力で復興
を図らねばならないが，復興の軌道に乗るまでは，
全国の皆様方のご支援をいただかなければならない
のが現実である．本稿を通じて，福島の現状につい
てご理解をいただければ幸いである．

今後の展望，課題

最後に

1）ふくしま県民のためのIT医療情報誌、医療人、未来へ
羽ばたく医療人Vol.1．福島県立医科大学学生災害ボラ
ンティア活動報告会レポート。
http://iryo-jin.com/magazin/?p=3109

2）ふくしま県民のためのIT医療情報誌、医療人、未来へ
羽ばたく医療人Vol.2．学生災害ボランティアに参加し
た福島県立医大生へのインタビュー。
http://iryo-jin.com/magazin/?p=3813

3）福島県立医科大学　震災特設ページ、【特集】私たちか
らのメッセージ「災害医療の現場でがんばっていま
す！」。学生ボランティアからのメッセージ。
http://www.fmu.ac.jp/byoin/29saigai/messa
ge_0320.html

4）福島県立医科大学　震災特設ページ。【特集】私たちか
らのメッセージ「災害医療の現場でがんばっていま
す！」。研修医からのメッセージ。
http://www.fmu.ac.jp/byoin/29saigai/messa
ge_0321.html

5）福島県立医科大学　震災特設ページ。【特集】私たちか
らのメッセージ「災害医療の現場でがんばっていま
す！」。指導医からのメッセージ。
http://www.fmu.ac.jp/byoin/29saigai/messa
ge_0321_2.html

6）医師臨床研修マッチング協議会。平成23年度研修医マッ
チングの結果。
http://www.jrmp.jp/koho/2011/2011kekka_koho.
pdf

7）官邸ホームページ、東電福島原発　放射能関連情報。
http://www.kantei.go.jp/saigai/anzen.html#避難
区域等の設定

8）厚生労働省。平成22年（2010年）医師・歯科医師・薬剤
師調査の概要。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/10/
dl/kekka_1.pdf

9）日経メディカルCadetto.カデット特集。大震災で僕ら
は…Vol.6.原発は不安でしたが、病院に残りました。
福島県立医大の研修医が体験した大震災。
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/cadetto/ma
gazine/1102-t3/201107/520599.html

10）日経メディカルCadetto.カデット特集。大震災で僕ら
は……Vol.7.福島から避難しても、何かをせずにはい
られませんでした。福島県立医大の医学生が体験した
大震災。
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/cadetto/ma
gazine/1102-t3/201107/520782.html

11）週刊医学界新聞第2932号（2011年6月13日）。葛西龍樹
氏（福島医大教授・家庭医療学）に聞く
http://www.igaku-shoin.co.jp:80/paperDetail.do?i
d=PA02932_02

12）週刊医学界新聞第2932号（2011年6月13日）。そして研
修は続いてゆく。福島医大のポスト3．11．
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=
PA02932_01

表4　南相馬市原町区の医療機関（2011年10月25日現在）
実入院数は許可病床数の23.5％、震災前に比べて医師数は
61.9％、看護師数は50.8％に過ぎない。

Ａ病院 Ｂ病院 Ｃ病院 Ｄ病院

入
院

実入院 100人 33人 53人 0人

許可病床 230床 199床 188床 175床

職
員
数

医師数
（震災前）

7名
（12）

7名
（8）

8名
（12）

4名
（10）

看護師数
（震災前）

113名
（151）

30名
（79）

約28名
（95）

35名
（83）

別冊化学2012　Part3「奮闘する科学者たち一現場を駆ける！」

� 福島県立医科大学

宍戸　文男，田勢　長一郎，佐藤　久志，
宮崎　真，長谷川　有史，大津留　晶

福島県立医科大学における緊急被ばく医療

　筆者の勤務する福島県立医科大学附属病院には，
1999（平成11）年に起こった東海村JCO臨界事故後，
被ばく医療対策整備事業（平成11年度補正予算）の
ひとつとして，さまざまな計測機器を備えた緊急被
ばく医療施設が2001年に完成していた。原発事故な
どでの被ばく・汚染患者の対応をすべく，福島県原
子力防災計画の中で，二次被ばく医療機関として，

「初期被ばく医療または第二次緊急被ばく医療施設
での除染が十分でない場合または相当の被ばくが推
定される場合に本学に移送されて，入院診療を行う」
役割が「福島県緊急被ばく医療活動マニュアル」＊

1に規定された（2003年5月）。また，学内では2002
年5月に，「被ばく医療活動マニュアル」＊2を定め
て，毎年1回の福島県が行う原子力防災訓練に2001
年から参加していた。2007年8月25日には，第11回
緊急被ばく医療フォーラムが福島市にて開催され，
安定ヨウ素剤の取り扱いについての現状と課題が話
し合われた。2007年10月23日に行われた原子力防災
訓練には，安定ヨウ素剤の配布を想定した訓練を
行っている。
　福島県は首都圏に電力を供給する役割を担い，原
子力発電所2箇所10基で発電を行っていた（東京電
力の約2割が福島県からの電力である）。この見返

りとして，各種の補助金，核燃料税などを受け取り，
万が一の体制として，緊急被ばく医療体制（図1）
が準備されていた＊3。
　福島県立医科大学では，ことが起こると福島医大
緊急被ばく医療班として，18名の専門医療チームを
構成することになっていた。リーダー（放射線科部
長），サブリーダー（救急科部長），医師が2名（救
急科，放射線科），看護師が5名（看護部），放射線
技師が7名（放射線部），事務職員が2名（医事課）
の構成である。
　福島県内では，初期被ばく医療機関として県立大
野病院，双葉厚生病院，今村病院，福島労災病院，
南相馬市立病院が，二次被ばく医療機関として福島
県立医科大学が指定されていた。三次被ばく医療機
関は東日本地区が放射線医学総合研究所，西日本地
区が広島大学である＊4。

　大震災発生翌日の3月12日には緊急被ばく医療棟
の使用の準備を進めた。本来なら，大熊町の福島県
原子力災害対策センター（オフサイトセンター）の
もとに組織される原子力災害合同対策協議会（医療
班）からの情報により活動するはずであるが連絡は
まったくなかった。指導・助言を受けないまま被ば

　2011年3月11日14時46分に起こった東北地方太平洋沖地震（M9.0）とそれに続く津波により，福島県
浜通りにある東京電力福島第一および第二原子力発電所が大きな被害を受けた。地震直後は原発の非常時
の基本である「止める」「冷やす」「閉じ込める」を実行できたが，その後の津波は想定外の大きさ（15m）
となり，福島第一原子力発電所（以下，福島第一原発と略）では非常電源を含めて電源が確保できず（全電
源喪失）冷却不能となり，核燃料棒の破損と溶融，水素発生による水素爆発が起こり建屋は損壊，原発か
ら放射性物質が放出されレベル7という原子力事故災害を引き起こした。原子力災害に対する二次被ばく
医療機関に指定されていた福島県立医科大学附属病院は，想定外の事故災害の対応に追われることとなっ
た。本稿では，福島県立医科大学における緊急被ばく医療の経過と，この対応をとおして筆者が感じたこ
とを紹介する。

福島県原子力防災計画と
緊急被ばく医療体制

福島県立医科大学における
緊急被ばく医療

東日本大震災と引き続く放射線被ばく問題について
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福島県立医科大学における緊急被ばく医療

く・汚染患者の発生に対応する心の準備を整え，12
日から附属病院玄関での一般患者スクリーニングを
開始した。12日の夕方には，双葉町の被ばく・汚染
を訴える住民が来院し，被ばく医療棟での最初の対
応となった。
　その後，3月14日に3号機で爆発が起こり数名が
負傷したとの報道があり，うち1名が福島県立医科
大学に救急車にて搬送された。病院は断水のため全

身除染ができない状態であったが，汚染はそれほど
なく，部分的に除染をしてICUに入院し外傷の処置
を行い，数日後退院した。16日になって，14日の爆
発で汚染があり，外傷の処置をするために，1名が
自衛隊ヘリコプターで搬送された＊5。病院は断水
が続いていたが，自衛隊の給水車により全身除染が
行われた。訓練を受けていたはずであるが，初めて
の経験に戸惑いながらの作業であった。

本部チーム
保健福祉総務領域（総務企画グループ），健康衛生領
域（医療看護クループ，業務グループ），県立病院領域
（県立病院グループ），相双保健福祉事務所，（社）福島
県医師会，日本赤十字社福島県支部

緊急被ばく医療派遣
チーム
独立行政法人放射線
医学総合研究所等

一般医療チーム
［初期被ばく医療（医療機関）]
周辺の救急指定等の各医療機関

初期被ばく医療機関
［初期被ばく医療（医療機関）]
県立大野病院，双葉厚生病院，今村病
院，福島労災病院，国民健康保険原町
市立病院

二次被ばく医療欄間
［二次被ばく医療（医療機関）］
県立医科大学医学部附属病院

独立行政法人放射線医学総合研究所 地域三次被ばく医療機関群

緊急被ばく医療ネットワーク会議

［三次被ばく医療（医療機関等）]

県原子力災害対策
センター医療班

県災害対策本部

県現地災害対策
本部　医療班

スクリーニングチーム
［初期被ばく医療（救護所等）］
県保健福祉事務所，中核市保健所，県立病院，医師
会，災害医療センター，地域の国公立公的医療機関，
（社）福島県放射線技師会，東京電力（株）

安定ヨウ素剤配布チーム
［初期被ばく医療（救護所等）]
健康衛生領域（業務グループ），相双保健福祉事務所，
（社）福島県薬剤師会，広野町，楢葉町，富岡町，大熊
町，双葉町，浪江町

二次診断除染グループ
［二次被ばく医療（医療機関）］
健康衛生領域（医療看護グループ），相双保健福祉事
務所，環境医学研究所，県立大野病院，（社）福島県放
射線技師会，東京電力（株）

一次診断除染チーム
［初期被ばく医療（救護所等）］
県立医科大学医学部附属病院，県立大野病院，いわき
市立総合磐城共立病院，福島労災病院，国民健康保
険原町市立病院，双葉厚生病院，東京電力（株），陸上
自衛隊東北方面総監部

救護チーム
［初期被ばく医療（救護所等）]
日本赤十字社福島県支部，県立病院，医師会，災害医
療センター，地城の国公立公的医療機関，（社）福島県
看護協会

班　長―統括参事（健康衛生領域）
　　　　又は医療看護グループ参事
副班長―相双保健福祉事務所長

図1　緊急被ばく医療体制

　福島市では3月15日15時頃から雨が降り始め，福
島県立医科大学核医学に設置されているモニタリン
グポストのモニターの警報が鳴り，初めて福島市へ
の本格的放射能汚染が始まったことを知らされた

（図2）。被災直後の数日は20～30㎞圏内の避難民と
原発内の関係者の対策が中心と思われたが，15日か
らは60㎞離れたわれわれ自身の被ばく・汚染の問題
も考えざるを得ない状況となった。しかし，テレビ・
ラジオ・新聞などの報道以外に情報は少なく，限ら
れた情報の中での難しい判断を強いられた。
　3月24日には長靴をはかずに建屋に入り，建屋に
溜まっていた水によって両足が汚染した2名が救急
車で搬送されてきた。病院の断水は解消されていた
ので充分に全身除染と両足の除染を行ったつもりで
あったが，足の除染は完全ではなく，1日入院した
あとに放射線医学総合研究所に転院して，除染と被
ばくの推定が行われた。
　発電所のサイト内で汚染していると推定される傷
病者のうち，福島県立医科大学緊急被ばく医療班が
対応したのは12名であった。原発事故災害のレベル
を考えると少ないと思われる。傷病の内容も軽傷で
あったことは，不幸中の幸いといえるであろう。

　3月15日にはオフサイトセンター医療班が福島市
にある県庁に移動したが＊5，この頃から連絡がス
ムーズに取れるようになり，さまざまな指示が下さ
れるようになった。除染に関しては，自衛隊，日本
原子力研究機構の応援もあり，心強かった。緊急被
ばく医療班にも長崎大学，広島大学，原子力安全研
究協会などのスタッフが加わり，厚みを増すことと

なった。
　福島市では，3月15日～17日，22日に放射能の飛
散が認められたが，その後は新たな放射能の飛来は
なく，地表面のセシウム汚染が定着した状態となっ
た。この間，実際には起こらなかったが，100名程
度の規模で，汚染された被ばく傷病者が発生した場
合の対応を想定した施設の設営が求められ，体育館
やプールを活用するための養生，駐車場の車を排除
してのスペースを確保して，汚染された原発作業者
や避難住民の除染，傷病対応が試みられた。また，
福島市に住んでいるわれわれ自身の安定ヨウ素剤の
服用の可否とタイミング，高度被ばく（1Svを超え
る）原発作業者への治療対応などのシミュレーショ
ンも試みられた。福島県立医科大学の周囲で土壌汚
染があり緊急被ばく棟の環境放射線量が増加，内部
被ばく測定のために準備したホールボディカウンタ

（WBC,Part�3,�Chapter�5も参照）測定の下限値が
大きく上昇してしまったことは想定外であった。す
べてが未経験であり，日本医学放射線学会，日本核
医学会，日本救急医学会などの関係者との電話，E
メールなどによるアドバイスを受けながらの対応で
あった。
　原発事故災害により起こりうる可能性への対応を
さまざまにシミュレーションしていたが，4月以降
は落ち着きを取り戻しつつあった。しかし地表面の
セシウム汚染が定着したことから空間線量率の高低
が話題となり，汚染ならびに被ばくの評価と対応に
関する問題が重要となった。
　福島県立医科大学の緊急被ばく医療班の目的は，
高線量被ばくや高濃度汚染が考えられる原発作業者
の医療対応が主目的であるとされていた。原発の状
況が落ち着いてくると，一緒に傷病者の対応にあ
たっていた消防救急隊員らの被ばくや健康管理にも

図2　3月15日の福島県立医科大学核医学のモニター

われわれの周囲も
汚染区域となった！
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福島県立医科大学における緊急被ばく医療

気を配り，健診を行うこととした。この健診は消防
だけでなく，警察や公務で警戒区域に立ち入る必要
のある人びとに範囲を広げて現在も続いている。
　この間，マスコミなどではさまざまな人たちから，
さまざまな発言が飛び出していた。「放射能が飛び
散って危ない」「いやいまのレベルは安全だ」といっ
た安全なのか危険なのかをめぐり，百家争鳴で混乱
をきたしている状態であったことから，5月中旬か
ら日本医学放射線学会の防護委員会が開催され，学
会としての見解をまとめるにあたり，アドホック（臨
時的・専門的）なメンバーとして加わった。その見
解が『原子力災害に伴う放射線被ばくに関する基本
的考え方』として，6月初めに公表された＊6。
　8月になると，汚染のある自治体からの問い合わ
せがあり，筆者の専門ではなかったが，地元にいる
医師としての義務感から福島市と伊達市の相談を受
けることとなり，その関係はいまでも続いている。
その中で感じたことは，中央での考えは各自治体に
伝わらず，ましてや住民に理解されるような情報が
届くのは相当の時間と努力が必要ということであ
る。

　現状では原発サイトからのサイト外への放射能の
飛散はないが，ふたたび放射能が飛散する可能性は
高く，再飛散時の対応，安定ヨウ素剤使用の時期と
服用の場所，飛散情報・屋内退避や避難指示の伝達
方法をどのようにすべきかなど課題は多い。マニュ
アルなどの改訂とそれをもとにした訓練も必要であ
ろう。とくに訓練すべき対象を広げることも重要と
思われる。
　今後は，原発作業者だけでなく，一般住民の被ば
く汚染の問題も重要な課題となってくる。住民への
情報提供と助言，被ばく不安低減のためのリスクコ
ミュニケーション，外部被ばく線量評価（ガラスバッ
ジなどによる）とその説明，内部披ばくに関する評
価（WBCによる）の利用法と説明，心のケアの問題
などの多くの課題が残されたままである。

　このような経験から，医療従事者として必要と感
じたことを率直かつ簡潔にまとめる。
　①マニュアルの作成と訓練をすることの重要性。

マニュアルは不完全でも作成しておくこと，繰
り返し訓練を行うこと，机上訓練，シミュレー

ションも大事で，計画は考えられる最大限まで
想定すること

　②災害の緊急時でも現場判断と中央（政府）の判
断がお互いわかり，それをもとに意思決定して
ゆく連絡体制と指揮命令の訓練の必要性

　③現場での個々の判断については，現場でよいと
思ったことを実行することの必要性

　④連絡はこないものとして個々の現場の判断を尊
重すること。このためには訓練が重要で，非常
時にはこのような態度で臨む必要がある

　⑤医療従事者の一般的な放射線被ばくに関する教
育の必要性と一般市民への放射線の知識の普及
などを絶えず行うこと

　⑥福島県立医科大学の課題として，緊急被ばく・
汚染医療体制の再整備，安定ヨウ素剤の使用法
の確立と補充および備蓄，放射性物質体内除去
剤であるプルシアンブルー，キレート剤の備蓄，
また，県民健康調査を補足する体制として，外
部被ばく線量の評価（ガラスバッジなどによる）
と説明の体制の整備，内部被ばく線量の評価
（WBC）と説明の体制の整備

　以上に加え，福島県内の医療体制の整備と改善，
優秀な卒業生の育成と県内医師の確保，医療レベル
の向上（均てん化の実行）と先進的な医療施設・設
備の整備と導入なども必要であろう。魅力ある福島
県立医科大学，福島県によみがえることを夢見てい
る。
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福島原発事故における福島医大病院緊急被ばく医療班の対応
� 福島県立医科大学附属病院救急科助教　長谷川　有史

はじめに
　福島県唯一の二次被ばく医療機関である福島県立
医科大学附属病院の職員にとって，東日本大震災に
引き続いて発生した原子力災害に対する緊急被ばく
医療は，図らずも真のチーム医療とは何かを考える
機会となった。顔見知りのスタッフと無意識のうち
にあうんの呼吸で行う日常診療と異なり，災害医療
では初対面かつ多職種・多業種のメンバーと意識的
に協力し合い，確実に結果を出す医療が必要とされ
る。今回の原発事故における緊急被ばく医療体制構
築のキーワードは「コミュニケーション（communi-
cation）」と「エデュケーション（education）」であっ
た。

震災前の被ばく医療体制
コミュニケーションの欠如
　震災前は，良い意味でも悪い意味でも原子力事業
所との交流は一切なかった。先見の明を有した諸先
輩の中には，原子力災害の可能性や原発の安全管理
体制に危惧の念を抱き，そのことを事業所に提言す
る方もいらっしゃったが，「安全神話」に裏打ちさ
れた事業所の説明により一蹴されていたとうかがっ
た。一方で，緊急被ばく医療ネットワークを構成す
る病院間，統括する自治体（県市町村）間での被ば
く医療に関する交流は皆無だった。

エデュケーションの欠如
　福島県は，福島第一・第二原発合わせて10基の原
子炉を海岸線沿いに有する，全国屈指の原発立地県

図1　当院における緊急被ばく医療班の活動
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である。当院においては，図1に示すように，1999
年の東海村JCO臨界事故を受けて2001年に院内の一
角に除染棟が建設された。次いで2002年には当院被
ばく医療施設運営委員会マニュアル作成部会により
院内緊急被ばく医療活動対応マニュアルが作成され
た。年に一度の災害訓練は行われていたが，同マニュ
アルが広く院内に周知されていたとはいえず，多く
の職員は，被ばくした傷病者が実際に当院に搬送さ
れ，治療を受けることは想定していなかった。
　事前のコミュニケーションとエデュケーションが
十分であったとは言い難い。そのため，原子力災害
発生初期の被ばく医療は困難を極めた。深く反省し
ている。

震災後の被ばく医療体制
発災超急性期の混乱
　発災後24時間は，地震，津波による傷病者が県沿
岸地域から次々と搬送された。当院では発災翌日未
明から搬入数がピークを迎え，骨盤骨折・重症胸部
外傷に嚥下性肺炎と低体温を合併した患者3人が連
続して塞栓術を受け，ICUに入室した。発災直後か
ら福島赤十字病院DMATが活躍し，患者搬送のた
めに沿岸被災地と福島市を何度も往復した。
　3月12日，1号機水素爆発の情報は同僚から伝え
聞いたが，報道に注意を払う余裕もなかった。住民
避難指示が拡大し，14日になって3号機が爆発して
事態は急展開を迎える。爆発現場で放射線に被ばく
または汚染した可能性のある外傷傷病者が当院に搬
送されることになった。しかし，いまだかつて被ば
く患者の診療経験を持つスタッフが誰もいない。そ
こでわれわれ救急科と放射線科が即席チームを結成
し，マニュアル1）を読みながら原発内で発生した患
者4人を診療した。現在の福島医大病院緊急被ばく
医療班の原型である。
　3月15日は一生忘れられない日となった。同日未

明にERのベッドで休む私に，「中央の者です。福島
医大に自衛隊を派遣するので，原発内で多数傷病者
が発生した場合に対応願いたいのですが可能でしょ
うか？」と女性の声で電話があった。睡魔と混乱と
恐怖の中で電話の主の所属を聞き忘れてしまった。
思い返せば当時唯一の「中央」からの情報提供だっ
たのかもしれない。その数時間後には，3号機・4
号機の爆発音と火災がTVで報道された。情報は錯
綜し，院内は不安で満たされた。
　同日午後には緊急被ばく医療の専門家集団である
長崎大学・広島大学合同のREMAT（Radiation�
Emergency�Medical�Assistant�Team）が来院し
た。しかし，ほっとしたのもつかの間，彼らから原
発事故の概要と今後想定される事態について説明さ
れ衝撃を受ける。戦場のような業務想定にわれわれ
医療者ですら死を意識し，動揺した。この震災の最
中，自身の生命危機を感じ，死を覚悟した医療者は
少なくないと察するが，われわれも同様の状況に
あった。後の3日間，夜になると班員の誰かが泣き
崩れながら語り，皆がそれを傾聴した。しかし，18
日に行われた学外専門家による院内向けクライシス
コミュニケーションをきっかけに気持ちが切り替
わった。およそ250人の院内職員を前に語られたこ
とは，今となってはすべて忘れてしまった。ただ，
災害との出会いを必然ととらえ，肝を据えて事態に
対処するのが先決と考え，院内緊急披ばく医療体制
の再構築を決意したのを覚えている。

緊急被ばく医療班の立ち上げ（図2）
　当院の緊急披ばく医療班は，班長に放射線科学講
座教授，副班長に救急医療学講座教授を擁し，実務
レベルは学内外の救急医，放射線科医，看護師，放
射線技師，病院経営課，医事課の事務系職員と，ま
さに多地域，多施設，多職種から構成される。今で
こそ学内職員がその中心であるが，震災当初の数カ
月間は，学外支援スタッフの方が人数が多いことも

図2　緊急被ばく医療班の活動

珍しくなかった。
　緊急被ばく医療体制の基礎づくりは，学外専門家
による指導の下に行われた。熊谷敦史先生（長崎大
学），神裕先生（日本原燃株式会社），谷川攻一先生（広
島大学）からは短期間に多くをご指導いただいた。
和歌山県立医科大学救命救急センターの皆さまには
苦しい時期を支えていただいた。除染機能拡充のた
め，陸上自衛隊中央即応集団中央特殊武器防護隊（第
103特殊武器防護隊）とは家族のように生活を共に
し，独立行政法人日本原子力研究開発機構（JAEA）
からも除染および放射線防護と汚染拡大防止（図3）
に際して格別のご指導ご支援をいただいた。4月ま
での当院緊急被ばく医療班の診療記録は図1下に示
す。

多職種ミーティング
　毎朝10時から学内外各部署間の意見交換・意志共
有を行った。そこで提供される最新情報とその解析
結果は，情報災害とまで評された混乱の中にあって
も，スタッフの不安を軽減し，結束を固めた。現在
の福島の放射線環境情報については他書2）を参照さ
れたい。

Web会議
　原子力災害医療拠点を多施設同時通話システムを
用いて結ぶweb会議に積極的に参加した。会議は当
初，広島大学が所有するネットワークシステムの提
供を受けて開始されたが，その後は東京電力が契約

した回線を用いて開催されている。当院では会議の
司会を担当する中で，災害現場への安心感の提供，
迅速な問題点の抽出・解決とともに，文字通り顔の
見える関係づくりを図った。Web会議は最新情報
源であるとともに，全体の中での当院の役割認識に
大きく寄与した。2011年11月現在も毎日15時から開
催されており，事故発災時は臨時で招集・開催され
る。今後の災害医療における必須ツールであると考
えられる。

被ばく患者診療手順の作成（図4）
　発災後1週間で作成した。日常診療とのすり合わ
せを図るために，JATECTM診療手順に被ばく医療特
有の「汚染検査」「除染」「被ばく線量の評価］項目
を加え，院内設備と医療者の放射線防護策と汚染拡
大防止策を図った。

緊急被ばく医療シミュレーションと勉強会
　おのおの異なる重症度・緊急度の被ばく・汚染傷
病者を想定したシミュレーションを，10月までに計
6回行った。また，当日ビデオ撮影した内容を基に，
シミュレーションの翌週にはビデオ反省会を行って
いる。運営や反省会では主に学内外の看護師が司会
を務め，医師，看護師，放射線技師，病院事務や医
療事務，自衛隊，原発サイト内の医療機関も参加す
る。
　多業種向け勉強会は，多職種ミーティングの際に，
および月～水曜日の夕方（2011年7月まで）に行わ

図3　緊急被ばく医療の実際

緊急被ばく医療棟周辺の除染設備と実際の被ばく患者診療を示す。院外除染設備は9月以降は
撤収し，有事再設営となった。矢印は赤＞黄＞緑の順に患者重症度・緊急度と対応する。自衛
隊の患者洗浄用テントとJAEAの身体洗浄車が除染時に活躍した。
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れる。発災当初は原発事故関連情報が，最近は生活
環境情報がテーマとなっており，参加者へのリスク
コミュニケーションを兼ねる。

学内独自の環境放射線計測（図5）
　発災早期の情報混乱時に環境評価のよりどころに
なったのが，院内技師による環境放射線計測値情報
であった。2時間ごとの空間線量変化のほか，ダス
トサンプリングによる核種分析，土壌調査などが行
われ，公式情報が公開されない間の羅針盤となった。

今後強化すべきこと
緊急被ばく医療ネットワークの再構築
　震災前に指定されていた県内6つの初期被ばく医
療機関のうち，当初4病院が警戒区域ないしは緊急
時避難区域に指定された。現在はいわき市内の2病
院が初期披ばく医療機関として原発内で発生した患
者の診療に貢献しているが，日常診療すら不十分な
現状では，発災前に想定した緊急被ばく医療ネット
ワークの運用がなされていない。現在，原発内の救
急医療室には被ばく医療の専門家が，Jヴィレッジ
の医療室には産業医科大学・労災病院機構・東京電
力病院・日本救急医学会などの先生方が交代で勤務
し，被ばく医療ネットワークを支えてくださってい
る。4月以降，原発内作業環境の管理が向上して，
表面汚染や急性放射線症候群を伴う傷病者は原発内

で発生していないことは不幸中の幸いである。

緊急被ばく医療教育の拡充
　知識と経験の欠如が恐怖と苦痛をもたらすこと
を，身をもって体験した。被ばく医療の専門家から
は，「当初想定した初期被ばく医療機関とは，いわ
ゆる直近医療機関であり，換言すればすべての医療
機関で初期被ばく医療が行われ得ることを想定して
きた」とうかがった。すぐには原子力施設を撤去す
ることができない日本の現状を考えた場合に，今後
の対策として，被ばく医療をより一般的なものにし，
すべての医療者が被ばく医療の知識を有する状況を
実現しないと，原子力災害時の初期対応に苦労する
ことが予想される。現実問題として，原子力災害が
現在進行している福島県内においても，被ばく医療
に関する知識の欠如に危機感を持つ医療者は多いと
はいえない。
　現在，緊急被ばく医療の成人教育は，公益財団法
人原子力安全研究協会による「緊急被ばく医療講座」
と独立行政法人放射線医学総合研究所による
「NIRS被ばく医療セミナー」の二本立てで行われて
おり，経験・人格ともに優れた方々が教育・指導に
当たっておられる。しかし，二権分立による利点を
差し引いても，一つの原子力災害医療に対して二つ
の教育機関が存在することに，現場では多少の混乱
が見られる。今後のコミュニケーションをお願い申
し上げたい。

図4　被ばく患者診療手順

　　が被ばく医療で新たに加わった診療手順。

従来の枠にとらわられない看護業務
　福島医大被ばく医療班は，①原発作業員のための
緊急被ばく医療，②危機介入者（消防・警察・自衛隊）
の心身の健康管理，③住民健康のためのリスクコ
ミュニケーション，を責務の三本柱であると認識し
ている。事態はすでに「緊急」から「日常」被ばく
医療に移行しつつあり，過去の原子力災害の経験か
ら，少なくとも今後30年以上は何らかの医療体制の
継続が必要だと予測している。
　そのような現実の中で，被ばく医療看護業務にお
いては，従来の枠にとらわれない柔軟な対応が求め
られている。具体的には，シミュレーションなどの

「備えの看護」とともに，現場や事業所へ出向いて
の医療活動・健康管理活動を行う「攻めの看護」，
さらには住民へのリスクコミュニケーション，自身
の放射線知識拡充などの「共に考える看護」など，
従来の来院患者に対応する業務に縛られず，今求め
られていることを自ら考え，業務開拓する看護師が
求められている。当院緊急被ばく医療看護の指導者
である長崎大学の情熱は，確実に福島の看護師に受
け継がれつつある。多忙な日常業務の中で，前例の
ない業務を模索し続ける当院看護スタッフにエール
を送りたい。

展　望
　2011年10月1日付けで放射線健康管理学講座が当
院に新設され，大津留晶先生が初代教授として就任
した。放射線科学講座と救急医療学講座と共に，三
者がタッグを組んで，福島県における被ばく医療の
基盤づくりを行っている。
　とあるシンポジウムで，「原発立地県中，最も被
ばく医療体制が希薄な自治体で原子力災害が発生し
たことが問題の一つだ」とのご意見を承った。ごもっ

ともなことであり反省しているが，思うに震災前の
被ばく医療問題の本質は，「事業所・行政・中央」
と「医療・地方」とのコミュニケーションの欠落で
はなかったのだろうか。コミュニケーションという
のはあくまで双方向のものである。今後も「事業所・
行政・中央」が，「医療・地方」の日常医療すらま
まならない実情を顧みず，一方的に災害対策・災害
対応を求めるならば，それはコミュニケーションの
欠落であり，震災前となんら状況は変わらないもの
と考える。
　少なくとも現場レベルにおいては，原子力事業所
を含めた関係各所が原子力災害の早期収束という共
通目標に向かって一致団結して業務に当たってい
る。われわれが必要としたものは，多業種がやむを
得ず集まった烏合の衆「グループ」ではなく，専門
家集団とコーディネーターの単なる集団である「タ
スクフォース」でもなく，実際の緊急被ばく医療現
場で臨機応変に対応できる「チーム」だった。これ
まで述べてきた当院被ばく医療体制確立のための努
力，それはまさに震災前にわれわれに欠落していた
コミュニケーションとエデュケーションの確立に向
けてもがいてきた軌跡にほかならない。そして，今
この瞬間も多くの未解決問題の中でもがいているの
が実情である。読者の皆さまには，「事業所・行政・
中央と医療・地方とのコミュニケーション」「すべ
ての医療者における被ばく医療教育：エデュケー
ション」の再強化をお勧めしたい。私どもが皆さま
にお送りできる最も重要なメッセージだからであ
る。終わりに，「チーム」にご参加いただいている
皆さま，ご指導，ご支援，応援いただいている多く
の皆さまに誌面をお借りして深く感謝申し上げた
い。

図5　福島医大病院敷地内の空間線量率

当院屋外地上高1mにて電離箱（451B-DE-SI型電離箱サーベイメーター®,�FLUKE-Biomedical社製）で計測
した。2011年3月15日夜間から放射線空間線量率が急上昇している。（計測・資料提供：大葉 隆 技師）



第
3
章

放
射
能
と
の
闘
い

FU
KU

SH
IM

A
 

い
の
ち
の
最
前
線

262 263

福島原発事故における福島医大病院緊急被ばく医療班の対応

引用・参考文献

1）財団法人原子力安全研究協会．緊急被ばく医療ポケッ
ト ブ ッ ク．2005．http://www.remnet.jp/lecture/
b05_01/b05_01.pdf

2）宮崎真．看護師が知っておきたい放射線の基礎知識．
Nursing　BUSINESS.�5（11），2011,�39-49.

福島県医師会報第74巻　第5号（24.5）

甲状腺検査における検査結果と今後の課題や方向性について
公立大学法人福島県立医科大学器官制御外科学講座
福島県災害医療調整医監
放射線医学県民健康管理センター、臨床部門（甲状腺検査担当）

� 鈴木　眞一

　昨年3月11日に発生した東日本大震災により引き
起こされた東京電力福島第一原発事故によって、大
量の放射性物質が大気中に放出された。昨年5月、
福島県では県民健康管理調査を実施することを決め
た。本調査には基本調査とともに4つの詳細調査が
あり、その一つとして事故当時に概ね0歳から18歳
であった福島県の子供たちを対象に甲状腺の超音波
検査を生涯にわたり行うこととなった。すでに4万
人弱に実施した現在、一次検査の結果通知とともに
二次検査も実施が開始されている。医師会の先生方
の日常診療の際においても本検査に関する説明や助
言を求められることが予想される。本事業につきご
理解をいただき、情報の一元化を目的に解説をする。

　一次検査は、震災時に概ね18歳以下だった福島県
内居住者（県外避難者を含む）の約36万人を対象に
行う。方法は、甲状腺超音波検査を行い、5.1㎜
以上の結節（充実性部分を伴う嚢胞も結節として取
り扱う）や20.1㎜以上の嚢胞があれば二次検査とな
る。それ以外の方は2年半後に再び一次検査を受け
ていただく。その後は20歳までは2年ごと、それ以
降は5年ごとと繰り返し、生涯にわたり行う予定と
なっている。
　二次検査は、要精査として、再度精密な超音波診
断を行う。日本乳腺甲状腺超音波会議、甲状腺用語
診断基準委員会による診断の進め方1）および日本超
音波医学会編、甲状腺結節（腫瘤）超音波診断基準2）

に基づき、穿刺吸引細胞診を行うか決める。また全
員に血中FT4、FT3、TSH、TgAb、TPOAb、Tg
および尿中ヨード測定を実施する。それぞれの結果
から、次回検診まで経過観察、二次検査施設での再
検査ないし経過観察さらには手術等の治療などに分
かれる。

　甲状腺癌の94－5％は乳頭癌と濾胞癌からなる分
化癌であり、10年生存率が95－6％と固形癌で最も
予後が良好な癌である。また、未分化癌は、2％と
きわめて少ない頻度ではあるが、平均生存期間が
6ヶ月と固形癌の中でも最も予後不良な癌である3）

4）。小児甲状腺癌に関しては、明らかな疫学調査は
なく、頻度は一般的に年間100万人から200万人に一
人が罹患するとされている。第29回の甲状腺外科検
討会での集計結果からは年間甲状腺癌のうち、19歳
以下は0.1％、14歳以下では0.03％と極めて少ない
4）。小児甲状腺癌は成人と比較して長期の生命予後
は良好である。そのなかで小児乳頭癌は診断時にす
でにリンパ節転移や肺転移などの遠隔転移を認め、
進行した癌であるようにみえても、適切な治療に
よって良好な長期の生命予後が得られる5）。甲状腺
癌とくに分化癌は年齢によって予後が異なり、年齢
が高くなるほど予後不良である。また、UICCによ
るTNM分類では、甲状腺分化癌は45歳以上の病期
分類はⅠ期からⅣ期まであるが、45歳未満は遠隔転
移があればⅡ期、それ以外はすべてⅠ期とはじめか
ら予後良好なものとして区別されている3）。さらに、
分化癌とは異なって極めて予後不良で急激に増大す
る未分化癌は50歳未満には稀とされている。このよ
うな観点から小児甲状腺癌は予後良好なものと認識
されている。甲状腺癌には放射線誘発によるものが
存在することも知られている。

　小児を対象に甲状腺を検査する場合、CTやシン
チグラフィは無用な放射線被ばくを増加させる可能
性があり、運用は限定的にすべきである。その点、
超音波検査は無侵襲であり小児のスクリーニング検
査に適しているといえる。

甲状腺検査概要

はじめに 甲状腺癌の特徴、
とくに小児甲状腺癌

甲状腺超音波検査の特徴
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甲状腺検査における検査結果と今後の課題や方向性について

　超音波は探触子（プローブ）を頸部にあてれば比
較的容易に画像を得ることは可能である。しかし、
検者によって描出されるものが異なり、検者の熟練
が必要となる。また、超音波機器の進歩により、1
㎜程度の結節まで描出可能である。以前は、超音波
は存在診断として使用され、結節などの病変を見つ
けたらすべて専門医に紹介し穿刺吸引細胞診を行
い、数㎜の微小癌も多数切除されることがあったが、
最近では、存在診断のみならず質的診断も行い、細
胞診を施行しなくともある程度診断が可能となって
きている。乳腺のように触知しないような小さな癌
を発見することが生存率に寄与する可能性があるも
のと異なり、甲状腺では剖検時に最大36％の潜在癌

（ラテント癌）が存在しそのほとんどが10㎜以下の
いわゆる微小癌であることから5）、あまり小さいも
のを検索し切除することを目的とはしていない。

　県民健康管理調査は平成23年7月より実施され、
まずは問診票による基本調査が開始された。詳細調
査としての甲状腺検査は、同年10月9日より11月13
日までの土日・祝日に、福島県立医科大学附属病院
にて開始された。対象は飯舘村、浪江町、川俣町山
木屋地区の約4,000名であり、うち3,765名が希望さ
れ本検査が施行された。その後、11月14日から12月
16日までの月から金曜までの平日に川俣町、南相馬
市で出張検査を行った。山木屋以外の川俣町、南相
馬市それぞれ、1,977人、8,700人で計10,677名の検
査を施行した。昨年末までに合計で14,442名となっ
た。
　平成24年1月から本年3月23日までに残りの国指
定の避難区域等である、伊達市、田村市、広野町、
楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村
の28,099名（平成23年11月21日現在、県内市町村居
住者22,614名、県外避難者5,485名）につき実施し、
伊達市10,274名、田村市6,180名、その他の避難地
域の7,218名を実施し合計では38,114名、対象者
47,766名中であり実施率は79.8％になった（表1）。
検査実施者の県内、県外居住については、飯舘、川
俣、伊達、田村では県外居住者は少なく、南相馬、
浪江、その他の避難地域では県外からの検査希望者
が22－33％と多かった。
　年齢別内訳を見ても、それぞれの実施率は0－5
歳77.5％、6－10歳84.9％、11－15歳84.5％、16歳
以上68.7％と学校での実施の多かった小中学校生の
6－15歳での実施率が最も高く、また当初専門家で
も検査遂行が危ぶまれていた0－5歳の乳幼児も

80％近い実施率で、全員実施可能であった。

　一次検査の結果通知は、複数の専門医による画像
判定委員会を実施し、確認の後郵送で通知している。
結果はA、B、Cの三段階に分け、B、C判定は二次
検査が必要となる。A判定には所見のなかったA1
と5㎜以下の結節や20㎜以下の嚢胞を認めたA2が
ある。A1、A2は初回は2年半後、その後は20歳
までは2年後、それ以降は5年後の再検査受診を勧
める。充実性部分を伴っているものは結節として
扱っており、ここでの嚢胞とは良性と判断されるも
のであり、20.1㎜を超えるものはそろそろ圧迫症状
などが出現する可能性があり、二次検査にて穿刺吸
引する場合も考慮し、二次検査としている。5㎜以
下の結節は嚢胞と区別のつかないものが多く超音波
所見上良性と判断されているものである。A2判定
の結節はB、C判定と共に全例画像の再判定を行い、
2年半後の再検査では不十分と判断された場合には
B判定にし、二次検査を勧めるようにしている。従っ
て、A2判定に関しては、通常の診療では特にコメ
ントすらされないような所見であり2年半後の再検
査で十分早期発見ができるレベルにとどまっている
ものと考えている。しかし、今回は長きにわたり甲
状腺の状態を把握していただく意味合いからもこれ
らの所見も通知しそれぞれの特徴として認識してい
ただくことが重要と考えている。セカンドオピニオ
ンを求めるなどのご心配を出来るだけ少なくするた
めに、当初から全国から集まった多数の専門医によ
る一次検査に加え専門医による再判定委員会も実施
したうえでの結果報告であることをご理解いただき
たい。
　B、C判定はいわゆる要精検であり、C判定は直
ちに二次検査が必要と判断されるものであり、逆に
言うとB判定は緊急性はなく、再検査が2年半では
間隔が長いと思われる方を対象としているものであ
り、採血、採尿とともに精密な超音波検査を再度施
行し、基準に合致した場合には穿刺吸引細胞診を施
行し良悪性の鑑別を行う。従って、超音波検査を施
行しても細胞診まで至らないケースも多くあること
が予想される。
　それぞれの結果によって、A判定と同様に2年半
後の超音波検診をうける方と、数ヶ月から1年後の
再検査等の経過観察を勧められる方、さらには細胞
診を繰り返したり、手術等の治療が必要になる方に
分かれることが考えられる。

一次検査の実施状況

一次検査の結果通知

　判定結果については、24年3月末日までの38,114
名につき表2に示す。二次検査が必要なB判定は
0.5％、186名と少なく、しかも悪性を疑い直ちに検
査を施行すべきC判定は1例も認めなかった。また
2年半後の次回検診を勧めるA1、A2が大半であ
り、A2は約30％を認めている。とくにA2は通常
の診療では言及しないような小結節ないし、コロイ
ド嚢胞などの結節を伴わない嚢胞である。大半が嚢
胞でしかも5㎜以下の多発嚢胞が9割以上を占め
る。5㎜以下の結節に関しては0.5％と少なく、嚢
胞との鑑別が困難なおおむね良性と思われる結節で
あり、全例専門医による再判定を実施しており、5
㎜以下でも癌を強く疑うものや2年半後の次回検診
では長すぎると考えられるような場合にはB判定と
している。今回は1例認めている。

　実施施設としては学外専門委員会からの諮問で

は、甲状腺専門医ないし甲状腺・内分泌外科専門医
に超音波学会専門医（体表ないし総合）が在籍して
いる施設とされている。現在は二次検査者が0.5％
と少なく、3月より福島県立医科大学附属病院で実
施が開始されている。この条件は、今後県外に移住、
避難している県民に対して県外でも実施する施設を
認定する際の線引きにも重要となるものである。要
精査として、再度精密な超音波診断を行う。甲状腺
超音波ガイドブック改訂版に掲載予定の診断の進め
方1）および日本超音波医学会編、甲状腺結節（腫瘤）
超音波診断基準2)に基づき、穿刺吸引細胞診を行う
か決める。また全員に血中FT4、FT3、TSH、
TgAb、TPOAb、Tgおよび尿中ヨード測定を実施
する。それぞれの結果から、次回検診まで経過観察、
二次検査施設での再検査ないし経過観察さらには手
術等の治療などに分かれる。

　平成24年5月から平成26年3月末までは、福島市、
郡山市をはじめ国指定の避難区域等以外の市町村の

今後の展望

表1．平成23年度 甲状腺検査の実施状況
（平成24年3月末日現在）

対象市町村
対象者数
（人）

A

受診者数
（人）

B

受診率
（％）
B／A

年齢別内訳 Bのうち県外
居住者数（人）

C

県外居住者
受診率（％）

C／B0～5歳 6～10歳 11～15歳 16～18歳

田村市 7,080 6,180 87.3 1,477人 1,774人 1,947人 982人 27 0.485.9% 98.0% 93.8% 66.5%

南相馬市 12,529 9,636 76.9 2,757人 2,691人 2,679人 1,509人 2,601 27.0�75.1% 78.8% 81.3% 70.4%

伊達市 11,357 10,274 90.5 2,389人 2,930人 3,256人 1,699人 149 1.587.1% 96.8% 96.4% 76.8%

川俣町 2,403 2,188 91.1 536人 609人 686人 357人 32 1.591.5% 96.4% 95.3% 76.8%

広野町 1,077 691 64.2 167人 167人 244人 113人 114 16.565.5% 66.8% 70.1% 50.4%

楢葉町 1,429 939 65.7 219人 269人 283人 168人 141 15.0�63.3% 74.3% 68.4% 54.7%

富岡町 2,940 1,696 57.7 433人 455人 531人 277人 405 23.956.4% 62.0% 59.9% 50.3%

川内村 357 230 64.4 57人 76人 59人 38人 41 17.863.3% 76.8% 66.3% 48.1%

大熊町 2,386 1,542 64.6 478人 432人 446人 186人 262 17.0�61.4% 68.0% 72.1% 52.5%

双葉町 1,204 716 59.5 217人 181人 207人 111人 357 49.959.1% 61.1% 61.8% 53.9%

浪江町 3,645 2,922 80.2 814人 769人 822人 517人 984 33.780.5% 83.5% 79.7% 75.9%

葛尾村 233 147 63.1 40人 43人 41人 23人 12 8.271.4% 69.4% 61.2% 47.9%

飯舘村 1,090 917 84.1 242人 259人 255人 161人 56 6.187.0% 86.0% 84.2% 77.4%

その他※ 36 36 100.0 人 7人 10人 19人 2 5.6％ 100.0% 100.0% 100.0%

合計 47,766 38,114 79.8 9,826人 10,662人 11,466人 6,160人 5,183 13.677.5% 84.9% 84.5% 68.7%

※その他は、国が指定した警戒区域等避難区域市町村以外の対象者で，学校等において甲状腺検査を受けた人数

■平成23年度は警戒区域等避難区域市町村対象者の検査を実施
■平成23年10月から平成24年3月までの実施期間に対象者の79.8％（38,114人）が受診。

結果判定について

二次検査
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当時概ね18歳以下の福島県住民全員に対し実施す
る。
　平成26年4月からは、2巡目の検査が開始される。
20歳までは2年ごと、それ以降は5年後ごとの甲状
腺検査を生涯にわたり継続する予定である。
　また、県外に移住および避難されている住民に対
しては、現在拠点となる実施施設を認定契約する作
業に入っており、順次実施が可能となる見込みであ
る。
　今回の実施にあたり、日本甲状腺学会、日本内分
泌外科学会、日本甲状腺外科学会、日本超音波医学
会、日本超音波検査学会、日本小児内分泌学会、日
本乳腺甲状腺超音波会議（日本乳腺甲状腺超音波医
学会に変更予定）の計7学会の支援を受けている。
7学会から構成されている学外専門委員会により、
診断基準の運用、実施者の条件、学外認定施設の選
定などをおこなっている。
　実施者の条件としては、一次では日本甲状腺学会
専門医、日本内分泌・甲状腺外科学会専門医、日本
超音波医学会専門医（体表ないし総合）、日本超音
波検査士（体表）、日本内分泌学会専門医（小児科）
を目安としている。また二次検診では、少なくとも
日本甲状腺学会専門医ないし日本内分泌・甲状腺外
科専門医と日本超音波学会専門医（体表ないし総合）

が在籍している施設が望ましいとの諮問を受けてい
る。
　24年5月以降は県内都市部での実施予定となり、
また長きにわたる本検査事業に対し県内医療従事者
の参加は不可欠のものであり、上記要件を満たさな
い場合には、甲状腺超音波講習会等を多数実施し、
試験まで行い参加出来る認定体制を整える予定であ
る。
　検査結果の説明や今後のフォローアップ体制の構
築についても関係各位の協力が不可欠であり、引き
続き先生方のご支援をお願いする次第である。

　今回の放出された放射線量からは広島、長崎、チェ
ルノブイリと同等の外部被ばく、内部被ばくはない
と考えられ、甲状腺癌の発生増加はないと考えてい
る。しかし、これだけ大規模で精度の高い検査を続
けていくことで、以前より早く、小さなうちに原発
事故と関係のない、ある一定の数の甲状腺癌が認め
られることが考えられる。チェルノブイリでは4－
5年後、広島、長崎では10－15年後以降に当時20歳
未満であった方々に甲状腺癌の発症増加を認めてい
る。福島の状況はこの両者とは大きく異なる。従っ

表2．平成23年度 甲状腺検査の結果概要
（平成24年3月末日現在）

検査実施総数 38,114人

判定結果 判定内容 人数（人） 割合（％）

A判定
（A1） 結節や囊胞をみとめなかったもの 24,468人 64.2％

99.5％
（A2） 5.0㎜以下の結節や20.0㎜以下の

囊胞をみとめたもの 13,460人 35.3％

B判定 5.1㎜以上の結節や20.1㎜以上の
囊胞を認めたもの 186人 0.5％

C判定 甲状腺の状態等から判断して，直
ちに二次検査を要するもの 0人 0.0％

〔判定結果の説明〕
・A1，A2判定は次回（平成26年度以降）の検査までに経過観察
・B，C判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）
※A2判定であっても，甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については，B判定としています

（参考）

判定結果 人数（人） 割合（％） 計

結節を認めたもの
5.1㎜以上 184人 0.48％ 386人

（1.0％）5.0㎜以下 202人 0.52％

嚢胞を認めたもの
20.1㎜以上 1人 0.002％ 13,380人

（35.1％）20.0㎜以下 13,379人 35.10％

※結節，囊胞両方の所見に該当しているケースも存在

おわりに

て、明らかに今回の原発事故と関連のないと思われ
るここ数年の甲状腺の状態をあらかじめ把握してい
ただくことは、長きにわたり甲状腺を見守っていく
上で極めて重要である。急いで検査することでその
心配を解消できるわけではない。検査自体が甲状腺
癌発症を抑えることができる訳でもない。むしろ、
長きにわたり観察していくシステムが構築され、そ
こに参加登録し、生涯にわたり見守りをうけること
が安心につながるのではないかと考える。すなわち、
今回の事故後、甲状腺に関しては、生涯にわたり見
守るシステムが出来た、ということを強調したい。
その意味からも、医師会の先生方のご協力とご理解
をいただき、共に福島の子供たちの甲状腺を生涯に
わたり見守っていくことをお願いするものである。
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1　経緯
①広島大学・長崎大学との連携協定調印
ア　目的
　福島第一原子力発電所事故を契機とし
て、本学と広島大学、長崎大学が教育・
研究・診療分野における一層の緊密な連
携・協力関係を構築するため、協定を締
結

イ　日時
平成23年4月2日（土）14：00～14：15

ウ　場所
福島県立医科大学　看護学部棟1階　

看護学部長室
エ　出席者

国立大学法人広島大学�
� 学長　浅原　利正
国立大学法人長崎大学
� 学長　片峰　　茂
公立大学法人福島県立医科大学
� 学長　菊地　臣一

②福島原子力災害医療対策キックオフミー
ティング・放射線影響研究機関協議会
ア　目的
　放射線にかかる正しい理解の促進や人
材の育成、放射線の影響に係る広範かつ

長期的な調査の体制構築に向け、放射線
影響研究機関協議会（構成員：放射線総
合医学研究所、京都大学放射線生物研究
センター、長崎大学、広島大学、放射線
影響研究所、環境科学技術研究所）構成
員を招き、意見交換等を行った。

イ　日時
平成23年4月2日（土）14：15～16：15

ウ　場所
福島県立医科大学　看護学部棟1階

S101会議室
エ　出席者

放射線影響研究機関協議会構成員、福
島県、福島県立医科大学

③放射線影響研究機関協議会への加入
ア　概要
　福島県立医科大学の放射線影響研究機
関協議会への加入を承認

イ　日時
平成23年4月27日（水）17：00～18：00

ウ　場所
航空会館（東京都内）

エ　出席者
放射線影響研究機関協議会医構成員、

福島県立医科大学

広島大学・長崎大学との連携協定調印及び福島原子力災害医療対策
キックオフミーティング・放射線影響研究機関協議会について

企画財務課
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朝日新聞〈2012年6月22日〉掲載

プロメテウスの罠：見ないと分からない

　広野町は3月下旬、映画のセットのような町に
なっていた。駅前の通りを歩いても、人影すらない。
「何もかもが止まっている印象でした」
　事務長の高野己保（みお）は振り返る。
　病院は落ち着きを取り戻した。
　このころ、己保や統括看護師の松本とし子ら残っ
た看護師が傷ついていたことがある。
　避難でやりとりした行政関係者やマスコミが、病
院に残った患者を死期が迫ったときの患者を指す

「看取（みと）りの患者」と表現していたことだ。
「私たちは医療を提供しているんです。看取りのと
きを、待っているのではありません」
　己保がそのことをいくら説明しても、行政関係者
には理解されなかった。もともと内科病棟の患者の
平均在院日数は400日前後。それでも、無理な搬送
をすると、命の危険がある患者が多かったのだ。
　そんな時期、福島県立医大准教授の福島俊彦（48）
は、高野病院を訪れることにした。
　福島は14日から県災害対策本部に詰め、高野病院
などの広域搬送の調整をしていた。一段落したとき、
現地に行ってみたくなった。福島は外科医で、高野
病院とはこれまで縁がなかった。

　28日、連絡なしで病院を訪ねた。病院の建物に大
きな被害はなかった。医薬品会社の車も来ていた。
「被災して壊れた病院だと想像していました。行っ
てみたら、水が出ないことを除いて普通だった。びっ
くりしました」
　院長の高野英男が院内を案内した。患者一人ひと
りの状態と残した理由を説明する。医師の福島には、
動かすのは難しい患者であることがよく理解でき
た。
　その後、厚生労働省の大臣官房企画官、迫井正深
（さこい・まさみ）がやってきた。
　厚労省災害対策本部のメンバーとして4月3日、
福島県入りした。県や医療関係者との調整が目的だ
が、高野病院を訪ねようと考えていた。
「病院で何か起きているか、電話では分からない。
原発が次々爆発する中で、何か起きれば対応しなく
てはいけないですから」
　迫井は4月5日に広野町に入った。迫井も元外科
医で、病院のどこを見ればいいかは分かっていた。
　院内の管理は行き届いていた。職員も落ち着いて
いた。床はきれいで、衛生状態に問題はなかった。
「やっぱり百聞はゼロ見、見てみないと分からない」

（岩崎賢一）

病院、奮戦す：13

讀賣新聞「原発と福島」掲載

地元医大の使命

　福島県唯一の医大である県立医大は、原発事故を受けて放射線医療の拠点となった。約200万人に上る
全県民対象の健康調査も担う。「原発と福島」第8部は、医大の医師や学生らの奮闘と葛藤を描く。

　昨年3月11日、東日本大震災が発生すると、福島
市郊外にある福島県立医大附属病院には次々、救急
患者が搬送されてきた。津波で骨折したり、肺炎、
低体温症などを発症したりしていた。病棟に収容し
きれず、廊下や教室の床にマットレスを敷き詰めて
寝かせた。3日間に搬送されてきた患者は168人。
救急科の医師約10人、看護師約50人のほか、別の科
の医師らも加わり治療にあたった。
　不眠不休だった救命救急センター助教の長谷川有
史（44）は14日昼頃、事務室で休息をとっていた。
その時、ラジオが、東京電力福島第一原発3号機が、
12日の1号機に続き水素爆発したと伝えた。
　すぐに病院スタッフが駆け込んで来た。「被

ひ

曝
ばく

患
者を受け入れることになりました」。長谷川は「被
曝医療なんて誰もやったことないぞ」と思わず叫ん
だ。だが、患者を乗せたヘリはすでに第一原発を飛
び立ち、県立医大に向かっていた。

＊
　長谷川は被曝患者の対応マニュアルを手にして、
防護服を着て、放射線科の医師と除染棟に診療機材
を運んだ。除染棟は、茨城県で起きたJCO臨界事故
を受け2001年に開設されたが、使われたことがな
かった。
　ヘリで搬送されてきた患者は被曝量が少なく、治
療は無事に終わった。だが、翌15日朝には4号機か
らも爆発音が響き、原発構内にいた男性3人を受け
入れた。
　その直後、長谷川は病院スタッフからの報告に耳
を疑った。「応援で来ていた災害派遣医療チーム

（DMAT）がこの病院から撤収し、医大のドクター
ヘリも運航委託先の指示で運航を取りやめたそうで

す」。放射線防護の装備が十分でないことが理由だっ
た。「俺たちは取り残されてしまった」
　午後に到着した長崎・広島両大の合同の緊急被曝
医療専門チーム（REMAT）のメンバーの言葉は、さ
らに衝撃的だった。「4号機の大損傷が今夜にも起
こるかもしれない。重症の被曝患者が多数発生する
恐れがある。最悪の場合、この病院も避難区域に入
り孤立する」
　天を仰ぐ医師、座り込む看護師、その場から駆け
出す職員。長谷川は家族の顔が浮かび涙が止まらな
かった。逃げ出したかったが「医師として廃人にな
る」と思いとどまった。

＊
　長谷川は、みぞれが降りしきるその日の深夜、震
災後初めて家に帰った。家族に会うのが最後になる

被曝医療　突然の最前線 2012年6月22日（金）掲載

福島県立医大附属病院でスタッフと打ち合わせ
をする長谷川医師（14日）＝中嶋基樹撮影
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地元医大の使命

かもしれないと思っていた。「原子炉が爆発したら
全員集合」と、同様に帰宅したスタッフと約束して
いた。5日ぶりに布団に横たわると、夜の闇が無限
に続くような気持ちになった。
　翌日から再び不眠不休の診療が始まった。夜にな
ると病院のあちらこちらでスタッフのすすり泣き
や、つぶやきが聞こえた。「なぜこんな目に遭うんだ」

「孤立した病院が役に立つのか」。自身も感情が高ぶ
り軽度の失禁が続いていた。
　混乱は、放射線医療の第一人者で、後に県立医大

副学長に就任する長崎大教授の山下俊一（59）が18
日に訪れるまで続いた。

＊
　受け入れた被曝患者は当初の1か月で12人。自衛
隊員ら公務の作業者向けに新設した放射線健康管理
外来には、これまで約500人が訪れた。
　長谷川はいま、当時のことを文書に残す作業を進
めている。「混乱の中で自分たちがどう対応したか
を包み隠さず示すことが、教訓になるはずです」
� （敬称略）

　昨年3月17日夜、長崎大教授の山下俊一（59）は、
タクシーで大学に向かっていた。地元ラジオ局の番
組で原発事故による放射線の影響について話した後
だった。途中、携帯電話が鳴った、面識のない福島
県立医大理事長の菊地臣一（65）からだった。
　「みんな浮足だっているんです。すぐに福島へ来
てもらえませんか」
　震災の被災者や原発事故の被

ひ

曝
ばく

者の治療に追われ
ていた県立医大のスタッフは、放射線による自分や
家族の健康被害に不安を募らせていた。
　県立医大に応援に入っていた長崎大准教授の大

おお

津
つ

留
る

晶
あきら

（55）からも電話があった。「医療崩壊の危機で
す。助けてください」
　山下は放射線医療の第一人者で、情報を共有し危
機に対応する「リスクコミュニケーション」の権威
でもある。2人は、難局を乗り切るには山下の力が
必要だと感じていた。

＊
　山下は翌日、県立医大を訪れた。同大助教の長谷
川有史（44）らが「お待ちしてました」と抱きつき、
そのまま泣き崩れた。「ここまで追いつめられてい
るのか」
　夜に講堂で始まった緊急集会は、医師、看護師や
職員ら約250人で埋まった。通路にも座り込み、立
ち見も二重三重。不安げな表情を浮かべていた。
　山下は、現在の学内の放射線量なら健康被害の心
配はないことから説明を始めた。「水道水は大丈
夫？」「子どもへの影響は？」……。相次ぐ質問に
2時間にわたって答えると、雰囲気は和らいでいっ
た。
　「我々、医療従事者は覚悟を決めて、県民のため
に尽くしましょう」。山下が訴えると、一斉にうな
ずく姿が見えた。
　「この瞬間に医大が一丸となった」。会場にいて、

後に県立医大教授になる大津留は思った。
　その後、県立医大の多くの医師や看護師らが、原
発から20～30㌔圏内の住民を巡回診療したり、避難
所で診察したりと奮闘を始める。

＊
　山下は2日後から住民向けの講演を始めた。「正
しく怖がる」を信条に「この地域の線量なら健康に
影響はないはずです」と訴えた。しかし、東電や行
政への不満や怒りが壇上の山下に向けられた。「原
発事故が収束しなかったらどうなるんだ」「隠して
いる情報を公開しろ」。インターネット上でも罵

ば

詈
り

雑言があびせられた。大学にもクレームの電話が相
次いだ。「県民のためにやっているつもりなのに」。
当惑した。
　県は昨年5月、約200万人の全県民を対象に健康
管理調査の実施を決めた。山下は7月に県立医大副
学長に就任し、調査担当のトップになった。しかし、
当時の行動記録を記入する問診票の回収率は、現在
も約2割にとどまっている。「子どもをモルモット
にするな」と拒む人も少なくない。回収率の低さを

長崎から援軍　一丸に 2012年6月23日（土）掲載

地元経済団体との意見交換会で放射線の影響に
ついて語る福島県立医大の山下副学長（中央）
（11日、福島市で）＝菅野靖撮影

問われる度に「私の言葉が不十分だった。身から出
たサビ」と頭を下げる。

＊
　山下は今年4月、福島青年会議所の依頼で、放射
線の安全対策をテーマに講演した。懇親会場に移る
と、「山下先生、福島のためにありがとうございます」

と、参加者は立ち上がって口々にお礼を述べた。拍
手がわき起こった。山下は涙が止まらなかった。感
謝の気持ちを伝えようとしたら、1年余り、繰り返
してきた言葉が口をついて出た。
　「福島に来たことを後悔したことはない。ここで
一緒に闘いましょう」� （敬称略）

　2月、福島県南相馬市で行われた県民健康管理調
査*の健康診査会場には、午前9時の開始時間の1
時間以上前から200人余りが並んでいた。この日は
2会場で約1100人が対象。足をひきずって歩くお年
寄りや車いすの人もいた。
　「こんなに期待されているのか」。担当する福島県
立医大小児科教授の細矢光亮（53）は息をのんだ。
　「今日は特殊な検査をするんですか」。高齢の男性
から声をかけられた。
　健康診査は、身長や体重を測ったり、血液や尿を
調べたりして、生活習慣病などを早期発見するのが
狙い。「いま現在の体への放射線の影響を知りたい
という気持ちから、内部被

ひ

曝
ばく

量を測定すると誤解し
ている人も少なくないのだろう」。細矢は趣旨を説
明しながら複雑な気持ちになった。

＊
　県が県民健康管理調査の実施を決めたのは昨年の
5月。原発事故で、県民は放射線の影響だけでなく、
長期の避難生活による健康面のリスクを負ってお
り、20年後、30年後を見据えた健康管理を目的とし
ている。
　基本調査は、膨大な対象者の外部被曝線量を、原
発事故後の行動から推計する世界的に例のない取り
組みだ。だが、体への影響をすぐに見極めることは
難しい。
　福島市に避難している浪江町の石田美佳（29）（仮
名）は昨年7月、基本調査の問診票を書いた。原発
事故の4か月後に長女が生まれた。長男（4）と次
男（3）もいる。
　問診票には、行動を分単位で記入するほか、食べ
た野菜や飲んだ牛乳の量の申告もある。「体への放
射線の影響がわかるかもしれない」と、子どもを寝
かしつけてから日付が変わる頃まで取り組んだ。全
員分を書くのに5日かかった。

　今年3月、問診票に対する回答が届いた。昨年3
月11日から7か月間の「推定される外部被曝線量は
1.7㍉・シ ー

ベルトです」とだけ書かれていた。がっかりした。
「調査するなら一軒一軒回って不安な気持ちを聞い
てくれてもいいのに」

＊
　返送された妊産婦調査などの問診票には、行間や
欄外に心配や疑問が書き込まれていることは珍しく
ない。「水道水が怖いから、自分の食費を削っても
子供用のペットボトルの水代に充てています」「赤
ちゃんに病気が見つかったのは放射線のせいです
か」……。
　産婦人科教授の藤森敬也（48）は、深刻なケース
については保健師に訪問を指示したり、自身がカウ
ンセリングしたりしている。多くは「お話できてほっ
としました」という反応だが、「話したくない」と
電話を切られたこともある。「大丈夫と言うだけで
は、県民には納得してもらえない」と痛感している。

＊
　県立医大は今年4月に広報担当の特命教授ポスト

膨大な調査　健康見守る 2012年6月26日（火）掲載

県民健康管理調査について打ち合わせをする細矢
教授（左から2人目）ら（19日、福島市の福島県立医
大で）＝菅野靖撮影

*県民健康管理調査　全県民約200万人を対象とする福島県と県立医大の調査。行動記録から外部被曝線量を推定する「基本
調査」が柱。避難指示区域の住民は「健康診査」「こころの健康度・生活習慣調査」、原発事故当時18歳以下の人は「甲状腺
検査」、妊産婦には「妊産婦調査」を行う。
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を新設し調査や放射線の影響などの情報提供に努め
ている。県民の質問に答えるため、コールセンター
を学内に加え、6月には福島市中心部に増設した。
　それでも「大勢の県民の切実な声に応えるには圧
倒的に人手が足りない」と細矢は思う。ただ、不満

も受け止めて粛々と調査を積み重ね、一人ひとりに
結果を伝えていきたいという。「それが、県民の健
康をずっと見守っていくことですから」
� （敬称略）

　窓の外に見える信
しの

夫
ぶ

山
やま

の緑が、濃さを増していた。
21日夕、福島市の福島赤十字病院の内科病棟で、研
修医の垣野内景

けい

（26）は回診を終え、ひと息ついた。
同市にある福島県立医大を今春卒業した。指導医に
ついて朝から薬剤の処方、カルテ記入などに追われ
たが、充実感もある。
　「何が起きても動揺しない気がしている。原発事
故に立ち向かった経験があるから」
　横浜市出身。東京電力福島第一原発事故をきっか
けに「福島の人の役に立ちたい」と強く思うように
なった。

＊
　東日本大震災が起きた昨年3月11日。県立医大で
は、控室となった食堂で、垣野内ら学生約80人がテ
レビが映し出す甚大な被害の映像にくぎ付けになっ
ていた。「できることをやらせてもらおう」。あちこ
ちで声があがった。
　垣野内は「組織的に動こう」と叫び、大学や附属
病院との連絡係となり、役割分担を指示した。患者
の移送を手伝うと、車椅子から床のマットレスに下
ろす方法さえ知らず、看護師に叱られた。それでも
必死だった。
　翌12日午後、第一原発1号機が水素爆発した。「福
島市内も危ないんじゃないか」「実家の親が県外に
逃げろって」。次々と学生が去り、約20人が残った。
14日午前には3号機が水素爆発した。夕方、ヘリで
搬送されてきた原発から20㌔圏内の病院の入院患者
の受け入れを手伝うことになった。ヘリの機体は放
射能に汚染されている可能性があった。「学生とは
いえ医療に関わる端くれ。逃げるわけにはいかな
かった」
　救急医が真っ先にヘリポートに着陸した機体に駆
け寄り、後を追ってきた学生たちに叫んだ。「僕が
一番前に立つ。君たちは僕より機体に近づくな。後
ろにいれば線量は高くない」
　思い描いてきた医師の姿だった。足の震えが止
まった。患者を乗せたストレッチャーを懸命に押し
た。

＊

　15日朝には4号機
で爆発音が響いた。
「大損傷する可能性がある」との情報が入り、学生
は避難した。
　医学部5年だった宮沢晴奈（26）はその日、タク
シーで東京の親戚宅に向かった。高速道路も新幹線
も被災して使えず、岩手県の実家に帰れなかった。
都内に入ると罪悪感に襲われた。「福島の友達や病
院の人たちを裏切ってしまった」。福島で口にでき
なかった温かいお茶を飲むと、体が震えだし、目ま
いや吐き気をもよおした。
　インターネットで、都内の医大に通う高校時代の
同級生が募金活動を呼びかけているのを知り、19日
から3日間、その仲間約20人と東京・上野公園に立
ち続けた。約300万円を集め日本赤十字社に寄付し
た。活動は県立医大の後輩達が引き継ぎ、いまも福
島市や帰省先の街頭で寄付を募っている。
　現在は、奨学金の関係で実家のある岩手県で研修
医をしている。研修を終えたら福島に戻るつもりだ。
「福島の医療を支えられるように、一日も早く一人
前になりたい」� （敬称略）

医学生　救急医とともに 2012年6月27日（水）掲載

㊤震災発生後、控室で
待機する学生たち。疲
労が表れていた（2011
年3月、福島県立医大
で）＝同大提供
㊦福島赤十字病院で研
修医として勤務する垣
野内さん（21日）

1　福島県立医科大学関係
（1）本学との連携に関する協定（教育研究診

療の進展、被ばく医療・放射線影響に係
る研究拠点の形成等）の締結（H23.4.2）

（2）専門家等の派遣
〇神谷研二教授を本学の特命教授に任命
（H23.4.1）

〇神谷研二教授が本学の副学長に就任
（H23.7.15）

〇被ばく医療専門の医学講座として平成23
年11月に新設した放射線生命科学講座の
教授に広島大学血液内科講師の坂井晃氏
が就任。

〇医大内のスクリーニング活動を支援する
放射線技師の派遣（下記の緊急被ばく医
療チームによる活動の一環）。

（3）学生、職員向けの講演の実施
〇医師、看護師等に対する緊急被ばく医療
セミナーの実施。

〇医学部および看護学部の後援会総会
（H23.6.24）において、両学部の学生の
父兄を対象に「放射線の人体影響の概要」
と題した講演を神谷教授が実施。

2　福島県全般
（1）緊急被ばく医療対策関係

〇緊急被ばく医療チームの派遣
　H23.3.12から同チーム（医師、診療放
射線技師、看護師、事務職員で構成）を
派遣。
主な活動内容
①オフサイトセンターや初期スクリーニ
ング拠点において患者のヘリ搬送、診
断、除染を実施。

②市民及び小児甲状腺のスクリーニング
の実施（※同チームによる活動の他、
3月～4月の間、広島大学以外が主体
となる実施チームに教授等の専門家も
派遣）。

③汚染をスクリーニングする体制整備、
スクリーニング法指導。

④H23.7.1から福島第一原発内に設け
られた「救急医療室」に常駐する救急

医に医師を派遣（11月からは看護師も
派遣）。

〇緊急被ばく医療活動を支援する備品や食
品、水等の寄付。

（2）県民への放射線に対する知識の伝達
〇神谷研二教授が県放射線健康リスク管理
アドバイザーに就任（H23.4.1）、以降、
地域住民や教育関係者に対する講演を多
数実施。

〇日本小児科学会と日本小児救急医学会主
催「放射線と子ども発育・発達講演会」

（H23.7.1、いわき市）において、広島
大学田代聡教授が県内での調査結果を報
告。

（3）医療支援活動
〇広島医療チームのメンバーとして医師、
看護師、事務職員が須賀川市の避難所等
において診療活動に従事（H23.4.23～
4.30）。

（4）その他
〇福島大学との連携に関する協定（教育や
研究の発展、放射線に汚染された環境修
復、放射線医療の研究や支援、放射線医
学のリテラシー教育の充実等）の締結

（H23.7.28）。
〇広島大学原爆放射線医学研究所元所長の
鎌田七男医師、本県わたり病院斎藤紀医
師ら5人の専門家チームが、福島県飯舘
村と川俣町山木屋地区で住民15人の尿を
検査したところ、全員から放射性セシウ
ムを検出、今回検出された量は今後50年
間、放射線を出したとしても計0.1ミリ
シーベルトとごく微量で、今後、汚染さ
れた野菜などを食べなければ心配ないと
説明（H23.6月）。

〇二本松市が6月下旬に市民20人に対して
実施したWBCの調査結果を公表（調査結
果を分析したのは星正治広島大学原爆放
射線医学研究所教授）。全員から微量の
セシウム134と137が検出されたが、人体
に影響のないレベル。ヨウ素は検出なし

（H23.7月）。

広島大学による支援活動の概況
企画財務課


